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踵
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断 20061 1

中
津
市
耶
馬
溪
支
所
産
業
振
興
課

=

は
じ
め
に

中
津
耶
馬
溪

(中
津
市
)
は
、
大
分
県
の
西
北
端
に
位

置
し
、
東
は
宇
佐
市
、
南
西
は
玖
珠
郡
･
日
田
市
、
北
西

は
福
岡
県
に
接
し
、
北
東
は
周
防
灘
に
面
し
て
い
ま
す
。

面
積
は
四
九
一
･
0
九
蝿
で
、
市
域
の
約
八
0
%
は
山

林
原
野
が
占
め
、
山
国
川
下
流
の
平
野
部
に
ま
と
ま
っ
た

農
地
が
開
け
、
中
津
地
域
を
中
核
と
し
て
い
ま
す
。

北
部
は
狭
く
、
南
部
は
西
方
に
大
き
く
張
り
出
し
た
形

状
を
示
し
、
西
側
に
英
彦
山
が
そ
び
え
、
地
域
を
貫
流
す

る
山
国
川
の
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
ま
す
。

二

郡
匿憾
塵醸
造
か
ら
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
へ

そ
の
中
津
耶
馬
溪
地
区
に
大
正
二
年
か
ら
昭
和
五
〇
年

ま
で
営
業
さ
れ
て
い
た
耶
馬
溪
鉄
道
の
跡
地
利
用
と
し

て
、
メ
イ
プ
ル
耶
馬
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
が
完
成
し
ま

し
た
。
メ
イ
プ
ル
耶
馬
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
は
、
紅
葉

の
き
れ
い
な
耶
馬
溪

(写
真
1
)、
青
の
洞
門

(写
真
2
)

な
ど
多
く
の
景
勝
地
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
ト
ン
ネ
ル

や
鉄
橋
な
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
だ
自
転
車
道
で
す

(写
真
3
,
6
)。
新
緑
ま
た
は
紅
葉
の
中
、
美
味
し
い
空

気
を
満
喫
し
て
走
れ
ま
す
。
ま
た
、
自
転
車
道
の
途
中
に

は
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
や
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
器
具
が
利
用
で

き
、
宿
泊
も
で
き
る

｢耶
馬
溪
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ

ル
｣
と
い
う
施
設
が
あ
り
ま
す

(写
真
7
)。

写真 1 一目八景の紅葉 (耶馬溪町)



写真 3 旧耶馬漢鉄道 ･平田駅ホーム (平田宿場) 写真 2 自転車道と青の洞門

写真5 自転車道の横を流れる山国川 写真4 自転車道とトンネル

きざ、ぜ･対さ違鮮纖
あもも'窓滋養継ぎゞ し き

、遜
う,

写真7 耶馬漢サイクリングターミナル
写真6 鉄橋
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《 耶馬溪鉄道からサイクリングロードへのあゆみ 》

かつては、 耶馬溪鉄道が中津から山国川沿いにさかのぼり、 旧山国町守実まで続き、 産業の交流の発展に

大きな役割を果たしました。

耶馬溪鉄道の営業期間 :大正 2年 (1913年) ~ 昭和50年 (1975年)の62年間 全延長区間 :中津~ 守実温泉 (36.1km)

年号 西暦 月 事象 備考

鷲
遷

者･
豪

明治43年 1910年 10月 鉄道敷設計画

明治45年 1912年 6月 月野鳥溪鉄道株式会社創立

大正 2年 1913年 5月 第 1期中津樋田間着工

11月 完工

12月 営業開始 駅 :中津、古城、大目公園、上の原、
真‐坂、野路、樋田

大正 3年 1914年 2月 第 2期樋田- 柿坂間着工

11月 完工

12月 営業開始 駅 :羅漢寺、冠石野、城丼、シ半民、
柿坂

大正9年 1920年 12月 諌山停留所新設

大正12年 1923年 12月 第 3期粒葡坂一等“共間着工

5月 完工

6月 営業開始 駅 :下郷、中堅、白地、 耶馬溪温泉、
守りさ

大正14年 1925年 7月 樋田駅を洞門駅、神坂駅を深耶馬渓駅に
改称

8月 城川;駅を郡馬溪平田駅に改称

昭和46年 1971年 9月 野路-守実間25,7km廃止

昭和47年 1972年 サイクリングロード着工

昭和50年 1975年 3月 日野馬溪サイクリングセンター開業

9月 中津- 野路間10.4kn1廃止 螂馬溪鉄道の魔止 62年の歴史に幕

昭和57年 1982年 サイクリングロード完成

平成 9年 1997年 12月 旧耶馬凝鉄道平田駅ホーム
県有形文化財登録

平成12年 2000年 4月 旧月K馬溪鉄道一号 ･二号厚ヶ瀬トンネル
県有形文化財登録

平成15年 2003年 9月 日本経済新聞
おすすめのサイクリングコース 1位

平成16年 2004年 2月 国土交通省サイクルツアーモデルコース
選定 全国で15地区選定

道イテセ 2006.l1 7



《 メイプル耶馬サイクリングロードの概要 》
　 　　　　　　　　 　
　 　 　　

騒ぎ〆ミち此

れきざ饉＼:
メ ソノ が
　
　　　 　　　　

をき

蔀礎藤兵群雙淺苞甥 一般県道中津山国自転車道線 遮
を , 鯵 な い』 (メイプル耶馬サイクリングロード)ーも
こみ ; 凝然さなぎブタ

で
ずき

‘ バ

　 　　　　
　 　　　
r ぬミず

讓
　　　　　 　　

オ
ア

中 6 km シ 8 km
滓 ス
駅 や

ス

　

コ
ア
や
ま
く
に

｢やまくに]

　　　 　　 　　
レンタサイクル
宿泊 ･研修

道々マセ 2006.=



《 交通アクセス 》

鬮北九州市 (小倉) -中津市

J R 30分〈特急ソニック利用〉

自動車 90分

醐福岡市-中津市

J R 72分く特急ソニック利用〉

團福岡市-山国町

自動車 90分〈九州自動車道、 日田市経由で大分自動車道利用〉

皿大分市-中津市

J R 46分〈特急ソニック利用)

自動準 70分〈大分自動車道利用〉

薑大分市-山国町

自動車 90分〈臼田市経由、 大分自動車道利用〉

囲大分空港-中津市

天分空港特急バス (エアーライナー) 90分

アクセス

JR嬢多駅 JR車鱗駅
　 　　 　 　 　 　

特愈ソニラク
鬱"

　　　
大分自動車遭 耶馬渓

圓圏燈
サイクリング

約26謝 ターミナル
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　

〆 、 と周防灘 、

･ 、

《

◎
大分空港 JR別府駅 JR中津駅

　　　　　　　 　 　　 　

亘

イ
ベ
ン
ト
の
裏
施

平
成
一
五
年
に
日
本
経
済
新
聞

｢お
す
す
め
の
サ
イ
ク

リ
ン
グ
コ
ー
ス
｣
の
第
一
位
と
な
り
、
そ
れ
を
記
念
し
て

平
成
一
六
年
に
は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
と
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン

グ
を
組
み
合
わ
せ
た

｢耶
馬
溪
サ
イ
ク
ル
オ
リ
エ
ン
テ
ー

リ
ン
グ
｣
を
企
画

(写
真
8
)。
ま
た
、
平
成
四
年
か
ら
、

ふ
だ
ん
自
力
で
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
の
出
来
な

い
視
覚
障
害
者
を
対
象
に
、
タ
ン
デ
ム
車

(二
人
乗
り
専

用
の
自
転
車
。
前
乗
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
後
ろ
乗
り
の

麟襲朧榊.榊議嚢讓溌虞讓讓熟議÷遂蛋救 の 見 だ ン を 成 ン 平 ニ

廟螂 藁鸚螂鬱幇歩』藤崎馴覆し春鐵馴し嗣 自 覚 ん グ 組 - グ 成 一

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　 　　　　　　　

;

＼

“

　 　　　 　　　　
写真 8 耶馬湊サイクルオリエンテーリング
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視
覚
障
害
者
が
お
互
い
に
声
を
掛
け
な
が
ら
、
力
を
合
わ

せ
て
ペ
ダ
ル
を
こ
ぎ
、
前
に
進
み
ま
す
。
舵
取
り
を
前

乗
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
覚
障

害
者
で
も
危
険
を
感
じ
る
こ
と
な
く
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽

し
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ま
た
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー

ス
内
は
、
自
転
車
専
用
道
路
で
す
の
で
、
安
全
に
快
適
な

サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。)
を
使
っ

て
、
前
乗
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
誘
導
に
よ
っ
て
、
視
覚

障
害
者
で
も
、
耶
馬
溪
路
の
自
然
を
満
喫
し
な
が
ら
、
楽

し
く
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
ん
で
頂
こ
う
と
い
う
趣
旨
の

も
と
、
耶
馬
漢
の
春
の
幕
開
け
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

｢メ
イ
プ
ル
耶
馬
タ
ン
デ
ム
サ
イ
ク
リ
ン
グ
大
会
｣
を
平

成
一
七
年
ま
で
行
っ
て
い
ま
し
た

(写
真
9
)。

写真9 メイプル耶馬タンデムサイクリング大会

四

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
様
々
な
魅
力
が
あ
る
メ
イ
プ
ル
耶
馬
サ
イ

ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
は
、
平
成
一
六
年
に
国
土
交
通
省
サ
イ

ク
ル
ツ
ア
ー

(※
)
モ
デ
ル
コ
ー
ス
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

※

サ
イ
ク
ル
ツ
ア
ー
-･･サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
み
な
が
ら
地
域
の

魅
力
を
ゆ
っ
く
り
と
堪
能
す
る
新
し
い
ツ
ー
リ
ズ
ム

(サ
イ

ク
ル
ツ
ア
ー
)
を
普
及
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
と
観
光
資
源
、
川
の
親
水
施
設
、
港

湾
緑
地
等
と
の
連
携
を
強
化
す
る
各
種
施
策
の
こ
と
。

中
津
耶
馬
溪
地
区
で
は
サ
イ
ク
ル
ツ
ア
ー
を
推
進
す
る

た
め
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
に
選
定
さ
れ
た
平
成
エ
ハ年
か
ら
、

国
土
交
通
省
山
国
川
河
川
事
務
所
、
大
分
県
中
津
土
木
事

務
所
、
大
分
県
中
津
下
毛
地
方
振
興
局
、
中
津
市
、
商
工

会
議
所
、
商
工
会
等
で

｢メ
イ
プ
ル
耶
馬
サ
イ
ク
リ
ン
グ

ロ
ー
ド
活
用
会
議
｣
(写
真
的
)
を
発
足
さ
せ
て
い
ま
す
。

ま
ず
現
地
調
査
か
ら
行
い
、
現
状
の
問
題
点
を
検
討
し
ま

し
た

(写
真
帆
)。
具
体
的
な
検
討
内
容
に
つ
い
て
は
、

ガ
ー
ド
パ
イ
プ
の
設
置
修
繕

･
休
憩
施
設
や
案
内
看
板
の

設
置
･
自
転
車
の
P
R
活
動
を
推
進
す
る
等
が
あ
り
ま
し

た
。
検
討
会
の
結
果
、
平
成
一
八
年
の
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
を

前
に
自
転
車
道
の
補
修
工
事
が
行
わ
れ
、
来
年
に
は
耶
馬

溪
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
下
の
護
岸
工
事
で
、
自
然

の
観
光
施
設
で
あ
る
山
国
川
に
立
ち
寄
り
や
す
く
な
る
予

定
で
す
。
今
後
も
活
用
会
議
で
、
自
転
車
を
活
用
し
た
各

種
施
設
の
整
備
計
画
や
観
光
施
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
実

践
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す

褻

洲ロ活メイプル耶馬サイクリングロード写真= 駅舎跡の調査

" 道イテセ 2006.1
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■
凶
絲藁
讓
蔓
蟯
簾
/
自
転
重
活
爛
の
道
路
行
醸
賞
讓
絲薹
賞
讓
纖纖讓
朧
賞
繊廉
朧
鱗
灘
襲
絲廉
讓
朧
讓灘
廉
※き黛讓
讓
濯
鰊鬮銭

檀
需
稟
◎
共
螂
榊
鬮
鬮
鱸
週

$
目
鬮
亜
道
周
辺
に
は
観
光
地
が
い
っ
ぱ
い
$

福
井
県
土
木
部
道
路
保
全
課

櫻
井

伸
幸

園

は
じ
め
に

福
井
県
は
、
一
世
帯
当
た
り
の
自
動
車
保
有
台
数
は
全

国
第

一
位
で

(平
成
一
六
年
度
)、
全
国
に
比
べ
て
人
口

当
た
り
の
運
転
免
許
保
有
率
も
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
県
民
の
多
く
が
、
車
に
よ
る
ド
ア
･
ツ

ー
･
ド
ア
の
移
動
が
習
慣
化
し
て
お
り
、
一
家
で
数
台
の

自
動
車
保
有
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
近
距
離
の
通
勤
や

外
出
に
も
マ
イ
カ
ー
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

福
井
県
で
は
身
近
な
乗
り
物
で
あ
る
自
転
車
は
、
一
世

帯
当
た
り
の
自
転
車
保
有
台
数
は
一
･
七
二
台
で
、
全
国

第
四
位
で
す

(平
成
一
五
年
度
)。

福
井
県
は
、
県
民
の
平
均
寿
命
が
男
女
と
も
全
国
第
二

位
と
、
全
国
に
誇
れ
る
元
気
、
長
生
き
県
で
す
。
自
転
車

は
健
康
づ
く
り
に
役
立
ち
環
境
に
も
や
さ
し
い
こ
と
か

ら
、
県
で
は
、
｢健
康
長
寿
バ
イ
ス
ク
ル
事
業
｣
と
名
付

け
て
自
転
車
の
健
康
利
用
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

二

幅
瓣
県
の
大
規
模
自
転
車
道

福
井
県
内
に
は
、
四
つ
の
大
規
模
自
転
車
道
が
あ
り
ま

す

(図
)。
湖
を
利
用
し
て
の
カ
ヌ
ー
や
釣
り
な
ど
が
楽

し
め
、
シ
ン
ボ
ル
と
な

っ
て
い
る
ア
イ
リ
ス
ブ
リ
ッ
ジ

(斜
張
橋
)
か
ら
の
眺
め
も
楽
し
め
る

｢北
潟
湖
畔
自
転

車
道
｣
、
鮎
釣
り
の
盛
ん
な
九
頭
竜
川
の
堤
防
や
河
川
敷

を
走
る

｢永
平
寺
福
井
自
転
車
道
｣
、
日
野
川
沿
い
を
走

る

｢丹
南
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
ロ
ー

ド
｣
、
国
宝
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
由
緒
あ
る
神

社
、
仏
閣
が
点
在
し
、
白
砂
青
松
の
若
狭
湾
国
定
公
園
内

の
海
岸
線
沿
い
を
走
り
、
歴
史
や
美
し
い
自
然
と
の
ふ
れ

あ
い
が
楽
し
め
る

｢小
浜
大
飯
高
浜
自
転
車
道
｣
で
す
。

福井県の大規模自転車道位置図

丹南ふれあいスポーツレクリェーションロード

,簇

圓
図

小浜大飯高浜自転車道

永平寺福井自転車道



丹
南
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
ロ
ー
ド

諫
ぶ

　濃

は
市

･
町
が
、
他
の
三
つ
は
福
井
県
が
整
備
及
び
管
理

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
自
転
車
道
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。

豊

北
潟
湖
畔
自
転
車
道

(愛
称
"
北
潟
湖
ハ
ミ
ン
グ
ロ
ー
ド
)

福
井
県
の
最
北
端
、
あ
わ
ら
市
に
あ
る
北
潟
湖
は
、

ま
わ
り
の
木
々
の
緑
と
と
も
に
美
し
く
、
自
然
を
満
喫

で
き
ま
す
。
こ
こ
の
北
潟
湖
畔
公
園
で
は
、
サ
イ
ク
リ

ン
グ
の
他
、
湖
を
利
用
し
て
の
カ
ヌ
ー
や
釣
り
な
ど
の

野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
楽
し
め
ま
す
。
シ
ン
ボ
ル

で
も
あ
る
赤
い
斜
張
橋
ア
イ
リ
ス
ブ
リ
ッ
ジ

(全
長
一

七
五
m
で
橋
上
に
二
ヵ
所
バ
ル
コ
ニ
ー
の
休
憩
所
が
あ

る
)
(写
真
1
･
2
)
中
心
に
、
湖
畔
を
ゆ
っ
く
り
自
転

車
で
一
周

(延
長
三

･
七
蝿
)
で
き
る
自
転
車
道
が
あ

り
ま
す

(写
真
3
)。
公
園
内
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ

ナ
ル
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
自
転
車
の
有
料
貸

し
出
し
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
隣
接
す
る
花
菖
蒲
園

に
は
た
く
さ
ん
の
み
ご
と
な
花
菖
蒲
が
植
え
ら
れ
、
六

月
頃
に
は
訪
れ
る
人
を
魅
了
し
ま
す

(写
真
4
)。
イ
ベ

ン
ト
も
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
観
光
に
は
こ
の
時
期
が

お
す
す
め
で
す
。
宿
泊
は
市
内
の
あ
わ
ら
温
泉
で
、
日

本
海
の
新
鮮
な
魚
が
お
す
す
め
で
す
。

シンボル ｢アイ写真 2 バルコニーの休憩所

写真4 ハミングロードに隣接する花菖蒲園
写真 3 北潟湖ハミングロード
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写真 5 緑豊かな福井県総合グリーンセンター

四

永
平
寺
福
井
自
転
車
道

(愛
称
m
フ
ァ
イ
ン
ロ
ー
ド
)

福
井
県
の
代
表
的
な
観
光
地
で
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山
永

平
寺
を
有
す
る
永
平
寺
町
を
起
点
と
し
て
、
九
頭
竜
川
、

日
野
川
、
足
羽
川
、
狐
川
の
堤
防
や
河
川
敷
を
利
用
し
、

緑
豊
か
な
福
井
県
総
合
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

(写
真
5
)

を
経
由
し
、
福
井
県
最
大
の
運
動
施
設
で
あ
る
福
井
運
動

公
園
に
至
る
、
延
長
二
六
･
一
如
の
自
転
車
歩
行
者
専
用

道
路
で
す
。

福
井
市
内
で
は
、
川
を
楽
し
み
な
が
ら
の
散
歩
や
ジ
ョ

ギ
ン
グ
姿
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す

(写
真
6
)。

五

丹
南
祿
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
□
-
ド

南
越
前
町
の
今
庄
サ
イ
ク
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
起
点
と

し
、
越
前
市
を
経
由
し
鯖
江
市
の
西
山
公
園
に
至
る
延
長

二
五

･
七
蛔
で
、
主
に
日
野
川
に
沿

っ
た
ル
ー
ト
と
な
っ

て
い
ま
す
。
丹
南
地
域
に
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
伝
統

工
芸
口皿
の
越
前
漆
器
、
越
前
和
紙
、
越
前
打
ち
刃
物
な
ど

の
里
や
、
豊
な
自
然
と
調
和
し
た
公
園
や
史
跡
を
結
び
ま

す

(写
真
7
･
8
)。

道イテセ 2006,= “

写真6 河川敷の永平寺自転車道

写真 8 家久園地 (休憩所)



小浜市内の海岸線にて

穴

小
浜
大
飯
高
浜
自
転
車
道

(愛
称
M
若
狭
自
転
車
道
)

写真判 おおい町青戸の入江休憩所

小
浜
市
門
前
に
あ
る
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
明
通
寺
を
起

点
と
し
、
お
お
い
町
を
経
由
し
高
浜
町
事
代
の
城
山
公
園

に
至
る
計
画
延
長
四
0
･
三
皿
の
若
狭
国
定
公
園
内
の
海

岸
線
沿
い
を
走
る
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
小
浜
市
内
に

は
明
通
寺

(写
真
9
)、
国
分
寺
、
羽
賀
寺
な
ど
が
点
在
し

ま
す
。
お
お
い
町
か
ら
高
浜
町
に
か
け
て
は
、
青
戸
の
入
江
、

和
田
海
水
浴
場
、
明
鏡
洞
、
青
葉
山
な
ど
、
観
光
み
ど
こ

ろ
が
満
載
で
す
。
京
都
、
大
阪
か
ら
は
、
日
帰
り
観
光
で

も
十
分
楽
し
め
、
お
す
す
め
で
す

(写
真
髄
i
g
o

七

健
康
長
寿
パ
イ
ス
ク
ル
大
会

平
成
一
七
年
五
月
に
、
｢健
康
長
寿
バ
イ
ス
ク
ル
大
会
｣

が
永
平
寺
福
井
自
転
車
道
、
丹
南
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
レ

ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
ロ
ー
ド
及
び
小
浜
大
飯
高
浜
自
転
車
道

の
三
地
域
の
大
規
模
自
転
車
道
を
利
用
し
、
子
ど
も
か
ら

お
年
寄
り
ま
で
、
各
会
場
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
人
余
り
が
参

加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た

(写
真
13
i
倦
)。

こ
の
う
ち
、
坂
井
･
福
井
会
場
の
ス
タ
ー
ト
地
点
で
あ

る
福
井
県
立
大
学
で
行
わ
れ
た
出
発
式
で
、
西
川
一
誠
福

井
県
知
事
が

｢自
転
車
は
コ
ン
パ
ク
ト
で
安
全
、
環
境
や

健
康
増
進
に
優
れ
た
新
し
い
時
代
の
乗
り
物
｣
と
、
日
常

生
活
で
の
自
転
車
利
用
を
P
R
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
永

平
寺
福
井
自
転
車
道
を
経
て
日
野
川
ス
ウ
ェ
ッ
ジ
ガ
ー
デ

“ 道イテセ 2006.l1

写真9 明通寺

写真10 和田海水浴場と青葉山



　
　

　
　

浮
ぶ

　　
　

　　
　
　

　

　　　
　

　
　　　

ぐ
ち

き
マメ

3

ぬ
き
ふ
き恋
劇

　
　
　

　
　
　

　
　　
　　
　

永平寺福井自転車道 (坂井 福井会場)

ン

(水
処
理
施
設
の
建
物
の
屋
上
を
利
用
し
た
公
園
)
で

折
り
返
す
約
二
〇
如
の
道
の
り
を
、
各
々
の
ペ
ー
ス
で
走

破
し
ま
し
た
。

丹
南
会
場
の
参
加
者
の
中
に
は
、
ス
タ
ー
ト
地
点
ま
で

の
移
動
に
、
福
井
鉄
道
が
用
意
し
た

｢サ
イ
ク
ル
ト
レ
イ

ン
｣
に
自
転
車
を
積
み
込
み
、
利
用
し
た
方
も
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。

八

お
わ
り
に

福
井
県
内
の
大
規
模
自
転
車
道
は
、
憩
い
の
場
と
し
て
、

マ
ラ
ソ
ン
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
多
く
の
県
民
が
利
用
し
て
い

ま
す
。
周
辺
に
観
光
地
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
の
で
、
県
外

か
ら
の
お
客
様
に
も
利
用
を
お
勧
め
し
た
い
施
設
で
す
。

道行セ 2006.11 6

写真15 丹南ふれあいレクリェーションロード (丹南会場)

写真14 小浜大飯高浜自転車道 (嶺南会場)

写真16 サイクルトレイン (丹南会場)



遭
幡
継
施
術
令
の
一部
を

嚢
正
す
る
政
令

霊
園

八
年
政
令
第
三
五
也
号
)
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

よ
り
、
道
路
に
接
す
る
自
転
車
駐
車
場
に
加
え
て
、
道
路

ら
違
法
駐
車
が
発
生
し
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通

上
の
自
転
車
駐
車
場
に
つ
い
て
も
道
路
附
属
物
と
し
て
位

行
の
妨
げ
と
な
り
、
違
法
駐
車
対
策
を
早
急
に
講
じ
る
必

置
付
け
、
道
路
管
理
者
が
当
該
自
転
車
駐
車
場
を
整
備
す

要
が
あ
る
。
ま
た
、
先
般
成
立
し
た
改
正
駐
車
場
法
に
お

る
こ
と
を
可
能
と
し
た
が
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
自
転
車

い
て
、
同
様
の
観
点
か
ら
駐
車
場
法
の
対
象
と
な
る
自
動

駐
車
場
の
整
備
に
は
一
定
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
予
想

車
の
定
義
に
新
た
に
二
輪
自
動
車
を
含
め
る
こ
と
と
さ
れ

さ
れ
、
予
算
上
の
制
約
も
あ
り
、
放
置
自
転
車
問
題
の
早

た
こ
と
や
本
年
六
月
の
改
正
道
路
交
通
法
の
施
行
に
よ
る

期
解
決
を
図
る
も
の
と
し
て
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
自
転

交
通
取
締
り
の
強
化
と
連
携
し
、
駐
車
需
要
の
受
け
皿
と

駐
車
場
の
整
備
に
加
え
、
鉄
道
事
業
者
等
の
道
路
管
理

な
る
駐
車
場
の
積
極
的
な
整
備
が
急
務
で
あ
る
こ
と
も
踏

以
外
の
者
が
自
転
車
の
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
駐
車

ま
え
、
自
転
車
の
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
駐
車
用
器
具

用
器
具
を
設
置
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
こ
れ
を
占
用
物

と
合
わ
せ
て
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
車
輪

=
改
正
の
背
景

1

道
路
の
占
用
の
許
可
に
係
る
工
作
物
、
物
件

又
は
施
設
の
追
加
関
係

内
閣
府
が
、
各
都
道
府
県

(沖
縄
県
を
除
く
。)
の
市
、

東
京
都
特
別
区
及
び
三
大
都
市
圏
(東
京
圏
、
名
古
屋
圏
、

大
阪
圏
)
の
町
村
の
駅
周
辺
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
調

査
結
果

｢駅
周
辺
に
お
け
る
放
置
自
転
車
等
の
実
態
調
査

の
集
計
結
果

(平
成
一
人
年
八
月
)｣
に
よ
る
と
、
平
成

一
七
年
に
お
け
る
、
駅
周
辺
の
放
置
自
転
車
台
数
は
約
三

八
万
七
、
0
0
0
台
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
道
路
上
に
お

け
る
放
置
自
転
車
が
歩
行
者
や
車
い
す
等
の
安
全
で
円
滑

な
通
行
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
放
置
自
転
車
対
策

は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
一
七
年
の
道
路
法
施
行
令
の
改
正
に

置
付
け
、
道
路
管
理
者
が
当
該
自
転
車
駐
車
場
を
整
備
す

る
こ
と
を
可
能
と
し
た
が
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
自
転
車

駐
車
場
の
整
備
に
は
一
定
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
、
予
算
上
の
制
約
も
あ
り
、
放
置
自
転
車
問
題
の
早

期
解
決
を
図
る
も
の
と
し
て
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
自
転

車
駐
車
場
の
整
備
に
加
え
、
鉄
道
事
業
者
等
の
道
路
管
理

者
以
外
の
者
が
自
転
車
の
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
駐
車

用
器
具
を
設
置
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
こ
れ
を
占
用
物

件
に
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
二
輪
自
動
車
に
つ
い
て
も
近
年
、
A
T
限
定
の

二
輪
自
動
車
免
許
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
や
高
速
道
路
の
二

人
乗
り
が
許
容
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
二
輪
自
動
車
の
普

及
が
進
ん
で
い
る
。
一
方
、
そ
の
駐
車
場
の
不
足
な
ど
か

止
め
装
置
そ
の
他
の
駐
車
用
器
具
も
占
用
物
件
と
し
て
追

狙

加
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
ぉ
･

マ洋
三
牟
度
章
成
毛
年度
構
造
改
革
特
区

律

(第
六
次
提
案
、
第
八
次
提
案
)
に
お
い
て
、
一
定
の
占
用

道

主
体
に
よ
る
歩
道
上
へ
の
自
転
車
駐
車
場
の
占
用
を
可
能
と

灼



す
る
旨
の
要
望
が
N
P
O
よ
り
な
さ
れ
、
国
土
交
通
省
に
お

を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
交
差
古
坐
寸付
近
に
お
い
て

成
一
八
年
九
月
一
五
日
)
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
。

い
て
検
討
し
た
結
果
、
放
置
自
転
車
台
数
を
減
少
さ
せ
る
こ

歩
行
者
用
の
標
識
を
複
数
設
置
す
る
必
要
が
あ
り
、

と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
放
置
自
転
車
の
減
少
に
よ

り
歩
行
者
等
の
通
行
を
円
滑
に
す
る
効
果
も
期
待
で
き
る
こ

と
か
ら
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
旨
が

｢規
制
改
革
･
民
間
開

放
推
進
三
か
年
計
画

(再
改
定
)｣
(平
成
一
人
年
三
月
三
一

日
閣
議
決
定
)
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2

交
差
点
等
の
地
上
に
設
け
る
工
作
物
、
物
件

又
は
施
設
の
場
所
の
基
準
の
緩
和
関
係

改
正
前
の
道
路
法
施
行
令
第
一
0
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
｢道
路
が
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場

所
｣
(以
下

｢交
差
点
等
｣
と
い
う
。)
の
地
上
に
は
、
電

線
及
び
電
柱
を
除
き
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

(以
下

｢工
作
物
等
｣
と
い
う
。)
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
が
、
工
作
物
等
の
種
類
や
形
状
に
よ
っ
て
は
、
交

差
点
等
に
設
け
る
こ
と
が
必
ず
し
も
道
路
の
構
造
又
は
交

通
に
著
し
い
支
障
を
与
え
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
や
そ
の

設
置
に
よ
っ
て
、
道
路
利
用
者
の
利
便
に
資
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
交
差
古
坐
寸
に
お
け
る
歩
行
者
を
目
的
地
に
円

滑
に
誘
導
す
る
た
め
の
標
識
(以
下
｢歩
行
者
用
の
標
識
｣

と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、

①

歩
行
者
用
の
標
識
は
、
交
差
点
等
に
お
け
る
歩
行

者
の
滞
留
を
減
少
さ
せ
る
な
ど
、
交
通
の
安
全
と
円

滑
に
資
す
る
効
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
。

②

交
差
点
等
に
お
い
て
、
歩
行
者
用
の
標
識
の
占
用

歩
行
者
用
の
標
識
を
複
数
設
置
す
る
必
要
が
あ
り
、

か
え
っ
て
交
差
点
等
付
近
に
お
け
る
一
般
交
通
の
通

行
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

③

道
路
管
理
者
が
設
置
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て

は
、交
差
点
等
に
お
け
る
設
置
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

な
ど
の
理
由
か
ら
、
占
用
を
認
め
る
方
が
望
ま
し
い
場
合

も
あ
る
。

ま
た
、
ア
ー
ケ
ー
ド
に
つ
い
て
も
、
設
置
に
伴
い
バ
リ

ア
フ
リ
ー
や
回
遊
性
が
向
上
す
る
な
ど
に
よ
り
、
道
路
利

用
者
の
利
便
が
図
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
道
路
標
識
や

信
号
機
等
の
視
認
性
が
確
保
さ
れ
る
な
ど
一
定
の
要
件
の

下
、
占
用
を
認
め
る
方
が
望
ま
し
い
場
合
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
当
該
工
作
物
等
の
種
類
や
道
路
の
構
造
か
ら

み
て
道
路
の
構
造
、
交
通
へ
の
支
障
が
な
い
も
の
に
つ
い

て
、
交
差
古
坐
寸
に
お
け
る
占
用
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
平
成
一
八
年
度
構
造
改
革
特
区

(第
九
次
提
案
)

に
お
い
て
、
交
差
点
等
の
地
上
に
お
け
る
ア
ー
ケ
ー
ド
の
占

用
を
可
能
と
す
る
旨
の
要
望
が
な
さ
れ
、
交
差
点
の
状
況
や

設
置
方
法
に
よ
り
、
必
ず
し
も
道
路
管
理
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
車
道
で
分
断
さ
れ
て
い
る
街
区

を
ア
ー
ケ
ー
ド
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
商
店
街
の
回
遊
性

を
高
め
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
促
進
す
る
効
果
も
期
待

で
き
る
こ
と
か
ら
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
交
通
安
全
上

支
障
の
な
い
場
合
に
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が

｢構
造
改
革

特
区
の
第
九
次
提
案
等
に
対
す
る
政
府
の
対
応
方
針
｣
(平

二

改
正
の
概
要

1

道
路
の
占
用
の
許
可
に
係
る
工
作
物
、
物
件

又
は
施
設
の
追
加
関
係

印

道
路
の
占
用
の
許
可
に
係
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施

設
の
追
加

(第
七
条
第
八
号
関
係
)

道
路
の
占
用
の
許
可
に
係
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

と
し
て

｢道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
自
転
車
、
原

動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必

要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
｣
を
追
加
。

②

自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐

車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
の
追
加

(第
一
一
条
の

七
及
び
第
一
一条
の
八
関
係
)

①

道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
自
転
車
を
駐
車

さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に

も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

イ

車
道
又
は
分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分
に
設
け
な
い
こ
と
。

ロ

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を
除
き
、道
路
の
交
差
し
、

接
続
し
又
は
屈
曲
す
る
部
分
以
外
の
道
路
の
部
分

に
設
け
る
こ
と
o

ハ

道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通

道行セ 2006.1l !7



に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を

除
き
、当
該
器
具
を
駐
車
の
用
に
供
し
た
と
き
に
、

自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
道
路
構
造
令
に
規
定

す
る
幅
員
を
確
保
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
が

四

･
五

m
(歩
道
上
に
あ
っ
て
は
、
二
･
五
m
)

以
上
で
あ
る
こ
と
o

ホ

特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て

は
、
連
結
路
及
び
連
結
路
に
よ
り
連
結
さ
れ
る
道

路
の
見
通
し
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
場
所
で
あ
る

こ
シ
ー0

②

道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
原
動
機
付
自
転

車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車

輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す

る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

イ

車
道
又
は
分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分
に
設
け
な
い
こ
と
。

ロ

車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
内
の
車
道
に
近
接
す

る
部
分
に
設
け
る
こ
と
o

ハ

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を
除
き
、道
路
の
交
差
し
、

接
続
し
又
は
屈
曲
す
る
部
分
以
外
の
道
路
の
部
分

に
設
け
る
こ
と
o

ニ

道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通

に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を

除
き
、当
該
器
具
を
駐
車
の
用
に
供
し
た
と
き
に
、

自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

部
分
の
幅
員
が
道
路
構
造
令
に
規
定
す
る
幅
員
を

確
保
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
が

四
.
五
m
(歩
道
上
に
あ
っ
て
は
、
二
･
五
m
)

以
上
で
あ
る
こ
と
o

へ

特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て

は
、
連
結
路
及
び
連
結
路
に
よ
り
連
結
さ
れ
る
道

路
の
見
通
し
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
場
所
で
あ
る

こ
、と
0

③

自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐

車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

に
つ
い
て
の

一
般
国
道
の
指
定
区
間
内
に
お
け
る
占
用

料
の
額
の
基
準
の
追
加

(別
表
関
係
)

自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
三
輪
自
動
車
を
駐
車

さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
に
つ

い
て
の
一
般
国
道
の
指
定
区
間
内
に
お
け
る
占
用
料
の
額

は
、
占
用
面
積
一
鯖
一
年
に
つ
き
近
傍
類
似
の
土
地
の
時

価
に
0

･
0

一
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2

交
差
点
等
の
地
上
に
設
け
る
工
作
物
、
物
件

又
は
施
設
の
場
所
の
基
準
の
緩
和
関
係

道
路
の
占
用
の
許
可
に
係
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

鬮
窄

も

覊嚢

　
　《報

告
尖

の
種
類
又
は
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著

し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
道
路
が

交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場
所
の
地
上
に
つ
い

て
、
当
該
工
作
物
等
の
占
用
を
認
め
る
こ
と

(第
一
〇
条

第
一
号
ハ
関
係
)。

三

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理

今
般
の
改
正
に
併
せ
て
、
関
係
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
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図 車輪止め装置を設置し、駐輪場を整備するイメージ



改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

る
こ
と
に
な
る
。

四

施
行
期
日
に
つ
い
て

今
般
の
道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
り
、
道
路
法
施
行

令
第
七
条
第
八
号
に
占
用
物
件
と
し
て
新
た
に
自
転
車
等

駐
車
用
器
具
が
追
加
さ
れ
、
そ
の
占
用
料
と
し
て
道
路
法

施
行
令
の
別
表
に
当
該
駐
車
用
器
具
の
項
目
が
設
け
ら
れ

道
路
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
三
九
条
の
規

定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
を
除
き
地
方
公
共
団
体
の

条
例
で
定
め
ら
れ
、
地
方
公
共
団
体
が
当
該
の
条
例
を
定

め
る
に
あ
た
り
、
そ
の
占
用
料
に
つ
い
て
当
該
駐
車
用
器

具
の
項
目
を
設
け
る
一
定
の
準
備
期
間
が
必
要
で
あ
る
と

と
も
に
、
当
該
改
正
に
か
か
る
一
定
の
周
知
期
間
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら

｢平
成
一
九
年
一
月
四
日
｣
か
ら
施
行

す
る
。

五

運
用
に
つ
い
て

占
用
主
体
、
基
準
の
細
目
等
の
運
用
上
必
要
と
な
る
項

目
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
知
を
発
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
の
詳
細
は
次
号
に
掲
載
予
定
。

道イテセ 2006.

道
路
法
施
行
令
の
一部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文
か
ら
関
係
部
分
を
抜
粋

(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

案

現

行

(道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
等
)

第
七
条

法
第
三
十
二
条
第

一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は

施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
･
二

(略
)

　
　　

三

土
石
、
竹
木
、
瓦
そ
の
他
の
工
事
用
材
料

四
$
七

(略
)

八

道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
自
転
車

(側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
)
、
道
路
運
送
車
両
法

(昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号

)
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車

(側
車
付
き
の
も
の
を
除

く
。
以
下
単
に

｢原
動
機
付
自
転
車
｣
と
い
う
。
)
又
は
同
法
第
三
条
に
規

定
す
る
小
型
自
動
車
若
し
く
は
軽
自
動
車
で
二
輪
の
も
の

(い
ず
れ
も
側
車

付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下

『二
輪
自
動
車
｣
と
い
う
。
)
を
駐
車
さ
せ
る

た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

(第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
に
設

(道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
等
)

第
七
条

法
第
三
十
二
条
第

一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、

物
件
又
は
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
･
二

(略
)

三

土
石
、
竹
木
、
瓦
そ
の
他
の
工
事
用
材
料

四
5
七

(略
)



け
る
も
の
を
除
く
。
)

九

法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用

道
路
の
連
結
路
附
属
地

(以
下

｢特
定
連
結
路
附
属
地
｣
と
い
う
。
)
に
設

け
る
食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

(次
号
に
掲
げ

る
施
設
を
除
く
。
)
で
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る

も
の

十

(略
)

(
一
般
工
作
物
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
)

第
十
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

(電
柱
、
電
線
、
公
衆
電
話
所
、

水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
、
石
油
管
、
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築

物
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
器
具
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢
一
般
工
作
物
等
｣
と
い
う
。
)
に
関
す
る
法
第
三
十

三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
般
工
作
物
等

(鉄
道
の
軌
道
敷
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
)
を
地
上

(ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
の
道
路
が
な
い

区
域
の
地
上
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第

一

号
、
第
十
一
条
の
三
第

一
項
第
一
号
及
び
第
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
)
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所

(特
定
連
結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
口
及
び
ハ
の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
)
で
あ
る
こ
と
。

イ

一
般
工
作
物
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
。

　
　
　

人

法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用

道
路
の
連
結
路
附
属
地

(第
十
四
条
の
二
に
お
い
て
単
に

｢連
結
路
附
属
地

｣
と
い
う
。
)
に
設
け
る
食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

施
設

(次
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
)
で
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行
者
の
利

便
の
増
進
に
資
す
る
も
の

九

(略
)

(占
用
の
場
所
)

第
十
条

占
用
物
件

(電
柱
、
電
線
、
公
衆
電
話
所
、
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す

る
仮
設
店
舗
そ
の
他
の
仮
設
建
築
物
及
び
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
施
設
を
除

く
。
以
下
こ
の
頃
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　　　　　　　　　

　　　　

ー

占
用
物
件
の
地
面
に
接
す
る
部
分
の
位
置
は
、
法
面
、
側
こ
う
上
若
し
く

は
路
端
寄
り
又
は
歩
道

(自
転
車
歩
行
者
道
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
)
内
の
車
道

(自
転
車
道
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ

。
)
寄
り
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
占
用
物
件
の
種
類
又
は
道
路
の
構
造
に

よ
り
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
限

り
、
分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ーノ

二

地
面
に
接
し
な
い
で
設
け
ら
れ
る
占
用
物
件

(法
敷
、
側
こ
う
、
路
端
寄

り
又
は
歩
道
内
の
車
道
寄
り

(以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢法
数
等
｣
と
い
う

。
)
の
上
空
に
あ
る
占
用
物
件
又
は
そ
の
部
分
を
除
く
。
)
の
最
下
部
又
は

　
　　

地
面
に
接
し
て
設
け
ら
れ
る
占
用
物
件
の
地
面
に
接
し
な
い
部
分

(法
数
等

の
上
空
に
あ
る
部
分
を
除
く
。
)
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
は
、
四
･
五
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②

側
溝
上
の
部
分

③
路
端
に
近
接
す
る
部
分

④
歩
道

(自
転
車
歩
行
者
道
を
含
む
。
第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
二
号

を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
)
内
の
車
道

(自
転
車
道
を

含
む
。
第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
一
条
の
人
第
一
項
第

一
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
草
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
近
接
す
る
部
分

⑤

一
般
工
作
物
等
の
種
類
又
は
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又

は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分

ロ

一
般
工
作
物
等
の
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分

(法
敷
、
側
溝
、

路
端
に
近
接
す
る
部
分
、
歩
道
内
の
車
道
に
近
接
す
る
部
分
又
は
分
離
帯

、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分
の
上
空
に
あ
る
部

分
を
除
く
。
)
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距

離
が
四
･
五
メ
ー
ト
ル

(歩
道
上
に
あ
っ
て
は
、
二
･
五
メ
ー
ト
ル
)
以

上
で
あ
る
こ
と
o

ハ

一
般
工
作
物
等
の
種
類
又
は
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は

し
い
支
眩
を
及
“

お
そ
れ
の
な
い
場
合
を
除
き
、

差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
以
外
の
道
路
の
部
分
で
あ
る
こ
と

o

二

一
艘
工
作
物
等
を
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も

適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
o

ば
掘
削
し
、
又
は
他
の
占
用
物
件
と
錨
そ
う
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
所
で

イ

一
般
工
作
物
等
の
種
類
又
は
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
、
路
面
を
し
ば
し

あ
る
こ
と
。

ロ

保
安
上
又
は
工
事
実
施
上
の
支
障
の
な
い
限
り
、
他
の
占
用
物
件
に
接

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
歩
道
を
有
す
る
道
路
の
歩
道
上
に

お
い
て
は
、
二
･
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
が
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場
所
の
地
上
に
は
、
占
用
物
件

を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
線
及
び
電
柱
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

3

占
用
物
件
を
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
占
用
の
場
所
は
、
路
面
を
し
ば
し
ば
楓
さ
く
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
計
画
さ
れ
、
且
つ
、
当
該
占
用
物
件
が
他
の
占
用
物
件
と
錨
そ
う
す
る
賞

の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

占
用
物
件
は
、
工
事
実
施
上
又
は
保
安
上
支
障
の
な
い
限
り
、
相
互
に
接

近
し
て
い
る
こ
と
o

三

占
用
物
件
は
、
地
面
又
は
地
面
に
あ
る
占
用
物
件
に
支
障
の
な
い
限
り
、

地
面
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
。
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近
し
て
い
る
こ
と
o

ハ

道
路
の
構
造
又
は
地
上
に
あ
る
占
用
物
件
に
支
障
の
な
い
限
り
、
当
該

一
般
工
作
物
等
の
頂
部
が
地
面
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
。

三

一
般
工
作
物
等
を
ト
ン
ネ
ル
の
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ト
ン
ネ

ル
の
構
造
の
保
全
文
は
ト
ン
ネ
ル
の
換
気
若
し
く
は
採
光
に
支
障
の
な
い
場

所
で
あ
る
こ
と
o

四

一
般
工
作
物
等
を
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、

高
架
の
道
路
の
構
造
の
保
全
に
支
障
の
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

五

一
般
工
作
物
等
を
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
連

結
路
及
び
連
結
路
に
よ
り
連
結
さ
れ
る
道
路
の
見
通
し
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な

い
場
所
で
あ
る
こ
と
o

(自
転
車
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
)

第
十
一
条
の
七

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第

七
条
第
八
号
に
規
定
す
る
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置

そ
の
他
の
器
具

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢自
転
車
駐
車
器
具
｣
と
い
う
。
)

に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に

も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

車
道
以
外
の
道
路
の
部
分

(分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
道
路
の
部
分
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
で
あ

る
こ
と
0

二

法
面
若
し
く
は
側
溝
上
の
部
分
又
は
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
若
し

く
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の

構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
自
転
車
駐
車
器

具
を
自
転
車
の
駐
車
の
用
に
供
し
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
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道イテセ 2006.

る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
道
路
構
造
令

(昭
和
四
十
五

年
政
令
第
三
百
二
十
号
)
第
十
条
第
三
項
本
文
、
第
十
条
の
二
第
二
項
又
は

第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

2

第
十
条
第

一
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
自
転
車
駐
車
器
具
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中

｢地
上

｣̂
と
あ
る
の
は

｢地

面

(｣
と
、

｢地
上
を
｣
と
あ
る
の
は

｢地
面
を
｣
と
、

｢次
の
い
ず
れ
に
も

適
合
す
る
場
所

(特
定
連
結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ロ
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
)
｣
と
あ
る
の
は

｢
口
及
び
ハ
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
)

第
十
一
条
の
人

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第

七
条
第
八
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
又
は
三
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る

た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢原
動

機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
｣
と
い
う
。
)
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の

政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

一

車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
内
の
車
道
に
近
接
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
。

二

道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場

合
を
除
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
を
原
動
機
付
自
転
車
又
は

二
輪
自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
し
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
幅
員
が
道
路
構
造
令
第
十
条
第
三
項
本
文
、
第
十

条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

2

第
十
条
第
…
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
に
一

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中

｢地
上

(｣
と
あ
一



る
の
は

｢地
面

(｣
と
、

｢地
上
を
｣
と
あ
る
の
は

｢地
面
を
｣
と
、

｢次
の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所

〈特
定
連
結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
口
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
)
｣
と
あ
る
の
は

｢
口

及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(道
路
の
占
用
に
関
す
る
規
定
の
道
路
予
定
区
域
に
つ
い
て
の
準
用
)

第
十
九
条
の
四

第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
道
路
予
定
区
域
に
法
第
三

十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
、
継
続
し
て

道
路
予
定
区
域
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

略̂
)

占

用

物

件

(略
)

単
位

占

用

料

甲
地

所

在

地

乙
地

丙
地

別
表

(第
十
九
条
の
二
関
係
)

別
表

(第
十
九
条
関
係
)

(略
)

占

用

物

件

(略
)

単
位

占

用

料

甲
地

所

在

地

乙
地

丙
地

占
用
面
積

一
平
方
メ

第
七
条
第
八
号
に
掲
げ
る
器
具

A
に
○
･
0
一
人
を
乗
じ
て

得
た
額

ー
ト
ル
に

つ
き
一
年
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一
;
六

(略
)

七

A
は
、
近
傍
類
似
の
土
地

(第
七
条
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る

施
設
に
つ
い
て
近
傍
に
類
似
の
土
地
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
立
地
条

件
、
収
益
性
等
土
地
価
格
形
成
上
の
諸
要
素
が
類
似
し
た
土
地
)
の
時

価
を
表
す
も
の
と
す
る
。

八
･
九

(略
)

一
5
六

(略
)

七

A
は
、
近
傍
類
似
の
土
地

(第
七
条
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ

る
施
設
に
つ
い
て
近
傍
に
類
似
の
土
地
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
立

地
条
件
、
収
益
性
等
土
地
価
格
形
成
上
の
諸
要
素
が
類
似
し
た
土
地

)
の
時
価
を
表
す
も
の
と
す
る
。

人
･
九

(略
)
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曲
遵
幽
醐
嘩
圓
遭
港
施
行
令
の
一部
を

喚
並
す
る
轢
令

傘
成
一八
年
政
令
第
三
五
八
号
)
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

E
改
正
の
背
景

高
速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
み
る
と
、
利
用
台
数
は
、

東
名
高
速
道
路
が
開
通
し
た
昭
和
四
四
年
に
は
、
全
体
で

年
間
九
、
六
〇
〇
万
台
だ
っ
た
の
が
、
平
成
一
七
年
度
に

は
、
一
五
億
六
、
0
0
0
万
台
と
飛
躍
的
に
伸
び
て
お
り
、

国
民
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
広
域
化
に
資
す
る
と
と
も
に
、
物

流
の
基
幹
的
役
割
も
果
た
す
な
ど
、
国
民
生
活
の
向
上
に

大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
高
速
自
動
車
国
道
に
お
け

る
平
均
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
間
隔
は
約
一
0
m
と
、
欧
米

諸
国
の
I
C
間
隔
の
約
四
~
五
臘
に
比
べ
約
二
倍
と
長

く
、
ま
た
、
高
速
道
路
が
通
過
す
る
市
町
村
の
う
ち
、
約

三
割
の
市
町
村
に
お
い
て
は
I
C
が
設
置
さ
れ
て
お
ら

ず
、
通
過
す
る
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
高
速
道
路
利
用
の

潜
在
的
需
要
が
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
速
自
動
車

国
道
が
十
分
に
活
か
し
き
れ
て
い
な
い
地
域
が
存
在
し
て

い
る
。

こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
高
速
自
動
車
国
道
に
併
走
し

た
一
般
道
路
の
渋
滞
問
題
や
地
域
活
性
化
の
観
点
か
ら
実

施
さ
れ
る
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
時
の
混
雑
な
ど
様
々
な
社
会

問
題
が
顕
在
化
し
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
積

極
的
な
高
速
自
動
車
国
道
の
利
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

二

改
正
の
概
要

上
記
の
背
景
を
踏
ま
え
、
高
速
自
動
車
国
道
に
連
結
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て

｢道
路

(高
速
自
動
車

国
道
を
除
く
。)
と
当
該
高
速
自
動
車
国
道
と
を
連
絡
す

る
公
共
用
通
路
で
あ
っ
て
、
そ
の
公
共
用
通
路
に
代
わ
る

べ
き
適
当
な
道
路
が
な
い
も
の
｣
を
高
速
自
動
車
国
道
法

施
行
令

(昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
〇
五
号
。
以
下
｢令
｣

と
い
う
。)
第
五
条
に
新
た
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
す
る
。

亘

改
正
の
必
要
性

高
速
自
動
車
国
道
の
一
層
の
積
極
的
な
利
用
を
可
能
と

す
る
た
め
に
は
、
一
般
国
道
や
地
方
道
か
ら
高
速
自
動
車

国
道
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
利
便
性
の
向
上
が
必
要
で
あ
る

狙

が
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
は
追
加
的
な
連
結
路

(イ

2

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
)
の
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る
。

セ行

現
在
、
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
が
可
能
と
な
る
施
設

道

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
道
路
、
②
一
般
自
動
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車
道

(高
速
自
動
車
国
道
法

(昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七

十
九
号
。
以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
第
十
一
条
第
一
号
)、

③
高
速
自
動
車
国
道
の
利
便
増
進
施
設

(法
第
十
一
条
第

二
項
)
、
④
③
と
高
速
自
動
車
国
道
を
連
絡
す
る
通
路

(法
第
十
一
条
第
三
号
)
、
⑤
飛
行
場
内
の
公
共
用
通
路

公
巾
第
五
条
)
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
国

道
や
地
方
道
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
改
善
の
た
め
に
は
、
道

路
法
に
よ
る
道
路
を
延
長
し
、
連
結
す
る
こ
と
と
す
る
必

要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
域
の
状
況
に
よ
っ
て
は
長
距
離
の

区
間
の
道
路
を
新
た
に
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
ア
ク
セ
ス
の
改
善
が
実
現
す
る

ま
で
多
額
の
費
用
と
期
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
方
、
S
A
･
P
A
の
中
に
は
、
高
速
自
動
車
国
道
と

併
走
す
る
一
般
自
動
車
道
と
連
絡
す
る
既
存
の
管
理
用
通

路

(高
速
道
路
株
式
会
社
の
施
設
で
あ
っ
て
道
路
等
と
会

社
の
施
設
と
連
結
し
て
い
る
も
の
)
が
存
在
し
て
お
り
、

当
該
通
路
を
延
長
し
、
高
速
自
動
車
国
道
と
連
絡
す
る
こ

と
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が

可
能
な
箇
所
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
と
な
れ
ば
、
少
な
い
コ
ス
ト

で
短
期
間
に
高
速
自
動
車
国
道
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
改
善
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
の
た
め
、

①

国
、
地
方
公
共
団
体
等
が
直
接
一
般
公
衆
の
共

同
使
用
に
供
す
る
通
路
と
し
て
の

｢公
共
用
通
路
｣

(
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
)

第
五
条

法
第
十
一条
第
一号
の
政
令
で
定
め
る
一般
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路

そ
の
他
の
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
道
驚
か“
1
l
幹
.｣
自
覚
を
除
く
。
)
と
当
該
善
玉
ヨ
劫
軍
日
進
と
を
連

絡
す
る
公
共
用
通
路
で
あ
っ
て
、
そ
の
公
袋
井
巡
拝
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な

道
路
が
な
い
も
の

二

飛
行
場
内
の
公
共
用
通
路 改

正

案

(
一般
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
)

第
五
条

法
第
十
一条
第
一号
の
政
令
で
定
め
る
一般
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路

そ
の
他
の
施
設
は
、
飛
行
場
内
の
公
共
用
通
路
と
す
る
。

現

行

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令

(昭
和
三
十
二
年
政
令
二
百
五
号
)

(沙
)

で
あ
り
、

②

一
般
国
道
や
地
方
道
と
の
ア
ク
セ
ス
を
改
善
す

る
た
め
の
も
の
と
し
て

｢道
路

(高
速
自
動
車
国
道

を
除
く
。)
と
当
該
高
速
自
動
車
国
道
と
を
連
絡
す

る
｣
公
共
用
通
路
で
あ
っ
て
、

③

本
来
、
道
路
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
道
路

に
よ
り
構
成
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
当
該
連
結
さ
せ
る
箇
所
に
公
共
用
通
路
以

外
に
道
路
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
連
結
さ
せ
れ

ば
足
り
る
こ
と
か
ら
、
｢当
該
公
共
用
通
路
と
代
わ

る
べ
き
適
当
な
道
路
が
な
い
公
共
用
通
路
｣

に
限
っ
て
連
結
対
象
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

四

施
行
期
日

今
回
の
改
正
政
令
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日

(平
成
一

八
年
一
一
月
一
五
日
)
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

高速自動車国道本線

図
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追加された ｢公共用通路｣



遭
幡
管
理
職
疵
実
態
調
査
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦

圓

ぼ
じ
め
に

道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
は
、
調
査
の
開
始
時
期
は
不

明
で
あ
る
が
、
道
路
の
種
別
毎
の
管
理
瑕
疵
実
態
及
び
道

路
管
理
関
係
訴
訟
の
判
決
等
を
把
握
し
、
こ
れ
ら
を
広
く

道
路
管
理
者
に
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
道
路
管
理
者

に
お
い
て
、
今
後
の
道
路
管
理
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
等

の
検
討
に
資
し
、
も
っ
て
、
各
道
路
の
構
造
の
保
全
又
は

交
通
の
危
険
防
止
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
毎
年
、
全
国
の
各
道

路
管
理
者

(道
路
管
理
部
局
)
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
各

道
路
管
理
者
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
デ
ー
タ
等
を
当
課

に
お
い
て
一
月
頃
に
取
り
ま
と
め
、
二
月
頃
各
道
路
管
理

者
に
配
布
し
て
い
る
。

平
成
一
六
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査

(｢以
下

｢平
成
一
六
年
度
調
査
｣
と
い
う
。)
は
、
本
年
一
月
に
取

り
ま
と
め
、
二
月
に
配
布
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿

に
お
い
て
、
そ
の
概
要
と
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

二

調
費
結
果
の
概
要
と
ポ
イ
ン
ト

道
路
の
管
理
瑕
疵
に
よ
り
、
賠
償
し
た
事
案
の
件
数
及

び
金
額
に
つ
い
て
、
平
成
一
二
年
度
か
ら
一
六
年
度
ま
で

の
五
ヵ
年
を
主
に
訴
訟
等
と
示
談
に
分
類
し
集
計
し
た
も

の
が

｢総
括
表
｣
(表
1
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
故
態

様
分
類
別

(道
路
管
理
者
別
)
表
2
ー
ー
か
ら
表
2
ー
8

ま
で
を
総
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
1
中
、
｢判
決
等
｣
と
は
、
判
決
の
ほ
か
、
裁
判
上

の
和
解
、
調
停
に
よ
る
解
決
を
含
む
概
念
と
し
て
整
理
し

た
も
の
で
あ
り
、
｢示
談
｣
と
は
、
道
路
管
理
者
と
被
害

者
等
の
間
の
民
事
上
の
和
解
に
よ
る
解
決
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
表
で
は
、
賠
償
金
を
支
払
う
管
理
瑕
疵
事
案
の

中
で
も
、
訴
訟
等
に
よ
る
解
決
は
少
な
く
殆
ど
が
示
談
に

よ
る
解
決
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
特
に
、
地
方
公
共
団

体
が
管
理
す
る
道
路
で
は
、
そ
の
状
況
は
顕
著
で
あ
る
。

表
2
ー
ー
以
降
の
調
査
結
果
の
把
握
の
前
提
と
な
る
事

故
態
様
の
分
類
方
法
は

｢事
故
分
類
表
に
つ
い
て
｣
に
掲

げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
表
1
の
総
括
表
は
、
国
管
理
(い
わ
ゆ
る
直
轄
)、

公
団
、
公
社
、
地
方
公
共
団
体

(都
道
府
県
、
指
定
市
、

市
、
町
村
)
の
分
類
に
よ
る
統
計
で
あ
る
。

1

国
が
管
理
す
る
一
般
国
道

(表
2
ー
2
)
(図
2
)

い
わ
ゆ
る
直
轄
管
理
道
路

(指
定
区
間
道
路
)
で
は
、

｢穴
ぼ
こ
｣
が
最
も
多
く
、
次
い
で
平
成
一
三
年
を
ピ
ー

ク
に
減
少
傾
向
は
示
し
て
い
る
も
の
の
、
｢落
下
物
｣
を
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瑕
疵
原
因
と
す
る
事
故
が
多
い
。以
下
｢安
全
施
設
不
備
｣
、

｢落
石
｣
、
｢蓋
不
全
｣
、
｢段
差
｣、
が
そ
れ
に
続
く
と
い
う

傾
向
が
窺
え
る
。
特
に

｢蓋
不
全
｣
は
平
成
一
五
年
度
ま

で
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

一
六
年
度
は
減
少
し
た
。

｢路
上
障
害
物
｣
は
、
毎
年
一
〇
件
前
後
で
ほ
と
ん
ど
増

減
が
見
ら
れ
な
い
状
況
で
推
移
し
て
い
る
が
、
エ
ハ年
度

は
若
干
減
少
し
た
。

2

公
団
が
管
理
す
る
高
速
自
動
車
国
道

又
は
一
般
有
料
道
路

(表
2
ー
3
)
(図
3
)

高
速
自
動
車
国
道
又
は
一
般
有
料
道
路
で
は
、
｢そ
の

他
｣
が
平
成
一
四
年
度
を
ピ
ー
ク
に
エ
ハ
年
は
減
少
し
て

い
る
も
の
の
依
然
と
し
て
最
も
多
い
傾
向
が
顕
著
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
料
金
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
開
閉
バ
ー
の

故
障
等
に
起
因
す
る
事
故
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
近
年
の
E

T
C
の
普
及
等
に
伴
い
新
た
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
が
、
そ
の
後
の
対
策
に
よ
り
件
数
が
減
少
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
｢穴
ぼ
こ
｣
、
｢路
上
障
害

物
｣
、
｢落
下
物
｣
は
、
こ
の

｢そ
の
他
｣
に
比
べ
顕
著
で

は
な
い
も
の
の
、
概
ね
増
加
傾
向
に
あ
り
、
表
の
単
位
目

盛
の
設
定
を
轡
酌
し
、
一
般
国
道
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、

依
然
と
し
て
、
道
路
本
体
の
構
造
上
の
瑕
疵
と
し
て
は
最

も
多
い
事
故
原
因
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

3

公
社
が
管
理
す
る
【般
有
料
道
路

(表
2
ー
4
)
(図
4
)

都
道
府
県
道
路
公
社
が
管
理
す
る
一
般
有
料
道
路
で

は
、
総
じ
て
、
そ
の
年
に
よ
り
、
事
故
態
様
が
大
き
く
変

動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
｢公
社
｣
は
全
国
の
地

方
公
共
団
体
の
公
社
全
て
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
各
公
社
が
管
理
す
る
道
路
の
地
理
的
特
性
等
の
場

所
的
環
境
や
利
用
実
態
等
を
分
析
し
な
い
と
傾
向
に
つ
い

て
何
と
も
言
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
た
だ
し
、
全
体
を
通

じ
て
、
｢落
下
物
｣
、
｢落
石
｣
、
｢路
上
障
害
物
｣
が
上
位

を
占
め
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

4

地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
一
般
国
道
、
都
道
府
県

道
及
び
市
町
村
道

(表
2
ー
5
)
(図
5
)

地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
道
路
で
は
、
表
2
ー
6
以

下
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
が
窺
え
る
が
、
｢穴
ぼ
こ
｣
と

｢蓋
不
全
｣
の
上
位
二
つ
が
不
動
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体
の
管
理
す
る
道
路
の
中
で
も
、
異
な
る
特

徴
を
見
せ
る
の
が
、
都
道
府
県
が
管
理
す
る
一
般
国
道

･

都
道
府
県
道

(図
6
)
で
あ
り
、
｢落
石
｣
が
全
体
で
年

間
三
〇
〇
件
を
超
す
状
況
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

都
道
府
県
が
管
理
す
る
各
道
路
の
地
理
的
特
性
な
ど
の
場

所
的
環
境
に
も
大
き
な
原
因
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
o
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事故態様別分類について

衾彎 事故の概要 内 容

J11▲ 穴ぼこ 節節穴ぼこに起因する事故,
獄道路上の穴ぼこ、走行に伴う道路の陥没

2 段 差 道路の段差に起因する事故

3 蓋不全

側溝、マンホール、排水口、通風口等の蓋、グレーヅング等に
起因する事故,
‘対側溝の蓋損壊、不存在、鉄板と路面との段差、グレーシン
グの巻き込み、支持部分の欠損による蓋部分の陥没

4 スリツフ
路面凍結、流出土砂、排水施設の不全等に起因するスリップ,
例:凍結によるスリップ、路面刀くに起因するスリップ、鉄蓋上
のスリップ

5 道路崩壊1 道路の陥没、路肩崩壊等のため満了車両が勘トに転落する事
故,

6 道路崩壊2 道路の崩壊した土砂が沿道の家屋、田畑等に損害を与えた場

7 落 石
落石、崩上に起因する事故,
‘列:道路区域外から道路上への落石･崩士道路区域内緬か
らの落石-騎士

8 路上障害物

路上放置物、路上落下物 (落石･崩上を除く)、道路の通行-
通過の際の障害物放置に起因する事故,
例!放置車両･走行車両からの落下物、工事こ際しての土砂放
置･倒木･歩道上の雑草繁茂

分類
番号

事件の概要 内 容

9 工事不全

道路工事中の通行車両等に対する安全確保の方法力悪かったた
めに発生した事故,
‘列:工事中、工事箇所等を標示する標識等の不備、保安施設の
損壊 (工事中の段差、穴ぼこに起因する場合は工事れの安全確
保が悪かったものとしてこの分頼に入れる)

1 0 安全施設不備

ガードレール、標識等の安全施設の不備に起因する事故, (交
通安全施設国法道路構造令第31発こ規定するものをいう. )
師鼻桐、ガードレール、照明施設、視線誘導標 駒止め、道路
標識 道路反射鏡

1 1 R兒 f喬 喬梁の流出･損壊こ起因する事故,

1 2 落下物直撃

樹木･枝･雪氷･道路標識等が倒壊･落下等して〉副テ車両、歩
行者等に直撃した事故,
(落石、崩土による件は7に分頌し、安全施設による辞はこの

分類に入れる. )

13 その他 上記以外の道路の設置管理の瑕疵に起因する事故,

①賠償件数及び金額について
年度内に終結したものを計上している。
したがって、 年度内に終結していない案件は、

　　　　
②道路管理者について

市には、 東京23区が含まれている。
③処理区分について

｢判決等｣ とは、 判決、 裁判上の和解、 調停ズ

含まれてい

調停などをいっ。
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表 1 総括表

鞄礬 処理
区 分

12年 13年 14年 悔年 16年 合計
拌 数 賠償金頬 件 数 轄備金髄 件 数 賠償金額 件 数 賠催金髄 臀 数 貼彊全輻 件 数 賠償金額

国土交通大臣
判決等
示談
礬十

l
127
128

449君80
16l“0l6
610,496

6
151
157

0
45,234
45,234

2
l07
l09

0
l99,550
l99,550

5
l44
l49

関
幼
鋭

582
490
072

2
l44
l46

0
41,026
4l,026

l6
673
689

503
484
987

062
315
377

公 団
判決等
示談
計

0
鋭
引

0
15,65l
15,65I

2
80
鉈

“刃38
8l,442
98,480

0
249
249

0
73,665
73,656

2
l78
l80

2
倦
伯

582
981
663

l
207
208

250
74,654
74,904

5
776
780

l9
292
312

870
383
253

公 社
判決等
示談
琵廿

o
膀
醇

0
7,974
7,974

o
“
"

0
9,26l
9途6l

0
26
鸚

qU
QO

0
869
859

0
的
幹

りO
QJ

0
885
886

0
20
20

0
8,797
8,797

0
101
101

33
33

0
776
776

地 方

公共団体

判決等
示談
膏十

20
3,365
3,385

24l邇20
6l4,642
856,062

24
3,332
3,366

43
653
696

709
278
987

l7
3,486
3,603

73
613
686

684
385
969

l7
4,256
42 73

2!6
595
810

722
217
939

26
3,339
3,365

18l,567
569,580
75l,137

104
17,778
" ,882

766
3,046
3忍02

092
002
094

内

訳

都道府県
判決等
示談
計

8
し080
L 068

l23,751
209,109
332君60

6
1濃09
1J 15

20
242
262

347
206
653

7
l,120
1江27

47
274
322

756
920
876

7
し4l6
1,423

l96
232
429

703
340
043

7
も脇2
l護39

66,870
225-776
292,446

35
6,837
6,872

455
1,l84
1,639

227
36l
578

政令指定市
判決等
示談
寅十

l
258
259

2
硴
篤

721
365
086

1
268
269

6
街
鎖

l73
836
008

2
28l
283

I2
46
69

93I
868
789

2
267
269

l
68
69

352
526
877

4
29l
295

M ,667
44,369
89,036

lo
l,365
l,375

66
253
320

844
962
796

市町村
判決等
示談
港十

=
2,047
23058

= 5
363
478

048
068
日6

“
も956
l9 72

l8
349
367

l89
237
426

8
2-085
2,093

l2
291
304

897
607
504

8
2再73
2,58l

“
304
322

667
352
0l9

15
I,916
l-931

?0,220
299議36
369粉範

59
lo,676
lo誰鮠

234
l,607
I忍4l

02l
699
720

全国讃十
判決等
示談
簑汁

21
3,572
3,593

69l
799

1霧90

000
l83
l83

32
3-580
3-612

60
789
849

747
216
962

l9
3,868
3,887

73
890
964

584
449
033

24
ん697
4 621

27l
683
955

886
573
459

29
3浮lo
37 39

18し807
694,056
875,863

125
19,327
l9,462

も279
3,856
5証35

024
476
600



表 2ー 1 事故態様別 :全道路 (単位 ;千円)
分
類

事故
態様

処理
区分

12年 13年 乍4年 15年 16年 計
件数 支払額 平均 件数 舌"人萠 平均 件数 平均 件数 支払額 平均 件数 窓"人鮪 平均 件数 平均

1 穴はこ
判決等
示般
計

も289
3987

126,424
1994

1-267
7-l3S

236.l27
3,569

1-244 98-9l5
2-9部

179,6{;l
I弗7h

l,354
650

131JGO
131-8lo

2l?
97
97

7,052
羽-725
772-257

し636

2 段差
判決等
示談
計

6
191
196

26粁16
33,988
60,60ま

5-323 2
1R7
l89

1220
79,総l
80･55I

GIO
424
426

0
221
22I

60,6t;8
60,668

1,623
33,353
34-976

4
240
244

2-069
32,5RI
第詫50

G67
!36
I44 も076

2,6?7

3 蓋不全
判決等
示談
著す

3
781
7Rl

も050
I61,564

4
750
お,1

‘も562
20-877

1-14l 7
R51
858

26.009
131960

3-7!6 16,027
l30,6l8

7,614 5
G50
655

も563
3,76

2736

4 スリップ
判決影
示談
計

0
3′l
34
1

=-M O
=-440

0
33
33

8-935
8,035

0
271
271

1
43
44

8-240
8240

12,325
350
280
282

lqR椛4食

3
l9
22

100
1‘l6
l62

6 (通行車両
の被害

示談
計

I
36
37

25-069
0
37
3?

I7,940
O

486
485

0
4I
4I

l38-548
‘も92i

lqR椛4食
273

7,n51

0
26
26

0
679
679

97-399

6
通路崩壊2
船道家屋
等の被害)

判決等
示談
計

1
3
4

79′783 79,783 0
7
7

3,854
0

SGI
551

{-
2
2

3-36l
3-351

1
5
6

l,527
鶏牡7

40,326
1-029
4-?"

7 落石
判決等
示談
計

0
389
389

83,373
83373

2
416
41R

92-904
108-734

7-H70
224
260 3｣籤360

l5-000 0
360
360

0
225
225

2-048

8 護礒
判決等
示談
計

1
156
l57

1,323
33949

l,323 l
182
!83

27-049
0

お1
l53

0
223
223

43-479
867
l9l
201

2
20R
2lo

51βl8
3626
260
282

1,696

9 工事不全
判決等
示談
計

1
39
｣o

30-000
7,583
37,583

3O,QOO !
20
21

8-819
0

442
42l

2
16
l8

12-986 3,260 3
18
2l

13463
18,225
3l幻88

も488
1,013
l"509

75′934
幻β54
112β88

R,437
3h6
1-000

10 安全施設
不 鑓

判決等
示談
計

6
169
l74

3はキー3
2=-305
249-448

7-629
1-250
1-434

4
]40
144

20,3l7
56,616
76962

6-087 5
146
l61

も096 9-769 7
"7
l84

148-521
?‘l,?18

2I芝野 305644
427,262

10,539

= 餓葎鶉
判決等
示談
計

0
0
0

0
I
1

0
57
57

0
57
57

0
1
I

もll8
1,!48

1、682
1,882

0
56l
661

0
3
3

2,206
2206

0
735
735

S,093
5,093

12 落下物
直撃

判決等
示談
肝

0
267
257

56,92!
0

306
30G

" -292
0

243
243

0
302
302

辞あ“
0

220
220

0
344
344

7l,l86
0

207
207

l-参れ 3" -123

13その他
判決等
示談
計

2
228
230

450,848
56,937
507,785

22乱424
250

2,208

16
234
250

=-740
GI-395
73-135

734
262
293

3
346
349

=,131
84,on

3710 1
306
307

86′345
86,345

0
282
281

l,694
l,7l9

474-426
376,689

I8-977

判決等
示談
計

3,672
69LOOO
799,183

32905
3,680

60-747
789′2l5

!-898
3-868 4-597

271,886
683苺73

= ,329
3-710

l8l807
694,056

6,269
9,327

1,279,024
3,856,47G

lo232

表 2 ー 2 事故態様別 :一般国道 (国管理) (単位 :千円)
分
類

事故
態揉

処理
区分

12年 13年 ,4年 15年 16年 計
件数 支払額 平均 件数 支払額 平均 件数 支払額 平均 件数 支払額 平均 件数 支払額 平均 件数 支払額 平均

l 斑まこ
判決等
示談
計

0
23
23

8,B75
8,875

0
386
386

2862
2862

0
9
9

0
835
836

0
93
93

G367
0

l59
159

0
lgs
186

0
l63
l63

30-030
30,030

2 段差
判決等
示談
計

0
4
4

Ll36
LI35

0
284
284

73R
0
5
5

4,624
も524

0
905
905

1,274
l-274

0
お9
l69

2,730
2-730

0
455
1155

0
28
28

!○J410l
I0“01

3 羞不全
判決鶚
示談
計

0
9
9

2,9l3
2,‘'l3

0
324
324

33l7
3,317

0
日
l4

5,斗60
5-460

0
390
390

l5,027
2-118
l7,国5

れ5l4
3-678
3-578

0
447
447

3
66
G9

15027
l?-386
32,413

5-009

4 スリップ
判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

l-294
も294

0
2
2

0
607
607

0
304
304

2,2-I6
2,246

0
‘I49
軽9

0
0
0

0
10
“

4J47

5 (通行車両
の被害)

判決等
示駮
肝

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
"
87

0
0
0

0
2
2

6
道路崩壊2
(沿道家屋
等の被害)

判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7 落石 示談
計

0
l4
l4

れ497
7497

0
536
536

15-071
!6-07l

0
時
l6

166-192
166492

l1-0l3
= ,0l3

2,523
2,523

0
3l5
316

4,572
も572

0
608
608

0
59
59

194865
19i.R55

3“;03
3,303

8 蓬繊 示談
計

0
7
7

tも470
衡隻70

0
639
639

2-162
2,162

0
9
9

1,097
LO97

0
l22
122

0
79
79

0
265
265

1
35
36

8-810

9 工事不全
判決等
示談
計

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

l
l
2
i

0
354
364
0

0
364
177
0

0
0
0

28555

0
0
0

4
2
6 900

lo 安全施設
不 備 示談

計

0
16
15

121,789 8,1l9
8まゆ

7,879
7,879

i
l8
I9

l-820
1,820

0
loI
96

5,606
34,061 3-406

3194
3,l94

0
228
228

2
72
閏

1‘lo,188
168,743

l4278
1-947
2,280

= 脱癌 示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

l2 落下物
直撃

判決等
示談
計

0
38
38

9,897
9,897

0
Z60
260

9-153
9,153

0
30
30

9,339
0

3=
3ll

6-232
5,232

0
ISO
180

7-852
7,852

0
2l2
2l2

0
l8l
l8l

=“73
4l,473

l3 その他
判決等
示談
計

1
l7
l8

449,IRO
4-440

449-480
2-222
2,222

0
4
･1

10,322
10-322

2-58l
2,581

10-000
n -686
21誇86

10'000
644

1,136
乱468
7,468

0
934
830

6
66
7I

459,480
36038
495,518

76680
564

6-979
判決署
示談
計

l
l27
128

449-480
161,016

449“80
126R 45,234

2
107
log

199-550 l,865
53,682
37逐90

lo-716
41,026

0
285
281

l6
673
689

503-062
484,315

31,441
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表 2 ー 3 事故態様別 :高速自動車国道 ･一般有料道路 (公団管理) (単位 ;千円)
分
類

事故
態様

処理
区分

12年 13年 14年 15年 16年 肝
件数 支払顕 平均 件数 笹私髄 平均 件数 古城鮪 平均 件数 寺猛髄 平均 件数 平均 件数 支払額 平均

1 内まこ
判決等
示談
計

0
“
"

2,988
2,988

0
l76
'76

63,797
63.797

6-380
0
!2
l2

6,792
5792

0
483
483

0
26
26

9,768
9-768

0
376
376

0
48
18

,846
,846

0
ll3
= 3

94491
9･も19l

0
834
8ミM

2 段差 示談
計

0
i
I

0
13
I3

0
l
i

l,800
l,800

l,800
1,800

0
l
i

0
21
2l

0
2l
2l

0
0
0

0
4
"

2-ioo
2400

0
525
526

3 盪不全 示談
計

0
1
I

0
940
940

0
940
940

1-2

l,3

し298 0
2
2 4Rt

0
241
241

0
2
2

も187
IJm

0
594
594

0
1
l

も912
し912

1-9!2
も9l2

1
7
8

l,298
‘も532
6,830

も298

4 スリップ
判決等
示談
肝

0
l
l

0
776
775

0
776
776

0
･1
4

0
878
878

0
220
220

0
1
l

0
646
5l6

0
545
545

0
0
0

0
7
7

2,623
0

37g
376

6
遺辯崩壊
(通行車両
の被害)

示
計
談

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
通路崩壊2
(沿道家屋
鵠の被醤)

判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7 落石
判決等
示椴
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

16740
2,915
!8,665

15,740
729

3731

0
l
l

0
995
995

0
995
995

0
I
l

0
426
426

0
毒26
426

0
0
0

!
6
7

l5,濯○
4,336
20-076

l5,740
723

2-868

8 薹癰
判決等
示籔
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
8
8

9-2l2
9,2l2

LI52
しお2

2
7
9

2,582
4β務
7者00

l-291 1
33
34

17,9SI
18,201

3
51
54

2β32
2,980
53812

944
&"
663

9 工事不全
判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
･ 0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10 安全施設
不 鵺

判決等
示談
計

0
I
I

0
35
35

0
35
35

0
4
4

4-961
4,961

1-240
1,240

0
2
2

0
234
234

0
n7
317

0
1
l

0
9
9

5,3l6
0

69l
59I

= 殻欄
判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

l2 密教
判決等
示談
計

0
]0
]0

銃761
0

276
276

3,392
3,392

0
34
31

9,2g7
9,287

0
273
273

0
l9
灼

5,770
5-770

0
304
304

0
28
28

6,202
6202

0
l02
102

27,412
27,4l2

0
269
269

I3 その他
判決等
示談
計

0
30
30

8,釜約
8-l39

0
27i
27l

9,668
9,568

0
183
183

40,249
40-249

0
220
220

0
1l9
1l9

24,212
24,2I2

0
203
203

0
96
96

36,726
0

476
476

118,894
= 8,894

0
250
250

判決等
示談
計

0
6l
6l

l5-651
15-651

0
257
257

17,038
8i,442
98,480

8-519
l,018
l,20l

0
249
249

73-665
73-655

0
296
296

2
l78
I80

2-582
46,98l

l291 1
207
208

74,654
74-904

5
776
780

19,870
292,383
312253

3,974

表 2 ー 4 事故態様別 :一般有料道路 (公社管理)
分
類

事故
態様

処理
区分

12年 13年 14年 15年 16年 計
件数 支払額 平均 件皷 支払額 平均 件数 ≠◆′、範 平均 件数 平均 件数 平均 件数 支払額 平均

l 穴懐こ 示談
耐

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
I
1

l-292 1,292
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
I
1

0
2
2

1,303
0

652
652

2 段萎
判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

･'、
0
0
0

0
0
0

3 蓋不全
判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3
3

1993
れ993

0
664
661

0
1
1

0
‘簿
46

0
46
‘16

0
0
0 0

0
4
4

2,039
0

510
6lo

4 スリップ
判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
I
I

0
2I8
2lR

0
2I8
2l8

5 (通行車両
の被害)

示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6
濾路履壤2
(沿遺家屋
等の被害)

判決等
示股
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7 落石 示談
計

0
9
9

G727
6727

0
747
747

0
2
2

0
196
19G

0
98
98

0
4
4

も498
0

376
375

0
8
8

6,57I
0
27
27

5,56l
57G

8 溌義 示談
肝

0
7
7

0
778
778

0
111
111

0
3
3

0
307
307

U
102
102

0
6
6

0
454
454

0
76
76

0
i
1

0
20
20

2-270
2-270

0
n 4
=/I

g 工事不全 示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

lo 安全施設
不 備 示談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
!

0
l20
120

0
美20
l20

0
0
0

0
1
l

0
l20
l20

0
l20
l20

= 脱播 示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

l2 轡藪
判決等
示談
計

0
1
1

0
209
209 209

0
2
2

4-457
機457

2-229
2-229

0
12
12

129l
l-29l

0
l08
108

l-859
1,869

0
5
5

1-240
0
28
28

9,056
0

323
323

13 その他
判決等
示談
計

0
2
2

0
260
260

0
130
130

0
6
6

l)016
LO1G

0
169
l69

0
2
2

0
450
450

0
225
226

0
6
5

0
18
I8

3,209
0

l78
l78

判決等
示談
計

0
l9
lg

7,974
7-974

0
420
420

0
“
“

9,261
9,261

0
545
545

0
26
26

3-859
3β69

0
l48
148

3-886
0
20
20

8;797
0

l01
l01

33ァ76
0

334
33董

(単位 :千円)
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表 2 ー 5 事故態様別 :一般国道 (都道府県 .政令指定市管理) ･都道府県道 ･市町村道 (単位 :千円)

分
類

事故
餓様

処理
区分

12年 13年 14年 15年 16年 計
絆敷 支払額 平均 件数 支払額 平均 件数 窓潔鯆 平均 件数 窓丸鰡 平均 件数 釜払蛔 平均 件数 支 頗 平均

内まこ
判決尋
示談
計

も240
3-987
14,561

も994
i,235

3,569
1-223 92,288

92288

0
76
75
0

も832 96
l,l76

l-245
2l7
87
87
6“

6J84
6,793

l,636

2 段差 示談
計

5
I86
19l

32-840
5-323
177
31l

2
!8l
183

610
433
435

0
216
215

5も344
0

263
253

I
2l5
2l6

l,623
l49
l56

4
234
238

66?
J28
137

I,03;
2,677
22l
249

3 蓋不全
判決等
示麟
肝

3
77l
774

4-050
I47,701
l61,761

1-350 2
730
732

I,632 7
834
841

26,009
l28.982
l5も99l

3,716 0
708
708

0
l80
l80

S
641
646

l,563
3,684
3,70l

2ゞ箋20

4 スリップ
判決野
示談
計

0
33
33

lo,665
lO證疏

0
323
323 29 l6

0
249
249

I
37
38

儀765
6ヌ56

0
183
178

I
37
38

350
252
254

3
I9
22

190
146
162

6
l55
!60

184
237
236

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

判決等
示談
計

l
36
昭

56,250
26,069

56,260 0
36
36

0
498
498

0
4l
4｣

!穐l95
0

346
346

I
l7
18

!38,648
4t834

l38,548 0
26
26

0
679
679

2
156
158

97,399
5ll

1,737

8
遺酪崩壊2
(沿道家屋
等の被害)

判決等
示談
肝

1
3
4

79,783 79,783 0
7
7

0
65l
551

0
2
2

0
7l4
れ珪

0
357
357

0
2
2

3-361
3,35l

I
6
6

7,634
8J503

l,627
I柊l7

2
19
21

40,326
L029
‘も7ね

7 落石
判決等
示談
計

0
366
366

69-149
0

I89
I89

l
397
398

l
4l2
4I3

1残念56
4l9
421
貌l

t
438
439

l5,000 0
343
343

691832
0

204
204

1,956
1-959

籤140

8 飜蟻
判決等
示談
計

1
142
143

l-323
28,m l
30024

し323 0
I66
l66

0
200
200

327
1

l8l
l82

20
176
l76

I
172
l73

7-00g
33-l92

7'000 3
861
864

2781

9 工事不全
判決等
示談
計

1
39
40

30,000
7,583

30-000 0
l9
19

0
437
437

1
l5
16

25,971 25,971
36

も65G

1
=
l2

6,600 2
l8
20

6,732
l,013

l5,I87

lo案鎚隣
判決等
示椴
計

6
163
お8

38443
89-481

7,629 4
l23
127

5,087 4
123
l27

20-478
22-222

5,l20 7
l66
l73

7-086 7
l62
l69

2も217 27
727
764

277,089
28lβ29

10-263

= 脱桐
判決等
示談
計

0
0
0

･ r
0
0
0

0
0
0

0
I
l

. ･
0
57
57

0
57
67

0
l
1

Ll48
l-= 8

L148
舞l48

0
3
3

0
66l
561

0
3
3

0
735
735

0
8
8

5,093
6-093

0
637
637

l2雑轆
判決等
示談
計

0
208
208

44,054
0

2l2
2l2

0
246
246

57,290
0

233
233

0
226
226

49,260
0

2l8
2l8

0
206
206

0
2l7
2I7

0
274
274

0
204
204

l-lBO 25も粥2
0

217
217

l3その他
判決等
示駮
計

l
l79
180

し368
44,098

恥368 報
l62
l76

= ,740
‘菱蒸689 300

3
l57
!60

36,980
37,687

236
236
236

2
440
442 uo l97

41-42'
4I,421 210

Li35
l,164

14,946
218-618

787
193
202

判決等
示談
肝

3,365
2麩き20
6l4,542

12,076
3,332

13-709
653278

},82l
3,486
3,503

73,684
613-385

4,328
l?6
196

4256
12,690

3,339
181-657
669-580

6983
7,778

756,092
3,046,002

7,270

表 2 ー 6 事故態様別 :一般国道 (都道府県管理) ･都道府県道

分
煙

事故
態様

処理
区分

12年 13年 14年 16年 16年 計

件数 む“,節 平均 件数 支払額 平均 体裁 支払額 平均 件数 芯歩入鮪 平均 件数 芯猛箱 平均 件数 支払額 平均

穴ぼこ
判決等
示談
計

0
226
22G

23903 106
0

270
270

83,l28
83,l28

0
308
308

0
239
239

l9,536
l9,636

0
82
82

0
434
434

35,422
35,422

0
82
82

I
238
239

24-935
2も936

0
105
104

も407
I,408

0
l33
l33

2 殿接
判決等
示談
計

0
39
39

6,080
0

l56
166

0
31
31

5,083
0

l64
l64
0

0
33
33
l

も4l6
0

l34
l34
600

I
40
41
0

l,623
3-960
5,583

l,623 l
46
47
0

2,550
3-607
6,057

2,650 2 2,087

3 蓋不全 示談
計

I
170
1れ

36,364
600
214
216

0
i43
l43

20ヌ05
l

“I
I72

25263
goo
I48
150

156 39,276
252

43 2I,633
21,633

0
l61
151

2
783
785

600
183
l84

4 スリップ
判決等
示談
計

0
8
8

4-784
0

598
598

0
l4
l4

4,646
0

326
325

0
l2
t2

も660
4,660

0
388
388

l8 4-882
4-882

0
271
271

0
6
6

1汁銘
l,M 2

0
190
l90

0
58
58

0
345
345

6
道路崩壊
(通行車両
の被害)

判決等
示談
計

I
=
l2
0

56-26G
8,054
64,304

56260 0
l2
12
0

籤893
0

324
324
0

0
9
9
0

2,905
0

323
323
0

I
3
4
0

l38,548
3,l60

l38,548
l,050

0
9
9
0

9,879 1,098
2
M
46
0

8I
97謹99
634

‘I,&=

6 (沿道家屋
等の被害)

示談
計

0
l
I

0
385
386

0
385
385

0
3
3

1-520
0

607
507

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

8t6
8I6

0
2
2

0
693
693

0
3l7
347

0
7
7

0
-!88
488

7600
7 落石 示談

計

0
297
297

46089
0

l65
l55 322

5?,649 IAO
0

339
339

l60,643
0

474
474

!
386
386

I5,000
6‘l,l34

15-000 0
3l4
3M

63-l56
0

201
201

I,656
l,658

7-600
237
245

8 護癪
判決等
示談
計

l
68
69

1,323
l3381

し323 0
60
60

10,321
0

l72
172

0
87
87

16-099
l6,099

0
I85
I86

0
84
84

I4-687
iも687

0
176
175

I
75
?6

7-000
17716
24-716

7-000 2
3?4
376

4,l62

9 工事不全 示談
計

1
4
6

30-000 30.00O 0
6
6

0
967
967

0
16l
16l

]
6
6

26,971 26,971 0
1
l

0
61
61

0
61
61

I
･l
5

8,463
l6,775

8#63
4-19‘I

3
20
23

2も“

fo案鈍溌
判決等
示談
計

3
44
‘“

34-210
21,728

= ,‘103 3
55
68

20,347
7-343

6コ82 3
34
37

20,478
鵠679

6-826 4
63
G7

秘再32
17,649
69J81

10-383 3
45
48

48證57
8-801
6?議邱

IG2l9
196

1,l97

l6
24l
257

lo,327

= 脱繧
判決等
示頗
肝

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12 宮捷
判決等
示談
計

0
118
u 8

26,720
26,?20

0
2I8
2l8

0
137
l37

36-369
0

266
266

0
1l5
116

25,780
0

224
224

132 26Jn
0

198
198

0
154
154

32-882
0

214
214

0
656
656

146-862
]46,862

0
224
224

i3 その他
判決等
示談
計

1
円
75

1-368
22-33l

],368 2
67
59

IO-682
0

l87
18I

2
76
78

lo?04
354
l4l
M 6

0
99
99

22,192
0

22基
224

0
96
96

24寿57
24,657

0
257
257

402
2-075
90,566

415
225
228

判決等
示談
計

L060
123,75l
209,l09

l6-469
1-109

20,347
242206

3391
lJ20

47,766
274-920

6,822
1,4l6

l96ヌ03
232-340

28,100
IJ32

66-670
226,776

9,624
5837

455227
l-I8も351
I,639,578

l3,006

(単位 :千円)
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表 2 ー 7 事故態様別 :一般国道 ･都道府県道 ･市道 (政令指定市管理) (単位 :千円)
分
類

事故
態様

処理
区分

12年 13年 14年 16年 16年 肝
件数 支払鎖 平均 件数 古蓬館 平均 件数 寸潔,髄 平均 件数 支払額 平均 件数 支払額 平均 件数 平均

l 穴ぼこ 示
計
談

l
1!6
=7

2,72l
l2,860
l5,58t

2,721 0
79
79

= ,769
= ,769

0
M 9
149

0
82
R2

?,311
0
89
89

0
105
105

13-377
0

127
127

0
Ioo
loo

lo,=6
0

10l
!0l

l
482
483

2,72l
55逡33

272I

2 段豊 示教
計

0
"
17

2-253
0

l33
l33

0
“
27

6-620
6,620

246
0
36
36

5,760
6,760

0
160
I60

0
l9
19

6-613
0

343
3調

l
33
34

4,868
82
148
146

1
132
133

26,004

3 蓋不全 示談
計

0
40
40

9-531
9-5=

0
238
238

0
67
67

9,133
9,l33

0
l36
l36

2
66
68

12,93l
l5,987

6-466 0
63
53

lqo45
0

l90
l90

2
47
49

266
238
239

義
273
277

l3,463
65,867

3,366

4 スリップ
判決等
示談
計

0
goo
900

0
900
900

0
!
l

0
20
20

0
20
20

0
l
l

0
46
46

0
46
46

0
1
l

0
276
276

0
276
276

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
4
4

も242
3ll

5 (通行車両
の被害)

判決等
示顫
肝

0
1
l “?

0
297
297

0
4
嗜

0
257
257

0
64
64

0
l
I

0
l32
132

0
132
l32

0
I
I

0
n9
l19

0
ll9
Il9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
?
7

6
道競崩壊2
(沿避家屋
綺の被害)

示醸
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

フ 落石 示教
計

0
2
2

0
l51
l6l

0
76
76

0
6
6

L080
1,080

0
2l6
216

0
3
3

0
372
372

0
]24
l24

0
3
3

0
207
207

0
69
69

0
2
2

0
891
89l

0
446
44G

0
l5
I6

a?0l

8 溌害毒 示談
計

0
l6
I6

2,862
2,862

0
179
I79

0
3l
3l

6,298
0

203
203

0
42
42

7227
0

172
172

I
"
28

3-374
20
I25
121

0
26
26

2,977
0

1l5
l16

l
l42
l43

22,738

9 工事不全
判決等
示談
計

0
4
4

0
887
887

0
222
222

0
2
2

0
175
l75

0
88
88

0
J
l

0
67
67

0
67
“

0
2
2

0
333
333

0
l67
I67

0
1
I

“'
0
29
29

0
29
29

0
lo
io

1詩9l

10 安全施設
不 備 示談

計

0
l8
18

義-229
0

235
235

0
8
8

0
989
989

0
l24
l24

0
10
10

み695
2,696

0
270
270

i
23
24

も332
= ,38l

i、332 1
32
33

4も053
5,0I7

44-063 2
91
93

45-385
24-3ll

22,693

= 脱橇
判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

･-′-‐-
0
0
0

0
0
0

0
0
0

l2 密教
判決等
示酘
計

0
26
26

6-204
6,204

0
200
200

0
"
37

8,433
8,433

0
228
228

0
3l
31

6,534
6,634

0
179
l79

0
20
20

836J
8,36l

0
418
4l8

0
35
35

6,506
6,606

0
l86
186

0
149
149

3‘1,038

l3その他 示談
計

0
"
17

32n
3,2=

0
189
189

I
7
8

5J73
1れ061
22,234

5-lね
2,437
2-779

0
8
8

1,737
1737

0
217
2l7

0
13
13

4,539
0

349
349

0
l5
15

2-774
0

I85
185

l
60
6l

5-173
29′322

5註73

示談
計

I
258
259

2,721
42-366
46-086

2,721 1
268
269

6,173
6l,835
67,008

5-173 2
281
283

l2,93l
46,868

6,466 2
267
269

I-352
S8,626

676
219
223

4
29l
295

44-667
44-369

nJ67
1,365

66,844
253,952

6-684

表 2ー 8 事故態様別 :市町村道 (単位 :千円)
分
類 讓 処理

区分
12年 16年 14年 修年 l6年 計

件数 平均 件数 支 翻 平均 件数 苔桃題 平均 件数 守弘蝋 平均 件数 支払顕 平均 件数 平均

- 穴ぼこ 示談
計

1
907
908

1-266 2
886
888

3,569

902
65-44l

0
73
73

1,293
1-205

2,960
l14,697

l鶉75 2
907
909

325
81
81

4,895
丸902

l･7お

2 段差
判決等
示談
計

6
l30
l35

5,323 2
l23
l26

610
542
543

0
146
l46

44,l78
0

303
303

0
'66
156

2l,585
0

l38
138

139
9

710
7l9

!78370
3,097

3 並不全
判決勢
示談
計

2
56l
663

lo
1-726 2

620
622

1-632 4
697
60l

12,滝78
87-732
l00,2lo

3-I20 0
499
499

77-992
0

156
I66

3
451
454

2!128
l74 2,628 4316Il8

2“07

4 スリップ
判決等
示戰
計

0
24
24
0

0
208
208

0
14
14

0
189
l89

I
24
25

2-049
0
85
82

1
l8
19

篭l58
350
23i
237

3
13
16

190
【25
137

5
93
98

5 (通行車両
の敲害)

示
計
駮

0
24
24
I

0
697
697

79,783

0
20
20
0

0
690
690
0

0
31
31
0

= -l58
n,158

0
360
360

0
l3
13

鶴666
120

0
l7
17

0
457
457

0
105
l06 996

0
486
486

6 (沿道家屋
等の被害)

示談
計

I
2
3

79,783
128

26,679

0
4
4

0
584
684

0
2
2

0
7l4
7l4 357

0
l
1

6,885
5,885

6,885
l
3
4

2-3I4
2
12
軽

40,326
1β44

7 落石 示談
計

0
67
67

0
342
342

0
7l
れ

0
227
227

1
70
れ

l2,241
l2,660

419
175
l78

0
50
50

l0,=8
0

202
202

0
27
27

0
2l4
2l4

l
285
286 565

419
236
236

8 認磁 示
計
談

0
58
58

0
75
75

0
l05
】O6

0
ね
71

9,390
9,390

0
132
132

0
70
70

l3,882
I3,882

0
!98
l98

0
れ
れ

0
176
l76

0
346
3I5

0
l63
163

9 工事不全
判決等
示教
計

0
3l
3l

0
207
207

0
=
=

0
65I
651

0
9
9

0
223
223

0
26
25

I
8
9

6-500
Ll24

6-600 l
l3
l4

6-000 2
72
?4

5,760

10 辯聴講
判決等
示談
計

2
91
93

し967 l
60
“

0
672
66l

I
79
80

14-848
I4,848

0
l88
l86

2
80
82

6,736
20-721
27,457

3,368 3
85
88

l8粁04 9
396
404

7-387

= 脱橋
判決等
示談
計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
57
67

0
57
57

0
I
l

もi48
L148

LI48
1J48

0
3
3

!,682
0

66l
6GI

0
3
3

0
735
735

0
8
8

0
637
637

12 密教 示談
計

0
64
6‘l

l3,l30
l3-I30

0
205
205

0
72
72

12ゞ 188
!2-488

0
l73
173

0
80
80

l7-946
l7946

0
224
224

0
54
54

10,2l4
0

l89
l89

0
86
85

0
I94
194

0
355
365

0
l98
l98

13 その他 示教
計

0
88
88

18,656
18-556

0
211
2ll

10
98
l08

6,567
20,846

657
213
264

I
73
74

鋭,53g
0

336
332

2
328
330

l,131
20#29

56G
63
66

0
86
86

0
l63
l63

l3
673
686

592
147
156

示談
計

2ぬ47
2,058

1ls,048
363,068
478,I16

1O-459
1,955

18,189
349,237

1'070
2,086

j2-897
291-607

1,6l2
2-673

17-667
30も352

2208
l-9l6

4,681
m -576 !-607

3-966
156
19l

34 道行セ 20061 1



ジンぶち銭な
.…….

図 1 全道路

年度

表 3 - 1

r孑癈 r15年度
- -- -f

穴ぼこ 毒

: 間 穴はこ
貴 段差

- ◎ 蓋不全
; n スリップ
; 凸 進路崩壊

･工事不全
を･愈･“安全籠設不備
;…" ･･脱掴
!…□…落下物
』･△‐･･その他

12年度 , 13年度 ,
　 　 　
]-291･ 義269 ' 謬り--

1,9OQ L36?i
221- 225 244 I

　　　　 　　　　

45 . 裟2

2
ー 一一

　　　　 　　　　

l6年度き

段差

乾不全 " 784i 不‐ " 784 754 - 858

･
,---

変幻′ 34 - 33 - 44

: 道焔崩壊逃 37

,道路崩壊2 ･
　　　　
! 落石
; - -

- ; "
落石 そ 3891 418
- -----L- ---- -　 　上障害物℃ 157 : 183

174 - 144

　　　 　　　 　　
　　

　　 　　　　　　　　
7: 2 ｣ 2

i路上障害物 !
･ 工事不全 l
:-------- --- l

433 - 導
　　　　

223 ! 2
　　

JRl----- -
161ミ ニ鞭 熊4!

脱僑

落下物 ･ 267" 306 - 3o濱 26鎌 344
　　　　 　 　　　

その他 ･ 230" 260 - 349
-
} 683 l 307

合計 - 3,593 3鷁 3,887 i 4,621! 3,739

年度

図 2 一般国道 (国管理)

国 穴-沃こ
　 　 　　

e 餐不全
日 スリップ

･ 論 道路崩壊
　 　 　　　　　

〕 落石
- 路上障害物

.･霊･‐工事不全

.･★‐.安全施設不潴
　　　　　　　　
.･ロ･･蒋下物
.･台･-その他

段差

蓋不全

スリップ

道路崩壊

)證酪崩壊2

落石

そのf也

合計 l l28 ,

表 3 ー 2

- L2年度 ; 13年度
　 　
: 23l 2
　 　　　
- '“
4 1

蹄と障害物L -

脱橋 !

13ー 15!

　 　　 　　
--◆------- !

　　　 　
l6 l9 l ld

d J d

　　 　　 　　
　　 　

1碗 109 - ““‘ M 6i

16年度ー

---- 1

　　

△‘′
′′′

-------
′′′

ノナr′

　　　　　　　　

年度

卿 対談こ
を 段差
@ 盤不全
日 スリップ
白 道路崩壊
e 道路犠蛾2
※ 落石
l 路上陣書物

…醇･･工事不全
-･羞･-′安全施設不備
" ◇･･脱橋
‐‐□･.落下物
…を･その他

- 殴塞
　　

スリップ

道路崩壊考

落石 ＼

路上障害物

エ事不全

安全施設不備

脱橋

落下物

その他

合計

表 3 ー 3

l 12年度 1跨疲 14年度 = 6年度 16年度
　 　 　　　 　　　　

　　 　
　　 　

　　
:はご

0
, 舛 0l

。 =隷 3砧

183絶 美将
　 　　

　　　



表 3 ー 4

軟

　　
　　 　

′′　

　　　　

図 4 一般有料道路 (公社管理)

図 5 一般国道
市町村道

ー 彊 穴Iまこ
" 企 段差
; @ 蓋不全
; 臼 スリップ
; 鴦 道路崩壊
　 　 　　　　　
羨 × 落石
諒 1 路上障害物
寸･叫"工事不全

萃不全

スリップ

道路崩壊

道路崩壊2 l
誤

　 　　 　　　 　　 　
! 12年度 窩年度 M年度 望6年度 n G年度

0 , 0 i
　　　　　　 　

　　　　　
　　

12年度 i l3年度
　し2611

--------
191;

o ! o l o t
　 　　　 　　　

26‘

14年度 15年度 , 16年度

“-★ ･安全施設不備 i 落石 :

　　　　　　 　　　　　　‐◆‐･脱橋
-□･･落下物
･凸･‐その他 工事不全ミ

i亥全施設不罐
　 　　　　　　

税橋

落下物

その他

合計

表 3 - 5

醇 穴ぼこ
･ 金 段差
◎ 茜不全
日 スリップ
曲 道路攝壊
e 道路崩駛2
癸 落石
' 路上障害物

" 掛"工事不全
･･梟-･･安全施設不備
　　　　　　　
.･□･･落下物
-◆△･･その他

年度

(都道府県 ･政令指定市管理) ･都道府県道 ･

↑----------+ f
1-237 1 1,223 i l-834 i l'24は

溢3 2l5 ; 2l6が 238

732 : 8‘11･ 708 646

22 !

398 413 !

166 200

I27

439 } 343

l82 173

｣73 l69

-----r l " -
2o8 ! 2!l6 : 226ー 20銭 274
　 　 　 　 　lB0 ･ 176 l60 442主 197

一‐十…-“‐- ----- --- ÷ - -
3･385 : "35Gl 3匙" 生名斑 3,365

　　 　　　　
　　

人 --
33~ 2乳 増

ミエ事不全 ･

{安全施設不備- l68 ;
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l27

　

　 　 　　　
日‘.〆...“‐. ~ ･･A.、.□

　
　
　
　

　
　
　 　

　　
　

年度

表 3 ー 6

l鷲牢度 戸年度 -14年度 15年度 l6年度

穴ぼこ : 226l 獨 鸚l 綴 緋
　　　 　 　 　　

･ 匿 穴ぼこ 蝉 段差
! & 段差 - ' -
' @ 養不全 - 讓不全
ぐ [ スリップ ー スリップ; ▲ 道路轆蛾 .↓-
　　　　　　　　　　　
-÷÷→←一二落石
‘ ‘ 路上障害物
【田･･工事不全
…★--安全施設不錨

　　　　　　　　
ト･□･･落下物 i :
-“★ その他 !!-主事不全

安全施設不備

脱箇

落下物

その他

合計

3
-
9
一業

l7き不土 l71: M 3 172 166

スリップ T -- , -- --- - ---- - ---

濾 道路崩壊詰

室 道路崩壊2逕

路崩壊詰 l2 1
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落石

路上障害物 , 69 -

0 ･

322 339l 386

166 113 ,
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137 1l5
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三

お
わ
り
に

道
路
は
、
供
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、
歩
行
者
、
自
転
車
、

車
両
の
大
小
を
問
わ
ず
、
二
四
時
間
、
交
通
の
用
に
供
し

て
お
り
、
広
く

一
般
の
利
用
者
に
お
い
て
も
、
道
路
が

｢通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
く
｣
(最
判
昭
和
四
五
年
八

月
二
〇
日
高
知
国
道
落
石
事
件
)
も
の
と
の
到
底
考
え
ら

れ
ず
、
道
路
は
原
則
と
し
て
安
全
で
あ
る
と
の
認
識
を
も

っ
て
利
用
し
て
い
る
。
一
方
で
、
歩
行
者
や
大
型
車
両
運

転
手
な
ど
道
路
利
用
者
又
は
天
候
や
地
形
等
周
辺
事
情
ご

と
に
、
各
々
の
利
用
者
が
払
う
べ
き
通
常
の
注
意
義
務
や

場
所
的
環
境
等
に
応
じ
た

｢安
全
性
｣
の
概
念
に
は
差
が

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
営
造
物
の
瑕
疵
の
判
断

に
当
た
っ
て
は
、
｢構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利

用
状
況
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
旦
ハ体
的
個
別
的

に
判
断
す
べ
き
｣
(最
判
昭
和
五
三
年
七
月
四
日
大
阪
国

際
空
港
事
件
)
と
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
判
例
上
も
定
着
し

て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
調
査
結
果
が
多

少
な
り
と
も
各
道
路
管
理
者
の
参
考
と
な
り
、
今
後
の
適

正
な
道
路
管
理
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

最
後
に
、
御
多
忙
の
折
、
当
課
の
依
頼
に
よ
り
、
情
報

提
供
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
地
方
公
共
団
体
を
始
め
と

す
る
各
道
路
管
理
者
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
を

申
し
上
げ
る
。

道イテセ 2006.1
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図 7 一般国道 ･都道府県道 ･市道 (政令指定市管理)
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坂
上
係
員

珍
し
く
静
か
だ
け
ど
、
気
分
で
も
悪
い
の
り
･

大
野
係
員

す
み
ま
せ
ん
、
占
用
物
件
の
移
設
補
償
に
つ

い
て
調
べ
て
い
る
の
で
、
少
し
静
か
に
し
て
お
い
て
も

ら
え
ま
せ
ん
か
。

坂
上
係
員

そ
う
だ
っ
た
の
。
そ
れ
な
ら
、
少
し
テ
ス
ト

し
て
あ
げ
る
わ
。
ま
ず
、
監
督
処
分
に
よ
り
、
占
用
物

件
の
移
設
を
命
じ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
?

大
野
係
員

は
い
、
道
路
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
第
一
号
と
し
て
、
道
路
に
関

す
る
工
事
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合

が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
道
路
の
拡
幅
工
事

な
ど
に
よ
り
支
障
と
な
る
電
柱
を
移
設
さ
せ
る
場
合
な

ど
が
そ
の
典
型
で
す
。

坂
上
係
員

う
ん
、
い
い
わ
ね
。
続
け
て
。

大
野
係
員

は
い
。
次
に
、
第
二
号
と
し
て
、
道
路
の
構

造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
た
場
合
が
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
交
通
量
の
激
増
や
通
行
車
両
の
大
型
化

な
ど
に
伴
い
、
占
用
物
件
が
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に

著
し
い
支
障
が
生
じ
て
い
る
場
合
な
ど
が
該
当
し
ま

す
。最

後
に
、
第
三
号
と
し
て
、
道
路
の
管
理
上
の
事
由

以
外
の
事
由
に
基
づ
く
公
益
上
や
む
を
得
な
い
場
合
が

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
砂
防
工
事
や
鉄
道
工
事
な
ど
に

よ
り
、
占
用
物
件
の
撤
去
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
な
ど

が
該
当
し
ま
す
。

坂
上
係
員

そ
の
と
お
り
ね
。
応
用
編
だ
け
ど
、
道
路
工

事
の
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
電
柱
の
移
設
工
事
に
伴
い

必
要
と
な
っ
た
既
設
地
下
埋
設
物
件
の
移
設
、
い
わ
ゆ

る
玉
突
き
移
設
を
命
ず
る
場
合
は
ど
う
か
し
ら
?

道
路
法

(道
路
管
理
者
等
の
監
督
処
分
)

第
七
十

一
条

道
路
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
っ
て
与
え
た
許
可
若
し
く
は
承
認
を
取
り
消
し
、
そ
の
効

力
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
又
は
行
為
若
し

く
は
工
事
の
中
止
、
道
路

(連
結
許
可
等
に
係
る
自
動
車
専
用
道

路
と
連
結
す
る
施
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
頃
に
お
い
て
同
じ
。)
に

存
す
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
の
改
築
、
移
転
、
除
却
若
し
く
は

当
該
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
に
よ
り
生
ず
べ
き
損
害
を
予
防
す
る

た
め
に
必
要
な
施
設
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
道
路
を
原
状
に
回
復

す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
~
三

(略
)

2

道
路
管
理
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
〈
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可

又
は
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
処
分
を
し
、

又
は
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

道
路
に
関
す
る
工
事
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場

合
二

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
た
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
外
、
道
路
の
管
理
上
の
事
由
以
外
の

事
由
に
基
〈
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合

3
、
7

(略
)

大
野
係
員

そ
の
場
合
は
、
電
柱
の
移
設
工
事
が
原
因
と

な
る
の
で
、
第
三
号
の

｢道
路
の
管
理
上
の
事
由
以
外

の
事
由
~
｣
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
!
。

坂
上
係
員

急
に
歯
切
れ
が
悪
く
な
っ
た
わ
ね
。
こ
の
場

合
、
占
用
場
所
の
調
整
の
必
要
を
生
じ
た
の
は
道
路
工

事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
管
理
者
が
移
設
を
命
じ
る

根
拠
は
第
百
万
の

｢道
路
に
関
す
る
工
事
の
た
め
~
｣

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
よ
。

大
野
係
員

な
る
ほ
ど
･･･。

坂
上
係
員

そ
れ
じ
ゃ
あ
、
次
に
監
督
処
分
に
伴
う
損
失

の
補
償
の
考
え
方
を
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
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道
路
法
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
?

大
野
係
員

道
路
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
第
七
十
一
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
監
督
処
分
の
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
は

通
常
受
け
る
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

坂
上
係
員

第

一
号
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
の
場
合

は
?

大
野
係
員

第
七
十
二
条
に
補
償
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て

い
な
い
の
で
、
補
償
す
る
必
要
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で

す
か
?

坂
上
係
員

確
か
に
、
第
一
号
の
場
合
に
は
補
償
の
規
定

が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
道
路
に

関
す
る
工
事
に
伴
い
占
用
物
件
の
移
設
が
命
じ
ら
れ
る

の
は
、
道
路
を
占
用
す
る
こ
と
に
伴
う
内
在
的
な
制
約

で
あ
り
、
道
路
管
理
者
に
補
償
す
る
義
務
は
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
。
だ
け
ど
、
道
路
に
関
す
る

工
事
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
一
切
補
償
し
な
く
て
も
よ
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
通
念
上
の
受
忍
義
務
の

範
囲
を
超
え
る
損
失
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

道
路
管
理
者
が
補
償
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
よ
。

大
野
係
員

ど
の
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
ん
で
し
ょ

う
,カ
リ
.

坂
上
係
員

移
設
形
態
の
特
殊
性
等
か
ら
通
常
の
移
設
に

比
べ
て
、
移
設
工
事
費
が
著
し
く
多
額
と
な
る
場
合
や

長
期
占
用
を
期
待
し
て
い
る
公
益
事
業
者
等
の
占
用
物

件
を
、
短
期
間
に
再
移
設
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
な
ど
が

該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
ね
。

大
野
係
員

道
路
工
事
に
伴
う
占
用
物
件
の
移
設
に
つ
い

て
は
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
の
で
、
道
路

管
理
者
に
と
っ
て
、
補
償
を
行
う
か
ど
う
か
は
非
常
に

判
断
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

渡
邊
課
長

そ
う
で
す
ね
。
｢社
会
通
念
上
の
受
忍
義
務
の

範
囲
｣
の
基
準
を
一
律
に
設
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
個
々

具
体
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

こ
の
際
、
さ
き
ほ
ど
、
坂
上
さ
ん
も
言
っ
て
い
ま
し

た
が
、
①
移
設
形
態
、
占
用
規
模
、
占
用
物
件
の
種
類

等
か
ら
み
て
又
は
占
用
者
の
経
営
規
模
等
か
ら
み
て
移

設
費
用
が
著
し
く
多
額
と
な
る
か
ど
う
か
、
②
占
用
物

件
の
種
類
等
か
ら
み
た
占
用
経
過
年
数
の
長
短
が
、
大

き
な
判
断
要
素
に
な
る
で
し
ょ
う
。

具
体
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
に
関
す
る
工
事

が
修
繕
等
常
態
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
具
体
的
な

道
路
計
画
が
占
用
許
可
条
件
に
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合

若
し
く
は
占
用
者
に
道
路
に
関
す
る
工
事
の
客
観
的
な

予
測
可
能
性
が
あ
っ
た
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
判

断
要
素
の
う
ち
関
係
す
る
も
の
を
総
合
的
に
判
断
す
る

こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

大
野
係
員

占
用
物
件
の
移
設
が
生
じ
た
場
合
、
道
路
管

理
者
、
占
用
者
双
方
に
と
っ
て
、
事
務
負
担
や
費
用
負

担
な
ど
の
影
響
が
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

渡
邊
課
長

そ
の
と
お
り
。
で
す
か
ら
、
道
路
管
理
者
は

地
方
連
絡
協
議
会
な
ど
の
場
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
、

例
え
ば
、
個
々
の
道
路
工
事
に
至
る
前
か
ら
、
特
に
大

規
模
な
道
路
工
事
の
予
定
に
つ
い
て
は
、
早
い
段
階
か

ら
関
係
す
る
占
用
者
に
情
報
を
提
供
す
る
な
ど
し
て
、

移
設
の
必
要
性
を
可
能
な
限
り
低
減
さ
せ
る
こ
と
に
努

め
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。

坂
上
係
員

と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
占
用
物
件
の
移
設
補

償
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
の
?

大
野
係
員

明
日
の
会
議
で
研
修
講
師
を
頼
ま
れ
て
い
た

ん
で
す
よ
。
お
か
げ
さ
ま
で
十
分
に
準
備
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

坂
上
係
員

よ
か
っ
た
わ
ね
。
明
日
は
し
っ
か
り
が
ん
ば

っ
て
ね
。

道イテセ 2006.l

盆
皿督
処
分
に
伴
う
損
失
の
補
償
等
)

第
七
十
二
条

道
路
管
理
者
は
、
第
二
十
四
条
又
は
第
三
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
又
は
許
可
を
受
け
た

者
が
前
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
よ

っ
て
通
常
受
け
る
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
~
3

(略
)



(

)
現
場
の
取
組
み
事
例

〔
軒
し

ヘ

ビ

廉
郡
繭
に
海
け
る
臓
置
鬮
醐
嘩
対
簾
に
つ
い
て

京
都
市
建
設
局
道
路
部
放
置
車
両
対
策
課

E

は
じ
め
幅

現
代
社
会
に
お
い
て
自
動
車
は
、
輸
送
や
交
通
手
段
と

し
て
、
市
民
生
活
や
経
済
活
動
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
が
、
一
方
で
道
路
や
河
川
な
ど
に
自
動
車
が
放

置
さ
れ
て
い
る
状
況
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
放
置
自
動
車
は
、
著
し
く
美
観
を
損
ね
、

地
域
住
民
に
不
快
感
を
与
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
放
火
や

事
故
の
原
因
、歩
行
や
自
動
車
交
通
の
妨
げ
に
な
る
な
ど
、

様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
か
ら
、
早
急
な
撤
去
が

望
ま
れ
て
い
る

(写
真
1
,
4
)。

現
在
、
京
都
市
に
お
い
て
は
、
｢京
都
市
自
動
車
放
置

防
止
条
例
｣
に
基
づ
き
、
放
置
自
動
車
に
対
す
る
取
組
み

を
行
っ
て
い
る
。

霊

京
都
市
の

取
組
み
離
嚢

ー

条
例
施
行
以
前

道
路
、
公
園
、
河
川
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
者
が
道
路

法
、
都
市
公
園
法
、
河
川
法

な
ど
に
基
づ
き
個
別
に
撤

去

,
処
分
を
行
っ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
動
車
の

特
徴
と
し
て
一
合
一
台
が
相

当
の
大
き
さ
を
も
ち
、
か
つ

高
い
財
産
性
を
も
っ
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
自
動
車
の
登

録
名
義
人
と
所
有
者
が
一
致

--　　　　　

　
2

虚
　
　



し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
撤
去

･
処
分
に
至
る

ま
で
の
調
査
や
手
続
が
容
易
で
な
く
、
放
置
さ
れ
た
状
態

が
長
期
に
わ
た
る
場
合
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
私
道
な
ど
道
路
法
等
の
及
ば
な
い
土
地
に
つ
い

て
は
、
撤
去
を
行
う
た
め
の
明
確
な
根
拠
規
定
が
な
い
た

め
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
。

2

条
例
施
行
以
後

平
成
一
四
年
四
月
一
日
に
京
都
市
自
動
車
放
置
防
止
条

例
を
施
行
し
た
。

条
例
の
主
な
特
徴
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

田

自
動
車
の
放
置
防
止
の
目
的
の
明
確
化

へ
目
的
〉

①

犯
罪
及
び
事
故
の
防
止

②

都
市
の
美
化
の
推
進

③

良
好
な
都
市
機
能
の
維
持

②

適
用
範
囲
の
拡
大

へ
具
体
例
〉

①

市
道
に
加
え
て
私
道
部
分

(不
特
定
多
数
の
通

行
等
の
状
況
が
あ
る
)
も
対
象
と
す
る
。

②

自
動
車
の
み
で
は
な
く
、
自
動
三
輪

(
一
二
五

α
以
上
)
及
び
重
機
も
対
象
と
す
る
。

③

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
あ
る
自
動
車

(従
来
は

プ
レ
ー
ト
な
し
の
み
対
象
)
も
対
象
と
す
る
。

③

｢廃
自
動
車
認
定
基
準
｣
の
適
用
に
よ
る
迅
速
な
処
理

へ
基
準
の
概
要
〉

①

所
有
者
の
投
棄
の
意
思
及
び
客
観
的
状
況
の
判
断

②

二
週
間
以
上
の
管
理
･
使
用
の
形
跡
の
確
認

ま
た
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
実
際
の
撤
去
業
務
の
流
れ

は
図
で
あ
る
。

三

瀦
自
動
車
認
定
基
準
に
つ
い
て

放
置
自
動
車
の
所
有
者
が
判
明
し
な
い
等
に
よ
り
自
主

撤
去
が
望
め
な
い
場
合
、
廃
自
動
車
認
定
基
準
に
該
当
す

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
認
定
の
決
定
を
し
た
う
え
で

当
該
廃
自
動
車
を
撤
去
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
条
例
施
行
に
向
け
、

｢廃
自
動
車
認
定
等
委
員
会
｣
で
審
議
の
う
え
策
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
放
置
自
動
車
の
迅
速
な
処
理
を
促
進
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

道行セ 2006.ll “

　
事件性がなる封はぎ、運輸局へ所有者照会 (ナンバープレートがある場合)

図 条例に基づく撤去業務の流れ

廃自動車認定基準に基づく廉自動車認定 自主撤去指導

ロール、通報等による放置自動車の現認

廃自動車に該当すると推定される場合は、警告書を貼付

(警告期間2週間)

事件性の有無について所轄警察署に照会

(ナンバープレートがない場合、廃自動車認定へ)



へ
基
準
の
考
え
方
〉

放
置
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
所
有
者
等
の

放
棄
の
意
思
の
推
定

｢ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
外
さ
れ
て
い
る
｣
等
の
四
項

目
の
う
ち
、
一
項
目
以
上
に
該
当
す
る
こ
と
で
、
1
の
推

定
が
行
え
る
も
の
と
し
て
い
る
。

2

放
置
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
客
観
的
状
況

自
動
車
の
外
形
的
な
状
況

(破
損
等
)
や
使
用
の
形
跡

の
状
況
等
の
一
一
項
目
の
う
ち
、
二
項
目
以
上
に
該
当
す

る
こ
と
で
、
2
の
確
認
が
行
え
る
も
の
と
し
て
い
る
。

以
上
の
考
え
方
に
よ
り
廃
自
動
車
に
該
当
す
る
か
杏
か

の
判
断
を
行
い
、
放
置
自
動
車
が
そ
の
本
来
の
用
に
供
す

る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
り
、
不
要
物
で
あ
る
こ
と
を

認
定
し
、
撤
去
の
妥
当
性
を
確
保
し
て
い
る
。

四

廃
自
動
車
認
定
等
嚢
員
会
に
つ
い
て

条
例
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
、
市
長
の
諮
問
に
応
じ
、
必

要
事
項
を
調
査
及
び
審
査
す
る
と
と
も
に
、市
長
に
対
し
、

意
見
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

学
識
経
験
者
、
関
係
業
界
･
行
政
団
体
の
代
表
等
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
前
項
で
述
べ
た

｢廃
自
動
車
認

定
基
準
の
策
定
｣
の
他
、
本
市
が
公
共
の
用
に
供
す
る
場

所
以
外
の
場
所

(民
有
地
等
)
へ
の
自
動
車
の
放
置
に
よ

り
安
全
の
確
保
等
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
の
認
定
及
び
そ
の
他
市
長
が
必

要
と
認
め
る
事
項
の
審
議
を
お
願
い
し
て
い
る
。

年
一
回
の
定
例
の
他
、
必
要
に
応
じ
開
催
さ
れ
る
。

五

撤
轟
の
実
績
の
動
向

撤
去
実
績

(表
参
照
)

2

撤
去
の
動
向

撤
去
台
数
に
つ
い
て
は
、
逓
減
傾
向
に
あ
る
。

｢自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
｣
の
施
行
に
伴
う
効
果
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
、
ユ
ー
ザ
ー
を
含
め
て
環
境
保
全
へ
の
意
識
が

定
着
し
て
き
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
鉄
需
要
の
増
大

等
の
外
的
要
因
も
否
め
ず
、
長
期
的
な
ト
レ
ン
ド
と
な
る

か
は
不
明
で
あ
る
。

穴

今
後
の
取
組
み
の
課
題

全
体
的
に
は
、
条
例
の
制
定
、
と
り
わ
け

｢廃
自
動
車

の
認
定
｣
の
考
え
方
に
よ
り
、
条
例
制
定
前
に
比
べ
迅
速

な
対
応
が
図
れ
て
い
る
。

自
主
撤
去
促
進
の
た
め
の
、
所
有

(使
用
)
者
の
追
跡

調
査
、
指
導
の
取
組
み
を
し
っ
か
り
行
う
べ
き
だ
と
い
う

課
題
が
あ
る
一
方
で
、
地
域
か
ら
は
早
急
な
対
応
に
対
す

る
強
い
要
望
が
あ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。

ま
た
、民
有
地
に
お
け
る
撤
去
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

必
要
性
や
土
地
管
理
者
の
処
理
の
可
否
等
を
慎
重
に
検
討

し
な
が
ら
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
緊
急
の
対
応
が
求
め
ら

れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

現
在
、
民
有
地
の
撤
去
に
つ
い
て

は
、
基
本
的
に
は
土
地
管
理
者
の
管

理
責
任
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
な
が
ら
、
土
地
管
理
者
で

の
対
応
が
困
難
で
あ
り
、
安
全
の
確

保
、
美
観
の
維
持
に
支
障
が
生
ず
る

場
合
に
は
、
本
市
で
の
撤
去
も
検
討

す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

民
有
地

に
お
け
る
撤
去
の
可
否
に
つ
い
て

は
、
個
別
ケ
ー
ス
ご
と
に

｢廃
自
動

車
認
定
等
委
員
会
｣
の
審
議
を
経
る

も
の
で
あ
る
が
、
頻
繁
に
委
員
会
の

開
催
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

放
置
に
よ
り
相
当
の
危
険
を
生

じ
る
場
合
や
周
辺
住
民
の
生
活
に

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
等
に

即
応
で
き
る
手
続
の
あ
り
か
た
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

条
例
に
基
づ
く
放
置
自
動
車
の

撤
去
業
務
は
比
較
的
新
し
い
事
業

で
あ
る
た
め
、
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
整
備
が
十
分
で
は
な
い
状
況
が

あ
り
、
今
後

｢廃
自
動
車
認
定
等

委
員
会
｣
で
の
審
議
を
重
ね
な
が

ら
、
課
題
の
整
理
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

表 廃自動車撤去実績

＼
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 ( 9月末)

撤去台 822台 821台 456台 307台 195台

“ 道ネマセ 2006.11



道行セ 2006.1

(

)

現
場
の
取
組
み
事
例

〔

)

〔

)
4

北
九
州
市
に
海
け
る

廉
置
卿
醐
藁
の
魂
状
に
つ
い
て

北
九
州
市
建
設
局
総
務
部
管
理
課

曲
北
九
州
市
に
お
け
る
放
置
自
動
車
の
状
況

放
置
自
動
車
は
、ま
ち
の
美
観
を
損
な
う
ば
か
り
で
な
く
、

公
共
の
場
所
の
機
能
の
低
下
や
通
行
の
障
害
と
な
り
交
通
事

故
を
誘
引
す
る
こ
と
も
あ
り
、
市
民
の
生
活
環
境
の
悪
化
、

良
好
な
都
市
環
境
の
形
成
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
。

放
置
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
市
民
や
警
察

か
ら
の
通
報
や
道
路
等
の
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
、
市
の
調
査

に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
。

北
九
州
市
の
放
置
自
動
車
の
処
理
実
績

(図
1
)
を
み

る
と
、
平
成
人
年
度
か
ら
平
成
一
二
年
度
ま
で
は
、
ほ
ぼ

横
ば
い
の
状
況
に
あ
り
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
平
成
一
五

年
度
に
か
け
て
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。
増
加
の
要
因
と
し

て
は
、
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
価
格
の
低
下
等
に
よ
る
使
用
済
自

動
車
の
処
理
の
有
償
化
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
平
成
一
六
、
一
七
年
度
に
お
い
て
は
、
対
前

以
上
の
状
況
を
背
景
に
自
動
車
の
放
置
、
不
法
投
棄
と

年
度
比
四
割
減
で
あ
り
、
か
な
り
の
減
少
と
言
え
る
。
こ

い
っ
た
不
適
正
な
処
理
が
減
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

の
要
因
に
つ
い
て
は
、次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

て
い
る
。

の
要
因
に
つ
い
て
は
、次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

①

平
成
一
七
年
一
月
に
本
格
施
行
さ
れ
た

｢使
用
済

自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
｣
(自
動
車

リ
サ
イ
ク
ル
法
)
に
よ
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
新

車
購
入
時
や
車
検
を
受
け
る
際
に
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
り
、
廃
車
時
に
登
録
処
理
業
者
が
使
用
済

自
動
車
の
引
取
り
を
行
っ
た
際
、
±
疋
期
間
内
に
情

報
管
理
セ
ン
タ
ー
に
電
子
報
告
を
行
い
、
当
該
セ
ン

タ
ー
が
使
用
済
自
動
車
の
廃
棄
か
ら
処
理
ま
で
を
一

元
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
o

②

鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
価
格
が
国
内
製
造
業
の
活
況
や
中

国
の
経
済
高
度
成
長
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
地
区
の
需
要

増
に
よ
り
高
騰
し
て
い
る
こ
と
o

三

雲
領
9
無
例
の
制
定
に
よ
る

放
置
自
動
車
対
策

ー

要
領
の
制
定

昭
和
四
八
年
三

月
一
日
に
市
の
管
理
す
る
道
路
の
保

全
と
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に

｢放
置
車

両
処
理
要
領
｣
を
制
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
放
置
自
動
車

対
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
要
領
の
適
用
対
象
地
は
市
の
管

理
す
る
道
路
に
限
っ
た
も
の
で
あ
り
、
道
路
以
外
の
場
所

に
あ
っ
て
は
引
き
続
き
民
事
に
よ
る
処
理
し
か
で
き
ず
、

撤
去
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
等
の
課
題
が



残
る
も
の
で
あ
っ
た
。

2

条
例
の
制
定

放
置
車
両
処
理
要
領
に
よ
る
道
路
上
の
放
置

自
動
車
の
処
理
の
経
験
を
踏
ま
え
、
｢市
の
美
観

を
維
持
し
、
良
好
な
都
市
景
観
の
形
成
を
図
る

と
と
も
に
、
市
民
の
快
適
な
生
活
環
境
を
確
保

す
る
こ
と
｣
を
目
的
と
し
て
、
平
成

一
二
年

一

二
月
一
三
日
に

｢北
九
州
市
放
置
自
動
車
の
発

生
の
防
止
及
び
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
｣

を
制
定
し
、
平
成

一
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
市
が
管
理
す
る
公
園
や
河
川

な
ど
道
路
以
外
の
場
所
で
も
処
理
が
で
き
る
こ

と
と
な
り
、
従
来
の
放
置
車
両
処
理
要
領
に
比

べ
適
用
対
象
地
が
広
が
っ
た
こ
と
や
、
廃
物
認

定
の
明
確
な
基
準
を
設
け
、
所
有
者
が
不
明
で

投
棄
が
明
ら
か
な
放
置
自
動
車
に
つ
い
て
、
廃

物
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
は
、
ゴ
ミ
と
し
て

廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
市
、
事
業
者
及
び
市
民
の
責
務
規
定

を
設
け
た
こ
と
に
よ
る
放
置
自
動
車
に
対
す
る

意
識
の
高
揚
や
、
罰
則
の
規
定
等
に
よ
る
自
動

車
の
放
置
に
対
す
る
抑
止
効
果
な
ど
、
放
置
自

動
車
に
対
す
る
有
効
な
取
組
み
を
多
面
的
に
行

う
こ
と
と
し
た
。

186

　

　　　

　　
　

-

鵺
142

H 16 H 17 年度H 12 H 13 H 14

223

H 109H

図 1 放置自動車処理実績 (平成8年度~平成l7年度)

量

放
置
自
動
車
の
処
理
の
流
れ

ー

｢北
九
州
市
放
置
自
動
車
の
発
生
の
防
止
及
び
適
正

な
処
理
に
関
す
る
条
例
｣
に
よ
る
処
理

市
の
区
域
内
で
放
置
さ
れ
た
自
動
車
を
発
見
又
は
通
報

(図
2
①
)
を
受
け
た
場
合
、
各
区
役
所
の
担
当
者
が
現

地
で
放
置
さ
れ
た
場
所
や
自
動
車
の
状
況
等
の
調
査

(図

2
②
)
を
行
う
。
こ
の
と
き
、
放
置
さ
れ
た
場
所
が
道
路
、

公
園
、
河
川
な
ど
公
共
の
場
所
で
あ
れ
ば
、
当
該
自
動
車

の
放
置
が
一
0
日
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
警
告
書
を
貼
付

(図
2
③
)
す
る
。

放
置
自
動
車
の
撤
去
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
所
有
者

等
が
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
警
察
等
関
係
機
関
に
所

有
者
等
の
解
答
云
(図
2
④
)
を
行
う
。
こ
の
と
き
放
置
自
動

車
が
盗
難
車
な
ど
警
察
関
係
法
規
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で

あ
れ
ば
所
轄
警
察
署
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。

調
査
の
結
果
、
所
有
者
等
が
判
明
し
た
場
合

(図
2
⑤
)

は
、
所
有
者
等
に
対
し
、
撤
去
指
導
、
勧
告

(図
2
⑥
)、

命
令

(図
2
⑦
)
を
行
い
、
従
わ
な
い
と
き
は
公
表

(図

2
⑧
)、
罰
則

(図
2
⑨
)
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
今

の
と
こ
ろ
撤
去
命
令
、
罰
則
ま
で
の
例
は
な
く
、
粘
り
強

い
撤
去
指
導
に
よ
り
所
有
者
等
が
移
動
し
て
い
る
。

ま
た
、
所
有
者
等
が
判
明
し
な
い
場
合

(図
2
⑩
)
は
、

｢放
置
自
動
車
廃
物
判
定
委
員
会
｣
が
作
成
し
た
廃
物
判
定

基
準
表
に
よ
り
廃
物
の
判
定
を
行
い
、
廃
物
認
定
さ
れ
た
も

の

(図
2
⑪
)
は
、
市
が
撤
去

(図
2
⑫
)
す
る
。
市
が
処
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ノ
′

る
な

!
き
令

り

で
法

あ

分
係

能
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り

処
関
し

機

等
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(

閑

③

⑭

条例に基づく処理フロー

半
1

　
　
　
　
　
　

、

所

公共の場所の場合

⑧公表

理
を
行
っ
た
後
所
有
者
等
が
判
明
し
た
場
合
は
、
処
理
に
要

し
た
費
用
を
当
該
所
有
者
等
に
請
求

(図
2
⑱
)
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

2

民
有
地
の
対
応

条
例
の
適
用
対
象
地
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

道
路
、
公
園
な
ど
市
が
管
理
す
る
公
共
の
場
所
に
限
っ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
民
有
地
に
つ
い
て
は
、

例
外
的
に
放
置
自
動
車
に
よ
り
市
民
の
生
活
環
境
に
著

し
い
障
害
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
、
市
が
土
地
所
有
者

等
の
同
意
を
得
て
、
条
例
の
手
続
に
そ
っ
て
処
分
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
い
う

｢市
民
の
生
活
環
境
に
著
し
い
障
害
が

生
じ
て
い
る
と
き
｣
と
は
、
私
道
で
一
般
交
通
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
、
｢放
置
自
動
車
等
が
市

民
の
通
行
等
に
対
し
て
著
し
い
障
害
を
与
え
て
い
る
と

認
め
る
と
き
｣
や

｢放
置
自
動
車
等
に
よ
り
道
路
の
視

界
が
妨
げ
ら
れ
る
等
、
道
路
交
通
に
影
響
を
与
え
て
い

る
と
認
め
る
と
き
｣
等
で
あ
る
。

し
か
し
、
市
民
の
生
活
環
境
に
著
し
い
障
害
が
生
じ

な
く
て
も
、
現
実
に
は
、
民
有
地
に
長
期
に
わ
た
り
自

動
車
を
放
置
さ
れ
、
土
地
所
有
者
等
が
迷
惑
を
こ
う
む

っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
市
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い

て
市
民
か
ら
通
報
や
相
談
が
あ
っ
た
場
合
、
必
要
に
応

じ
て
現
地
の
確
認
を
速
や
か
に
行
い
、
そ
の
上
で
、
土

地
所
有
者
等
が
適
切
な
対
応
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
処
理

手
続
き
の
助
言
、
関
係
法
令
の
説
明
、
警
察
等
の
関
係
機

関
の
紹
介
な
ど
、
側
面
か
ら
支
援
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
る
。

四

今
後
の
課
題

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
施
行
や
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
価
格

の
高
騰
に
よ
り
、
放
置
自
動
車
の
台
数
が
減
少
し
て
い
る

状
況
に
あ
る
が
、
車
検
切
れ
に
よ
る
放
置
、
盗
難
車
や
悪

質
業
者
に
よ
る
不
法
投
棄
な
ど
は
、
引
き
続
き
懸
念
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
条
例
に
基
づ
き
放
置
自
動
車
の
処
理
を
行

っ
て
い
る
も
の
の
、
所
有
者
等
の
調
査
の
手
続
や
所
有
者

等
に
対
す
る
撤
去
指
導
な
ど
に
時
間
を
要
し
、
放
置
自
動

車
の
発
見
の
通
報
を
受
け
た
後
も
近
隣
住
民
か
ら
引
き
続

き
苦
情
が
あ
が
る
こ
と
も
あ
り
、
放
置
自
動
車
の
発
見
か

ら
撤
去
ま
で
の
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て
、
課
題
の
一
つ
と

考
え
て
い
る
。

ま
た
、道
路
の
巡
視
や
啓
発
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

よ
り
多
く
の
人
の
市
民
や
事
業
者
に
、
条
例
の
周
知
や
土

地
管
理
者
等
が
自
動
車
を
放
置
さ
れ
な
い
よ
う
、
適
切
に

管
理
す
る
環
境
づ
く
り
も
必
要
と
考
え
て
い
る
。

今
後
と
も
、市
民
や
警
察
等
の
関
係
機
関
と
も
連
携
し
、

放
置
自
動
車
の
発
生
防
止
と
、
一
層
、
迅
速
な
処
理
に
努

め
て
参
り
た
い
。
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〔
一審
判
決
〕
平
成
一
七
年
一
一
月

一
日

静
岡
地
方
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の

瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て

い
る
こ
と
を
い
い
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
営

造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
個
別
的
に
判
断
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
自
転
車
走
行
中
、
十
分
な
幅
員

が
確
保
さ
れ
た
歩
道
脇
の
無
雲
血の
側
溝
に
転
落
し
た
原
告

が
、
道
路
管
理
者
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基

づ
き
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
を
取
り
上
げ
、
道
路

の
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
お
け
る

判
断
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

‐三 ′, .
　

　
　 　 　

一

事
案
の
概
要
篝

1

請
求

被
告
は
、
原
告
に
対
し
二
、
六
〇
六
万
円
及
び
こ
れ
に

対
す
る
本
件
事
故
の
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
年
五
分
の
割

合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

2

事
案
の
概
要

本
件
は
、
原
告
が
自
転
車
走
行
中
、
被
告
が
管
理
す
る

道
路
の
無
蓋
の
側
溝
に
転
落
し
怪
我
を
し
た
と
主
張
し

て
、
被
告
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
損

害
賠
償
金
の
支
払
と
こ
れ
に
対
す
る
事
故
の
日
か
ら
民
法

所
定
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め

た
事
案
で
あ
る
。

の

争
い
の
な
い
事
実

①

静
岡
県
藤
枝
市
小
石
川
町
県
道
藤
枝
大
井
川
線

(以
下

｢本
件
県
道
｣
と
い
う
。)
の
東
側
歩
道
脇
側

溝

(以
下

｢本
件
事
故
現
場
｣
と
い
う
。)
は
、
被

告
が
管
理
す
る
。

②

原
告
は
、
平
成

三
一年
三
月
五
日
午
後
八
時

一

〇
分
こ
ろ
、
自
転
車
を
運
転
し
て
本
件
事
故
現
場

を
南
か
ら
北
に
進
行
中
、
蓋
が
破
損
し
取
り
外
さ

れ
た
状
態
の
無
蓋
の
側
溝
部
分
に
転
落
し
、
顎
を

前
方
の
蓋
に
衝
突
さ
せ
、
下
顎
骨
骨
折
、
オ
ト
ガ

イ
、
下
唇
裂
傷
、
歯
牙
脱
臼
の
傷
害
を
負
っ
た

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
)。

③

原
告
は
、
上
記
傷
害
の
治
療
の
た
め
、
平
成

一

二
年
三
月
五
日
か
ら
同
年
四
月

一
七
日
ま
で
、
平

狙

　

　

成

一
四
年
二
月
二
五
日
か
ら
同
年
三
月
七
日
ま
で

2

そ
れ
ぞ
れ
藤
枝
市
立
病
院
口
腔
外
科
に
入
院
し
、

セ行

平
成

三
一年
四
月

一
人
日
か
ら
平
成
一
五
年
五
月

道

一
四
日
ま
で

(実
通
院
日
数
五
〇
日
)
同
病
院
に

46

冊
分
な
幅
員
が
確
保
さ
れ
た
歩
道
脇
の
無
蓋
の
側
溝
に
縮
げ
る

自
転
車
転
落
事
故
で
道
路
管
理
の
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

-
静
岡
県
道
自
転
車
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦



通
院
し
、
平
成
一
四
年
三
月
二
〇
日
か
ら
同
年
九
月

一
三
日
ま
で

(実
通
院
日
数
一
九
日
)
歯
科
医
院
に

通
院
し
た
。

二

主
な
争
点
と
当
事
者
の
主
張

1

主
な
争
点

争
点
ー

被
告
に
、
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
を
鐙
雲
皿の
ま

ま
放
置
し
た
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る
か
。

争
点
2

原
告
に
過
失
が
あ
る
か
。
過
失
相
殺
の
割
合
は

ど
の
程
度
か
。

2

当
事
者
の
主
張

獨

争
点
ー

被
告
に
、
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
を
無
蓋

の
ま
ま
放
置
し
た
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る
か
。

①

原
告
の
主
張

本
件
県
道
に
は
、
幅
昌
三

･
五
m
の
歩
道
が
設
置

さ
れ
て
お
り
、
側
溝
部
分
を
含
め
歩
行
者
の
通
行
や

自
転
車
に
よ
る
通
行
が
可
能
で
あ
る
。
自
転
車
が
歩

道
を
走
行
す
る
こ
と
は
、
歩
行
者
の
通
行
に
危
険
を

及
ぼ
す
よ
う
な
走
行
を
し
な
い
限
り
、
事
実
上
の
規

範
と
し
て
広
く
社
会
的
に
容
認
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、

自
転
車
や
歩
行
者
が
側
溝
上
を
通
行
す
る
こ
と
も
当

然
に
予
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
県
道
の
管

理
者
で
あ
る
被
告
は
、
こ
の
よ
う
な
側
溝
上
を
走
行

す
る
自
転
車
や
歩
行
者
が
あ
る
こ
と
を
予
測
し
て
、

危
険
が
及
ば
な
い
よ
う
側
溝
に
蓋
を
し
、あ
る
い
は
、

転
落
防
止
の
た
め
の
防
護
柵
を
設
置
す
る
等
の
適
切

な
管
理
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。

被
告
は
、
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
が
無
害
風の
ま
ま

で
あ
る
こ
と
を
放
置
し
、
何
ら
の
転
落
防
止
の
た
め

の
措
置
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
管
理
の
瑕
疵
が

あ
る
。

②

被
告
の
反
論

本
件
県
道
は
、
一
車
線
の
幅
員
二
･
八
m
の
片
側

一
車
線
の
道
路
で
あ
り
、
自
動
車
走
行
上
、
十
分
な

幅
員
の
あ
る
道
路
で
あ
る
。
本
件
県
道
に
は
両
側
に

歩
道
が
あ
り
、
東
側
歩
道
の
幅
員
は
二
･
五
m
で
あ

り
、
歩
行
者
の
み
な
ら
ず
自
転
車
で
走
行
す
る
に
も

十
分
な
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
歩
行
者
や
自
転

車
は
、
通
常
こ
の
歩
道
を
通
行
し
て
い
る
。
本
件
事

故
現
場
は
、
こ
の
歩
道
の
脇
に
あ
る
幅
約
七
0
m
の

側
溝
部
分
で
あ
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
こ
の
側
溝
は
、

も
っ
ぱ
ら
雨
水
等
の
排
水
を
目
的
と
し
、
歩
道
の
幅

員
確
保
の
た
め
に
側
溝
上
を
歩
行
者
や
自
転
車
が
通

行
す
る
こ
と
を
本
来
予
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
側
溝
を
自
転
車
で
走
行

す
る
こ
と
は
、
本
来
の
用
法
に
基
づ
く
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
原
告
は
、
道
路
交
通
法
-
七
条
、
一
人

条
に
違
反
し
て
歩
道
脇
の
側
溝
側
端
を
走
行
し
た
。

本
件
事
故
現
場
は
、側
溝
の
西
側
に
電
柱
が
あ
り
、

東
側
に
フ
ェ
ン
ス
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
間
わ

ず
か
八
三
m
程
度
の
隙
間
し
か
な
か
っ
た
。し
か
も
、

本
件
事
故
現
場
南
側
手
前
の
側
溝
上
に
は
、
隣
家
の

備
品
等
が
置
か
れ
、
事
実
上
も
側
溝
上
を
歩
行
者
や

自
転
車
が
通
行
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の

必
要
性
も
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
十
分
走

行
す
る
こ
と
が
可
能
な
歩
道
が
あ
る
の
に
、
上
記
の

電
柱
と
フ
ェ
ン
ス
の
隙
間
を
自
転
車
で
す
り
抜
け
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
記
の
と
お
り
こ
の
よ

う
な
走
行
を
す
る
必
要
性
は
な
ん
ら
な
く
、
常
識
的

に
は
考
え
ら
れ
な
い
走
行
を
し
た
。

本
件
事
故
現
場
に
は
、
電
柱
に
街
灯
が
設
置
さ
れ

て
お
り
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
県
道
に
は
相
当
量
の

通
行
車
両
が
あ
り
、
そ
の
ラ
イ
ト
等
に
よ
っ
て
、
本
件

事
故
現
場
の
状
況
が
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の

明
る
さ
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
本
件
事
故

現
場
の
側
溝
に
蓋
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
、

比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
、
原
告
が
本
件
事
故
を
回

避
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
。
我
が
国
の
現

在
の
道
路
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
市
街
化
区
域
内
の
舗
装

道
路
で
も
無
蓋
側
溝
や
一
部
部
分
だ
け
有
蓋
の
側
溝
は

珍
し
く
な
く
、
側
溝
上
を
自
転
車
で
通
行
す
る
原
告
と

し
て
は
、
蓋
の
有
無
を
注
視
し
て
連
行
上
の
安
全
を
確

認
し
な
が
ら
通
行
す
べ
き
で
あ
る
。

被
告
は
、
本
件
事
故
現
場
に
お
い
て
、
従
前
同
様

の
事
故
が
あ
っ
た
と
の
報
告
を
受
け
て
い
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
に
蓋
が

な
く
、
ま
た
、
転
落
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
な
か
っ

道イテセ 2006.



た
こ
と
は
、
何
ら
瑕
疵
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
い
。

自
転
車
で
通
行
す
る
者
は
、
通
常
、
側
溝
の
有
蓋

は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安

②

争
点
2

原
告
に
過
失
が
あ
る
か
。
過
失
相
殺
の
割

部
分
が
続
い
て
い
れ
ば
、
そ
の
-

も

淺
と

;

生

＼

｢

シ

刈
升
こ
ノ
L

合
は
ど
の
程
度
か
。

①

被
告
の
主
張

原
告
の
走
行
は
、道
路
交
通
法
に
違
反
す
る
こ
と
、

原
告
は
、
何
ら
の
必
要
性
が
な
く
、
常
識
的
に
は
考

え
ら
れ
な
い
側
溝
上
の
わ
ず
か
な
隙
間
を
す
り
抜
け

よ
う
と
し
た
こ
と
、
原
告
が
本
件
事
故
現
場
の
側
溝

に
蓋
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易

で
あ
っ
た
こ
と
、
わ
が
国
の
現
在
の
道
路
事
情
に
照

ら
せ
ば
、
原
告
は
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
側
溝
を

通
行
す
る
に
当
た
り
、
蓋
の
有
無
を
注
視
し
連
行
上

の
安
全
を
確
認
し
な
が
ら
通
行
す
べ
き
で
あ
る
の
に

こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
、以
上
の
原
告
の
過
失
が
あ
り
、

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
判
断
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
九

割
の
過
失
相
殺
を
す
べ
き
で
あ
る
。

②

原
告
の
反
論

自
転
車
が
歩
道
を
走
行
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
の

規
範
と
し
て
広
く
社
会
的
に
容
認
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
を
直
ち
に
違
法
視
す
べ
き
で
は
な
い
。

原
告
は
、
自
然
に
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
を
通
行

し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件

事
故
現
場
付
近
の
歩
道
に
は
歩
行
者
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
歩
道
や
側
溝
を
通
行
し
た
こ

と
は
、
な
ん
ら
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
く
、
原
告
に
過
失
は
な
い
。

部
分
が
続
い
て
い
れ
ば
、
そ
の
先
も
有
蓋
と
考
え
る

の
が
普
通
で
あ
り
、
原
告
も
こ
の
よ
う
に
考
え
て
走

行
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
非
難
さ
れ
る
い
わ

れ
は
な
い
。
被
告
が
転
落
防
止
措
置
を
施
す
こ
と
は

簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
本
件
事
故
現
場
付
近
は
、
夜
間
で
暗
く
、

ま
し
て
や
、
原
告
は
、
霊
婁
皿部
分
が
あ
る
と
は
予
測

し
て
い
な
い
か
ら
、
事
前
に
無
篝
血部
分
を
発
見
す
る

こ
と
は
、
困
難
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
側
溝
、
本
件
事
故
現
場
の
よ
う
に
電
柱
と

フ
ェ
ン
ス
に
は
さ
ま
れ
た
側
溝
で
あ
っ
て
も
、
自
転

車
や
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
転
落

防
止
等
の
措
置
を
と
る
の
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
被

告
の
基
本
的
義
務
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
被
告
の
過
失
相
殺
の
主
張
は
、

理
由
が
な
い
。

三

主
な
争
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

主

文
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
七
〇
〇
万
円
及
び
こ
れ
に
対

す
る
本
件
事
故
の
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
年
五
分
の
割
合

に
よ
る
金
員
を
支
払
え

ー

管
理
の
瑕
疵
の
有
無
に
つ
い
て

(争
点
1
)

①
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
い
う
営
造
物
の
設
置
又

全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
こ
の
判
断
に
当

た
っ
て
は
、
当
該
営
造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的

環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し

て
具
体
的
、
個
別
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

②
前
記
争
い
の
な
い
事
実
等
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
事

実
が
認
め
ら
れ
る
。

ア

本
件
県
道
は
、本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
い
て
、

ほ
ぼ
南
北
に
走
る
一
車
線
の
幅
員
約
二
･
八
m
の

片
側
一
車
線
の
道
路
で
あ
り
、
自
動
車
が
走
行
す

る
上
で
十
分
な
幅
員
の
あ
る
道
路
で
あ
る
。

本
件
県
道
の
本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、
両
側

に
歩
道
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
東
側
歩
道
の
幅
員
は
、

約
二
･
二
五
m
(緑
石
車
道
側
か
ら
の
距
離
)
で

あ
り
、
歩
行
者
の
み
な
ら
ず
自
転
車
で
走
行
す
る

に
も
十
分
な
幅
員
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歩

道
の
東
側
に
有
蓋
の
側
溝
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

上
記
歩
道
と
側
溝
の
蓋

(コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
)
と

は
、
ほ
と
ん
ど
高
低
差
が
な
い
。
本
件
県
道
、
上

記
歩
道
及
び
側
溝
は
、
本
件
事
故
現
場
付
近
で
は

ほ
ぼ
直
線
で
あ
る
。
本
件
事
故
現
場
付
近
は
、
市

街
地
で
あ
る
。

自
転
車
が
こ
の
歩
道
を
通
行
す
る
場
合
、
通
常

側
溝
部
分
で
は
な
く
、
こ
の
歩
道
部
分
を
通
行
し

て
い
る
。
本
件
事
故
現
場
は
、
こ
の
歩
道
の
東
側
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脇
に
あ
る
側
溝
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
側
溝
部
分

は
、
幅
約
七
0
m
、
深
さ
約
七
〇
皿
で
あ
り
、
本

件
事
故
当
時
、
本
来
あ
る
べ
き
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

の
蓋
一
個

(約
五
〇
皿
×
約
七
〇
皿
の
大
き
さ
の

も
の
)
が
損
壊
し
存
在
し
な
か
っ
た
。

本
件
事
故
現
場
は
、
側
溝
の
西
側
に
電
柱
が
あ

り
、
東
側
に
フ
ェ
ン
ス
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
そ

の
間
わ
ず
か
約
八
三
m
程
度
の
隙
間
し
か
な
か
っ

た
。
本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、
街
灯
が
設
置
さ

れ
て
い
た
。

イ

原
告
は
、
平
成
三

年
三
月
五
日
夜
、
自
転
車

で
自
宅
か
ら
カ
ラ
オ
ケ
に
行
く
途
中
、
本
件
事
故

現
場
付
近
で
ス
ナ
ッ
ク
を
営
む
知
人
を
見
舞
う
た

め
、本
件
事
故
現
場
手
前
で
本
件
県
道
を
横
断
し
、

そ
の
東
側
の
歩
道

･
側
溝
を
南
か
ら
北
に
向
か
っ

て
走
行
し
、
本
件
事
故
現
場
の
直
前
で
は
、
側
溝

を
通
行
し
て
い
た
が
、
同
日
午
後
八
時
一
〇
分
こ

ろ
、
前
記
電
柱
と
フ
ェ
ン
ス
で
は
さ
ま
れ
た
側
溝

を
通
り
抜
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
事
故
現

場
で
側
溝
の
蓋
が
な
か
っ
た
た
め
、
側
溝
に
転
落

し
た
。

ウ

本
件
事
故
現
場
で
、
本
件
事
故
以
前
に
転
落
事

故
が
発
生
し
た
こ
と
は
、
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

③
以
上
認
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
県
道
脇

に
存
在
す
る
有
蓋
側
溝
は
、
本
来
雨
水
等
の
排
水
を

目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
転
車

が
走
行
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
本
件

事
故
現
場
付
近
は
、
十
分
な
幅
員
の
歩
道
が
設
置
さ

れ
て
お
り
、
自
転
車
が
こ
の
歩
道
を
走
行
す
る
こ
と

に
支
障
が
な
く
、
特
に
本
件
事
故
当
時
、
歩
道
に
歩

行
者
は
な
く
、
原
告
が
歩
道
を
走
行
す
る
こ
と
に
何

ら
支
障
が
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
本
件
事
故
現
場
は
、

わ
ず
か
約
八
三
m
の
隙
間
部
分
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
側
溝
は
、
歩
道
に
接
し
、

こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
高
低
差
が
な
い
こ
と
、
以
上
認
定

の
こ
の
側
溝
の
位
置
、
構
造
等
に
よ
れ
ば
、
こ
の
側

溝
上
を
歩
行
者
は
も
ち
ろ
ん
、
自
転
車
が
通
行
す
る

に
格
別
の
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

(本
件

事
故
現
場
手
前
の
側
溝
上
に
備
品
等
が
置
か
れ
て
い

た
と
し
て
も
、そ
れ
は
側
溝
上
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、

本
件
事
故
現
場
付
近
の
側
溝
上
を
自
転
車
が
通
行
す

る
支
障
と
な
る
も
の
で
は
な
い
)、
歩
道
脇
に
設
置

さ
れ
た
有
蓋
の
側
溝
上
を
自
転
車
が
走
行
す
る
こ
と

は
、
経
験
上
あ
り
う
る
こ
と
、
自
転
車
が
道
路
交
通

法
の
規
定
に
違
反
し
て
歩
道
の
右
側
端
を
走
行
す
る

こ
と
も
、
経
験
上
あ
り
う
る
こ
と
、
以
上
の
諸
事
実

を
総
合
考
慮
す
る
と
、
上
記
有
蓋
側
溝
上
を
自
転
車

が
通
行
す
る
こ
と
は
、
通
常
予
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。な
お
、

本
件
事
故
前
に
本
件
事
故
現
場
で
転
落
事
故
が
発
生

し
た
と
の
報
告
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
何
ら
前

記
の
認
定
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
本
件
事
故
現
場
は
、
有
蓋
側
溝
の
う
ち
、

蓋
が
一
個
だ
け
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、
街
灯
が
あ
り
、
ま

た
、
原
告
が
運
転
し
て
い
た
自
転
車
等
の
照
明
も
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
に
蓋
が
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存
在
し
な
い
こ
と
を
容
易
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

る
程
度
の
明
る
さ
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
を
も
考
慮
す
る
と
、
自
転
車
で
本
件
事
故
現
場
付

近
の
側
溝
を
通
行
す
れ
ば
、
蓋
が
存
在
し
な
い
側
溝

部
分
に
転
落
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
、
本
件
事
故
現

場
の
側
溝
に
蓋
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の

通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

④
以
上
に
よ
る
と
、
前
記
側
溝
に
は
管
理
の
瑕
疵
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
、
被
告
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
一

項
に
基
づ
き
、
本
件
事
故
に
よ
っ
て
原
告
が
被
っ
た

損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
。

2

過
失
相
殺
の
可
否
･
程
度
に
つ
い
て

(争
点
2
)

①
前
記
認
定
の
と
お
り
、本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、

車
道
の
ほ
か
幅
員
約
二
･
二
五
m
の
歩
道
が
あ
り
、

こ
の
歩
道
は
、
自
転
車
で
通
行
す
る
に
十
分
な
幅
員

が
あ
る
こ
と
、
自
転
車
で
歩
道
を
通
行
す
る
場
合
、

通
常
こ
の
歩
道
部
分
を
通
行
し
、
歩
道
に
接
す
る
側

溝
部
分
を
通
行
し
な
い
こ
と
、
本
件
事
故
当
時
、
原



告
が
こ
の
歩
道
を
自
転
車
で
通
行
す
る
に
何
ら
支
障

し
た
が
っ
て
、
原
告
の
本
訴
請
求
は
、
上
記
の
限
度
で

は
な
か
っ
た
こ
と
、
側
溝
部
分
は
、
幅
約
七
〇
皿
に

す
ぎ
ず
、
有
蓋
の
構
造
で
あ
る
こ
と
、
特
に
、
本
件

事
故
現
場
は
、
電
柱
と
フ
ェ
ン
ス
に
挟
ま
れ
た
約
八

三
皿
の
間
隔
し
か
な
い
こ
と
、
原
告
が
こ
の
側
溝
部

分
を
通
行
し
た
の
は
、
ひ
っ
た
く
り
被
害
に
あ
わ
な

い
た
め
、
車
道
か
ら
一
番
遠
く
を
走
行
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
歩
道
と
側
溝
の
状

況
か
ら
す
れ
ば
、
ひ
っ
た
く
り
被
害
に
あ
わ
な
い
た

め
で
あ
っ
て
も
、
歩
道
を
通
行
す
れ
ば
足
り
、
側
溝

上
を
通
行
す
る
必
要
性
は
乏
し
い
こ
と
、
原
告
が
側

溝
上
を
通
行
し
た
こ
と
が
本
件
事
故
の
発
生
に
寄
与

し
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
点
を
総
合
す
る
と
、
原
告

が
側
溝
上
を
自
転
車
で
通
行
し
た
こ
と
は
、
本
件
損

害
賠
償
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
過
失
相
殺
を
す

べ
き
事
由
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

②
前
記
認
定
の
瑕
疵
の
内
容
等
と
原
告
の
上
記
過
失

を
比
較
す
る
と
、
原
告
の
損
害
額
か
ら
四
割
を
控
除

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

理
由
が
あ
り
、
そ
の
余
は
理
由
が
な
い
か
ら
、
主
文
の
と

お
り
判
決
す
る
。

4

結
論

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
国
家
賠
償

法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
金

と
し
て
、
七
七
〇
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
本
件
事
故
の

日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ

る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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当事者の主張及び裁判所の判断のポイント

原告の主張 被告の主張 裁判所の判断

争点
1

･ 県道の管理者である被告は、側溝
上を走行する自転車や歩行者がある
ことを予測して、 危険が及ばないよ

う側溝に藤をし、 あるいは、 転落防

止のための防護柵を設置する等の適
切な管理をするべき

･ 側溝は、 もっぱら雨水等の排水を
目的とし、 歩道の幅員確保のために

側溝上を歩行者や自転車が通行する
ことを本来予定しておらず、 側溝を
自転車で走行することは、 本来の用
法に基づくものではない。

･ 道路交通法17条、 選条に違反して
歩道脇の側溝側端を走行した。

･ 十分走行することが可能な歩道が
あるのに、 電柱とフェンスの隙間を

自転車ですり抜けようとしたもので
あるが、 常識的には考えられない走

行
･ 状況が確認することができる程度

の明るさがあり、 側溝に叢がないこ
とを確認することは、 比較的容易

･ 無蓋側溝や一部部分だけ右麓の側
溝は珍しくなく、側溝上を自転車で
通行する原告としては、 商の有無を
注視して運行上の安全を確認しなが

ら通行すべき

･ 側溝上を歩行者はもちろん、自転
車が通行するに格別の支障がない

甥 歩道脇に設置された有産の側溝上
を自転車が走行することは、経験上
ありうる

･ 自転車が道路交通法の規定に違反
して歩道の右側端を走行することも、
経験上ありうる

↓ (考慮)
◎上記右蓋側溝上を自転車が通行する

ことは、 通常予測することができる

･ 事故現場は、有蓋側溝のうち、蓋
が 1個だけ存在しなかった

･ 事故現場の側溝に淺が存在しない
ことを容易に発見することができる
程度の明るさであったとは認められ
ない

↓ (考慮)
◎ 自転車で事故現場付近の側講を通
行すれば、蓋が存在しない側溝部分
に転落する危険

◎ 事故現場の側搬が無蓋のままであ
ることを放置し、何らの転落防止の
ための措置をしていなかったから、
管理の瑕疵がある。

◎ 事故現場の側溝に蓋がなく、また、
転落防止措置を講じていなかったこ
とは、 何ら瑕疵にあたるものではな

し、。

◎ 事故現場の側溝に蓋が存在しなか
ったことば、 その通常有すべき安全

性を欠いていたといわざるを得ない。
◎ 前記側溝には管理の瑕疵がある

争点
2

･ 原告は、自然に事故現場の側溝を
通行したにすぎない。

･ 原告が歩道や側溝を通行したこと
は、 なんら歩行者の通行を妨げるも
のではなく、 原告に過失はない。

･ 自転車で通行する者は、 通常、 側
溝の右蓋部分が続いていれば、 その
先も有薇と考えるのが普通

･ 事故現場付近は、夜間で暗く、原
告は、 無蘂部分があるとは予測して
いないから、 事前に無畿部分を発見
することは、 困難

･ 事故現場のように電柱とフェンス
にはさまれた側溝であっても、 自転

車や歩行者が通行することを予測し
て、 転落防止等の措置をとるのが道

路管理者の基本的義務

･ 原告の走行は、道路交通法に違反
･ 原告は、 常識的には考えられない

側溝上のわずかな隙間をすり抜けよ
うとした

･ 側溝に蓋がないことを確認するこ
とは比較的容易であった

･ 側溝を通行するに当たり、 叢の有
無を注視し運行上の安全を確認しな
がら通行すべきであるのにこれを怠

った

･ 事故現場付近には、 車道のほか幅

員約2.26 m の歩道があり、 この歩道

は、自転車で通行するに十分な幅員
がある

･ 自転車で歩道を通行する場合、通
常この歩道部分を通行し、 歩道に接

する側濶部分を通行しない
･ 事故当時、原告がこの歩道を自転
車で遊行するに何ら支障はなかった

･ 事故現場は、 電柱とフェンスに挟
まれた約83cmの間隔しかない

･ 側溝上を通行する必要性は乏しい
･ 原告が側疣上を通行したことが事
故の発生に寄与している

◎ 被告の過失相殺の主張は、理由が
ない。

◎ これらを総合的に判断すれば、少
なくとも9割の過失相殺をすべき

◎ 原告が側溝上を自転車で通行した
ことは、過失相殺をすべき事由に該
当するというべきである。

◎ 瑕疵の内容等と原告の過失を比較
すると、原告の損害額から4割を控
除するのが相当
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艦れ鬱鰺廳蠣

『趾
毛
か
る
た
｣
と
飜
馬
県

◆
は
じ
め
に

こ
ん
に
ち
は
、
群
馬
県
東
京
事
務

所
の
青
木
と
申
し
ま
す
。
地
元
を
離

れ
て
と
ん
び
会
員
と
な
っ
て
、
半
年

が
経
ち
ま
し
た
。
ま
だ
、
ほ
ん
の
短

い
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国

土
交
通
省
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
各

都
道
府
県
･
政
令
市
の
方
々
に
は
日

頃
大
変
お
世
話
に
な
り
、
こ
の
場
を

借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
今
回

｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ

J
｣
へ
の
寄
稿
と
い
う
貴
重
な
機
会

を
い
た
だ
き
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

書
け
ば
よ
い
か
と
考
え
た
と
こ
ろ
、

や
は
り
群
馬
県
と
い
う
と
こ
ろ
を
知

っ
て
い
た
だ
く
の
が

一
番
だ
と
思

い
、
群
馬
県
人
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

(
?
)
で
あ
る

｢
上
毛
か
る
た
｣

(鯖
群
馬
文
化
協
会
)
を
取
り
上
げ

群
馬
県
東
京
事
務
所

青
木

健
二

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し

た
。上

毛
か
る
た
は
、
将
来
の
日
本
を

担
う
小
さ
な
子
供
た
ち
に
、
郷
土
の

歴
史
、
人
物
、
名
所
、
名
品
な
ど
を

よ
く
知
り
郷
土
を
愛
し
て
も
ら
う
よ

う
願
っ
て
、
昭
和
二
二
年
に
発
行
さ

れ
た
か
る
た
で
す

(写
首
鳶

冬
の
寒
い
時
期
に
な
る
と
、
県
内

の
多
く
の
小
学
校
や
自
治
会
が
恒
例

行
事
と
し
て
、
上
毛
か
る
た
大
会
を

行
っ
て
お
り
、
子
供
達
は
小
さ
い
頃

か
ら
ほ
と
ん
ど
の
札
を
暗
記
し
て
い

ま
す
。

最
近
も
各
地
の
文
化
等
を
調
べ
る

テ
レ
ビ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
群
馬

県
人
と
話
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た

ら
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
句
で
記

憶
具
合
を
試
し
て
み
て
下
さ
い
。
ほ

と
ん
ど
の
人
が
言
え
る
と
思
い
ま
す

主よ
。こ

の
よ
う
に
｢上
毛
か
る
た
｣
は
、

遊
び
の
中
で
自
然
に
郷
土
の
知
識
が

身
に
付
く
と
て
も
よ
い
教
材
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
低
学

年
の
う
ち
に
覚
え
て
し
ま
う
た
め
、写真 上毛かるた

意
味
は
解
ら
ず
音
だ
け
が
頭
に
入
っ

て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
あ
と
か

ら
見
直
し
て
、
｢あ
あ
、
こ
う
い
う

意
味
だ
っ
た
ん
だ
ぁ
｣
と
感
動
す
る

こ
、と
も
:
0

で
は
、
｢上
毛
か
る
た
｣
と
絡
め
な

が
ら
、
群
馬
県
の
道
路
事
情
等
を
紹

介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
県
人
口

◎

｢力
あ
わ
せ
る
二
〇
〇
万
｣

群
馬
県
の
人
口
は
平
成
一
八
年
九

月
一
日
現
在
で
、
約
二
〇
二
万
人
。

微
滅
傾
向
に
あ
り
、
二
0
~
三
0
年

後
に
は
一
0
%
程
度
の
減
少
が
見
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
読
み
札
の
数
字
は
発
行
年
に

よ
っ
て
変
化
し
て
お
り
、
初
版
時
に

は
｢
一
六
〇
万
｣
で
し
た
。
そ
の
後
、
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昭
和
四
人
年
、
昭
和
五
三
年
、
旧
和

戦
は
働

"ソ

、て
を

五
九
年
と
一
〇
万
ず
つ
増
加
し
、
平

◇

%
沁
剛

※施策によって達成される市町村のうち、平成
15年度以降合併のあった市町村については、
計画策定当時の市町村名の前に =日｣を付け

き 高速道路インターチェンジ

道行セ 20061

五
九
年
と
一
〇
万
ず
つ
増
加
し
、
平

成
六
年
に
現
在
の

｢二
〇
〇
万
｣
と

な
り
ま
し
た
。

昭
和
四
四
年
生
ま
れ
の
私
が
覚
え

を
　
　
　

造
備
高
線

速
整
城
幹

高
要
地
新

　
　

　
　

　
　

　　

で
で

達
併
の

点
点

て
合
時

つ
降
当
o

現
現

よ
以
定
す

に
度
策
ま

う
-○

策
年
画
い

　
　
　
　

　

　

　

　　
　
　
　
　

　　
　　

東北自動車道

た
の
は

｢
一
七
○
万
｣
で
し
た
が
、

例

高
学
年
に
な
っ
て
か
ら

｢新
し
い
の

凡

総
霊

は
一
八
〇
万
な
ん
だ
っ
て
さ
｣
と
い

う
会
話
を
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

す
。ま

た
コ
九
o
万
｣
に
戻
そ

し

達さ
≦鐐
※
鎚

蟻
遂

群

C
濃逕

-も

ミ
ゾ

ま
ぅ

･

“
、孑

:
･

鞭
毬
㈱

鰯
臟も
搬
※

に
く
シ

圏
が

協
き

磁

　　

　

美
も
浪
‘
下
仁
田
℃

◆
県
内
の
幹
線
交
通

◎

｢
つ
る
舞
う
形
の
群
馬
県
｣

　

　
　

　

　　

長

/ぐ

上信越自動車道

　
　
　　
　

　
　

　
　
　　
　

、ミ
ヘC

佐

　　
　

＼
部
の

,
東
湯

絵
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
県
の
形

を

｢大
き
く
羽
を
広
げ
て
空
を
舞
う

と
は
言
え
ま
せ
ん
!

り
ま
す
。

で
長
野
新
幹
線
が
長
野
県
へ
向
か
い

鶴
の
姿
｣
に
例
え
て
い
ま
す
。
こ
の

そ
し
て
、
県
の
全
体
図
に
幹
線
交

上
越
新
幹
線
が
新
潟
県
ま
で
縦
断

ま
ず
。
高
崎
駅
~
東
京
駅
間
を
約
一

札
を
言
え
な
か
っ
た
ら
、
群
馬
県
民

通
網
を
表
示
し
た
も
の
が
右
図
に
な

し
、
高
崎
駅
か
ら
枝
分
か
れ
す
る
形

時
間
で
結
ん
で
お
り
、
こ
の
お
か
げ

図 群馬県幹線交通網図



で
｢群
馬
に
住
ん
で
都
心
に
勤
め
る
｣

◆
上
毛
三
山

こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
わ
た
し
も
、
ほ
ぼ
毎
日
群
馬

に
帰
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
速
道
路
が
新
幹
線
と
並

行
す
る
よ
う
に
縦
横
に
走
っ
て
い
ま

す
。
東
京
~
新
潟
間
を
結
ぶ
関
越
自

動
車
道
、
藤
岡
か
ら
分
岐
し
て
長
野

県
へ
続
く
上
信
越
自
動
車
道
、
そ
し

て
栃
木
県
、
茨
城
県
に
向
け
て
建
設

中
の
北
関
東
自
動
車
道
で
す
。

北
関
東
自
動
車
道
は
、
平
成
二
四

年
三
月
ま
で
に
全
線
開
通
の
見
通
し

で
、
北
関
東
の
連
携
強
化
に
大
き
な

期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
県

は
、
日
本
の
南
北
と
東
西
の
結
節
点

で
交
通
の
要
衝
地
と
い
う
有
利
な
立

地
条
件
に
恵
ま
れ
、
無
限
の
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

ま
た
、
県
で
は

｢幹
線
交
通
乗
り

入
れ
三
〇
分
構
想
｣
を
打
ち
出
し
て

お
り
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
高
速
道

路
や
新
幹
線
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
整

備
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

◎

｢裾
野
は
長
し
赤
城
山
｣

◎

｢登
る
榛
名
の
キ
ャ
ン
プ
村
｣

　
　
　
　

　

　　

　

　

　

　

　　
　
　

　　
　　

◎

｢紅
葉
に
映
え
る
妙
義
山
｣

赤
城
山
、
榛
名
山
、
妙
義
山
は
県

民
か
ら
親
し
み
を
込
め
て
上
毛
三
山

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山

頂
に
続
く
県
道
は
、
こ
の
時
期
の
週

末
に
は
紅
葉
を
楽
し
む
ド
ラ
イ
ブ
客

で
賑
わ
い
ま
す
。

ま
た
、
某
有
名
カ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン

漫
画
や
ゲ
ー
ム
等
に
よ
っ
て
、
峠
の
ワ

イ
ン
デ
ィ
ン
ロ
ー
ド
と
し
て
も
有
名
に

な
り
ま
し
た
。
劇
中
で
は
榛
名
山
-
秋

名
山
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

赤
城
、
妙
義
は
実
名
で
登
場
し
ま
す
。

い
わ
ゆ
る

｢走
り
屋
｣
が
夜
中
に

無
謀
な
運
転
を
繰
り
返
す
事
態
も
あ

り
ま
し
た
が
、
交
通
管
理
者
、
道
路

管
理
者
に
よ
る
対
策
に
よ
り
、
現
在

は
落
ち
着
い
た
状
況
を
取
り
戻
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
車
好
き

･
漫
画
好
き
の

人
達
の
間
で
は
現
地
視
察
ツ
ア
ー
が

密
か
な
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
お
り
、
今

で
も
多
く
の

｢道
路
目
当
て
｣
の
観

光
客
が
現
地
に
や
っ
て
き
ま
す
。
映

画
撮
影
に
使
わ
れ
た
渋
川
市
内
の
豆

腐
屋
さ
ん

(知
ら
な
い
方
に
は
何
の

こ
と
だ
か
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
豆
腐
屋
の
息
子
が
主
人
公
な
の

で
す
)
は
、
撮
影
時
に
使
わ
れ
た
看

板
の
ま
ま
営
業
を
し
て
お
り
、
店
主

が
撮
影
時
の
様
子
な
ど
を
聞
か
せ
て

く
れ
る
そ
う
で
す
。

県
内
で
は
い
ま
だ
に

｢
ハ
チ
ロ
ク

レ
ビ
ン

･
ト
レ
ノ
｣
を
よ
く
見
か
け

ま
す
。
好
き
な
方
は
ぜ
ひ
い
ら
し
て

み
て
下
さ
い
。

◆
観
光
･
文
化
資
源

◎

｢伊
香
保
温
泉
日
本
の
名
湯
｣

◎

｢草
津
よ
い
と
こ
薬
の
出
湯
｣

　
　　　　

　

　　

58 道行セ 2006.1



群
馬
の
温
泉
は
、
メ
ジ
ャ
ー
ど
こ

ろ
か
ら
隠
れ
た
名
湯
ま
で
、
数
え
上

げ
た
ら
キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
関
東

近
郊
の
皆
さ
ん
か
ら
は

｢冬
の
温
泉

と
ス
キ
ー
｣
で
支
持
を
頂
い
て
い
ま

す
が
、
『温
泉
と
い
え
ば
群
馬
県
-
』

と
全
国
的
に
言
わ
れ
る
こ
と
を
目
指

し
て
観
光
P
R
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
土
交
通
省
の
施
策
と
連

携
し
て
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
誘
致
に
も
力

を
入
れ
て
お
り
、
ア
ジ
ア
に
向
け
て

ツ
ア
ー
を
発
信
し
、
受
け
入
れ
態
勢

も
整
え
て
い
ま
す
。

海
外
か
ら
の
お
客
さ
ん
に
も
、
ぜ

ひ
冬
の
草
津
湯
畑
を
見
て
も
ら
い
た

い
で
す
。
も
う
も
う
と
上
が
る
湯
気

に
包
ま
れ
た
湯
烟
は
一
見
の
価
値
あ

り
で
ず
。

◎
｢仙
境
尾
瀬
沼
花
の
原
｣

唱
歌

｢夏
の
思
い
出
｣
で
全
国
的

に
有
名
に
な
っ
た
尾
瀬
ヶ
原
で
す
。

日
光
国
立
公
園
か
ら
の
分
離
、
単
独

公
園
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

新
潟
県
、
福
島
県
と
の
県
境
に
位

置
し
、
登
山
口
ま
で
は
関
越
自
動
車

道
沼
田
I
C
か
ら
車
で
二
時
間
程
度

を
要
し
ま
す
。
尾
瀬
は
、
日
本
の
環

境
保
護
運
動
の
原
点
と
し
て
、
自
然

環
境
保
護
を
優
先
し
、
マ
イ
カ
ー
規

制
等
に
よ
り
入
山
者
を
減
ら
す
方
向

で
施
策
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
地
元

の
観
光
業
と
の
バ
ラ
ン
ス
取
り
が
難

し
い
と
こ
ろ
で
す
。

◎

｢日
本
で
最
初
の
富
岡
製
糸
｣

県
西
部
の
富
岡
市
内
に
あ
る

｢旧

官
営
富
岡
製
糸
場
｣
が
保
存
さ
れ
て

お
り
、
工
場
跡
を
含
め
た
一
三
ヵ
所

の
建
造
物
や
天
然
記
念
物
に
よ
る

｢養
蚕

･
製
糸

･
織
物
に
か
か
る
文

化
遺
産
群
｣
と
し
て
、
近
代
産
業
の

世
界
遺
産
登
録
を
目
指
し
て
い
ま

す
。

◆
お
わ
り
に

紹
介
し
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
が
、
ヘ
タ
な
文
章
で
誌
面
を

占
用
し
つ
づ
け
て
は
申
し
訳
な
い
の

で
、
こ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
紹
介
に
は
現
地

の
写
真
を
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
、
ご

自
身
の
目
で
群
馬
県
を
見
て
、
感
じ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
付
き
合
い
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
回
以
降
の
と

ん
び
に
勇
気
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
幸
い
で
す
。

今
後
と
も
、
群
馬
県
東
京
事
務
所

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
!
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寵れ鬱◎鱗嶬

略
画
電
嘩
が
走
る
衞

『長
崎
』

◆
は
じ
め
に

近
年
、
路
面
電
車
が
大
き
く
脚
光

を
浴
び
て
い
ま
す
。

本
年
四
月
に
開
業
し
た
富
山
ラ
イ

ト
レ
ー
ル
を
は
じ
め
、
国
内
の
数
都

市
に
お
い
て
路
面
電
車
導
入
の
検
討

が
な
さ
れ
て
お
り
、
国
か
ら
は
、
次

世
代
型
路
面
電
車

(L
R
T
)
の
整

備
方
針
や
、
積
極
的
な
導
入
支
援
策

が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
単
に
自
家
用
車
か
ら
公

共
交
通
機
関
へ
の
転
換
に
よ
る
交
通

渋
滞
解
消
を
図
る
た
め
だ
け
の
も
の

で
は
な
く
、路
面
電
車
が
持
つ
特
長
、

す
な
わ
ち
環
境
負
荷
が
小
さ
い
こ
と

や
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
容
易
な
こ

と
、
整
備
の
た
め
の
初
期
投
資
が
比

較
的
低
い
こ
と
、
さ
ら
に
今
後
、
コ

ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

長
崎
県
東
京
事
務
所

平
井

晴
也

上
で
、
非
常
に
適
し
た
交
通
機
関
で

あ
る
と
な
ど
か
ら
、
路
面
電
車
が
、

日
本
の
各
都
市
が
抱
え
て
い
る
様
々

な
課
題
に
対
応
で
き
る
可
能
性
を
持

っ
た
公
共
交
通
機
関
と
し
て
、
見
直

さ
れ
て
い
る
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。

先
日
、
長
崎
市
に
お
い
て

｢第
八

回
全
国
路
面
電
車
サ
ミ
ッ
ト
｣
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
こ
の
サ
ミ
ッ
ト
の
内
容

や
長
崎
に
お
け
る
路
面
電
車
の
現
状

な
ど
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

◆
長
崎
の
路
面
電
車

長
崎
の
路
面
電
車
は
、
日
本
発
祥

の
地
で
あ
る
京
都
で
の
開
業
か
ら
二

〇
年
あ
ま
り
後
の
、
大
正
四
年

(
一

九

一
五
年
)、
長
崎
電
気
軌
道
株
式

会
社
に
よ
っ
て
三
･
七
知
の
区
間
で

開
通
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
九
〇

年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
こ
と
に
な
り

ま
す
。
昭
和
二
〇
年

(
一
九
四
五
年
)

の
原
爆
に
よ
る
壊
滅
的
被
害
や
、
昭

和
五
七
年
の
長
崎
大
水
害
に
よ
る
甚

大
な
被
害
を
乗
り
越
え
、
現
在
、
一

一
･
五
皿
の
路
線
で
一
日
平
均
約
五

五
、
O
O
〇
人
、
年
間
約
二
、
O
O

0
万
人
の
乗
客
を
運
ぶ
、
長
崎
市
民

の
貴
重
な
足
と
し
て
、
現
在
に
至
っ

て
お
り
ま
す

(図
1
)。

長
崎
の
路
面
電
車
の
特
徴
と
し
て

は
、
ま
ず
、
日
本
一
の
運
賃
の
安
さ

(
一
〇
0
円
の
均
一
運
賃
)
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
こ
の
運
賃
は
、
二
〇
年

以
上
も
値
上
げ
を
し
て
お
ら
ず
、
し

か
も
こ
の
運
賃
で
黒
字
の
経
営
を
維

持
し
続
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

、

赤
迫

　　　
　

長
崎
大
学
前

埜
岩
屋
橋

浦
上
車
庫
前

筵
大
橋

松
山
町

　

　
　
　

　　
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

県立美術博物館 永井隆記念館ぞ髪騒霰繋蹴
-本職 平和公園

,浦上天主堂

シーれレト記念館
蛍茶屋

　
　　

　　五
島
町

　　　　　　
天主堂

　

図
施

6

線
光

2

路
観

2

車
な

ネ一丁

電
主

イ道

と
設

〔"〕

図

6

西から東から



ま
た
、
個
性
的
な
車
両
が
多
い
の

も
大
き
な
特
徴
で
す
。
全
国
各
地
で

活
躍
し
て
い
た
車
両
を
当
時
の
色
･

ス
タ
イ
ル
で
走
ら
せ
て
い
る
も
の
も

多
く

(写
真
1
)、
車
両
全
面
に
広

告
を
描
い
た

｢カ
ラ
ー
電
車
｣
(写

真
2
･
3
)、
造
花
や
電
飾
で
装
飾

し
た
広
告
専
用
の

｢花
電
車
｣
(写

真
4
)
な
ど
、
道
行
く
人
々
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
時

期
に
な
る
と
ビ
ー
ル
飲
み
放
題
の

　

　

　

　電

　　
　

　

^

台月写真 1 旧熊本市電600形

三
朧
,

‘

“
車鴫

電写真 2 カラー電車

｢ビ
ー
ル
電
車
｣
な
ど
も
登
場
し
ま

す
。
最
近
で
は
、
美
し
い
フ
ォ
ル
ム

の
超
低
床
路
面
電
車
も
登
場
し
て
い

ま
す

(写
真
5
)。

こ
れ
ま
で
路
面
電
車
が
、
長
崎
市

街
地
に
お
け
る
重
要
な
交
通
機
関
で

あ
り
続
け
た
の
に
は
、
以
下
の
よ
う

な
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

･
階
段
を
使
わ
な
い
乗
降
や
ワ
ン
コ

イ
ン
料
金
な
ど
、
非
常
に
手
軽
で

あ
る
こ
と
。

定
時
性
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
慢

性
的
な
交
通
渋
滞
に
悩
ま
さ
れ
て

い
る
長
崎
市
街
地
に
と
っ
て
、
目

的
地
ま
で
の
所
要
時
間
が
計
算
で

き
る
数
少
な
い
交
通
手
段
で
あ
る

こ
と
0

ほ
と
ん
ど
の
観
光
施
設
や
、
主
要

な
公
共
施
設
･
商
業
施
設
な
ど
を

網
羅
し
て
い
る
こ
と
。

路
線
の
配
置
が
、
市
街
地
内
に
コ

ン
パ
ク
ト
に
ま
と
ま

っ
て
お
り
、

　

　

　

　行

　　　

　

写真4 花電車

写真3 カラー電車

写真5 超低床路面電車3000形



効
率
性
が
高
い
こ
と
o

･
路
面
電
車
の
走
る
姿
や
そ
の
音

が
、
長
崎
の
街
の
イ
メ
ー
ジ
に
不

可
欠
で
あ
る
程
、
観
光
資
源
と
し

て
も
定
着
し
て
お
り
、
単
な
る
移

動
手
段
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ

1と
0

･
何
よ
り
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る

こ
と
。
ま
た
、
県
内
外
に
根
強
い

愛
好
家
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
。

日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
路
面
電

車
の
最
盛
期
で
あ
る
約
七
〇
年
前
と

比
較
す
る
と
、
軌
道
延
長
が
約
1
/

6
に
ま
で
減
少
し
て
お
り
ま
す
。
多

く
の
都
市
で
は
、
高
度
経
済
成
長
に

伴
う
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展

に
よ
り
、
軌
道
が
車
道
へ
と
切
り
替

え
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
大
都
市
に

お
い
て
は
、都
市
の
成
長
と
と
も
に
、

地
下
鉄
や
モ
ノ
レ
ー
ル
、
新
交
通
シ

ス
テ
ム
へ
の
移
行
な
ど
公
共
交
通
機

関
の
様
相
も
著
し
く
変
化
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
他
都
市
と
比
較

し
て
車
社
会
の
到
来
が
遅
か
っ
た
の

か
、
都
市
の
成
長
が
鈍
か
っ
た
の
か

は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
長
崎
の

路
面
電
車
が
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
、
実
に
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ
た

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

◆
長
崎
県
の
取
組
み

こ
れ
ま
で
路
面
電
車
の
電
源
は
、

ほ
と
ん
ど
の
軌
道
区
間
に
お
い
て
、

幹
線
道
路
の
歩
道
の
電
柱
か
ら
引
い

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
道
路
上

空
に
は
電
線
が
縦
横
断
的
に
張
り
巡

ら
さ
れ
、
道
路
全
体
に
閉
塞
感
を
持

《事業後》

写真 6 センターポール化事業の前後

た
せ
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
平
成
人
年
度
か

ら
、
国
庫
補
助
事
業
で

あ
る
電
線
共
同
溝
整
備

事
業
に
よ
り
、
無
電
柱

化
と
併
せ
た
セ
ン
タ
ー

ポ
ー
ル
事
業
が
着
手
さ

れ
ま
し
た

(写
真
6
)。

現
在
、
計
画
延
長
約
三

如
の
軌
道
区
間
の
は
と

ん
ど
が
セ
ン
タ
ー
ポ
ー

ル
化
さ
れ
て
お
り
、
開

放
感
に
満
ち
た
、
見
ち

が
え
る
ほ
ど
美
し
い
街
並
み
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

◆
全
国
路
面
電
車
サ
ミ
ッ
ト

平
成
一
八
年
一
〇
月
二
二
日
か
ら

三
日
間
、
長
崎
市
に
お
い
て

｢第
八

回
全
国
路
面
電
車
サ
ミ
ッ
ト
長
崎
大

会
｣
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
サ

ミ
ッ
ト
は
、
国
や
各
自
治
体
、
路
面

電
車
の
事
業
者
、
愛
好
支
援
団
体
な

ど
が
一
同
に
会
し
、
路
面
電
車
な
ど

の
公
共
交
通
の
あ
り
方
や
ま
ち
づ
く

り
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
を
趣
旨

と
し
た
も
の
で
す
。

全
国
の
路
面
電
車
が
存
在
す
る
都

市
で
、
ほ
ぼ
三
年
に
一
回
の
割
合
で

開
催
さ
れ
て
お
り
、
平
成
五
年
の
札

幌
市
開
催
か
ら
数
え
て
、
今
回
の
長

崎
市
が
八
回
目
と
な
り
ま
し
た
。

一
日
目
は
、
国
土
交
通
省
道
路

局
ゞ
繩
田
道
路
経
済
調
査
室
長
か

ら
、
｢都
市
交
通
基
盤
と
し
て
の
路

面
電
車
｣
と
題
し
て
ご
講
演
い
た
だ

き
、
引
き
続
き
、
長
崎
電
気
軌
道
㈱

社
長
を
交
え
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
に
よ
り
、
長
崎
に
お
け
る
路
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暮熟
れ .･一志--- - 一

¥
ここね　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

面
電
車
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
議

論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
路
面

電
車
愛
好
支
援
団
体
報
告
や
、
同
団

図 2 全国路面電車サミット長崎大会 告知ポスター

体
の
総
会
な
ど
も
行
わ
れ
て
お
り
ま

す
。二

日
目
は
、
簡
日
本
旅
行
業
協

会
･
梅
田
春
美
理
事
長

(前
国
土
交

通
省
鉄
道
局
長
)
か
ら
、
｢L
R
T

の
整
備
に
つ
い
て
｣
の
ご
講
演
を
い

た
だ
き
、
全
国
路
面
軌
道
連
絡
協
議

会
報
告
の
あ
と
、
｢公
共
交
通
の
連

携
と
ま
ち
づ
く
り
｣
と
題
し
た
フ
ォ

ー
ラ
ム
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
日
は
特
別
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
車

庫
の
見
学
会
や
電
車
パ
レ
ー
ド
も
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
終
日
の
三
日
目
は
、
路
面
電
車

を
利
用
し
た
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

会
場
は
、
市
民
や
愛
好
家
、
関
係

者
な
ど
で
埋
め
つ
く
さ
れ
、
路
面
電

車
の
今
後
の
展
望
や
公
共
交
通
の
発

展
、
こ
れ
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り

の
方
策
な
ど
、
活
発
な
議
論
が
な
さ

れ
、
実
に
有
意
義
な
大
会
と
な
り
ま

し
た
。

◆
お
わ
り
に

長
崎
市
内
に
お
い
て
は
、
路
面
電

車
の
延
伸
、
と
り
わ
け
市
街
地
北
部

へ
の
延
伸
を
望
む
声
も
聞
か
れ
ま
す

が
、
軌
道
を
敷
設
す
る
た
め
の
道
路

拡
幅
や
自
動
車
か
ら
の
転
換
な
ど
、

厳
し
い
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
状
況

で
す
。

し
か
し
、
現
存
す
る
路
面
電
車
の

重
要
性
に
つ
い
て
は
異
論
の
余
地
が

な
く
、
こ
れ
か
ら
長
崎
の
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
上
で
、
無
く
て
は

な
ら
な
い
長
崎
の

｢顔
｣
と
し
て
、

ま
た
長
崎
市
民
や
来
訪
者
の

｢足
｣

と
し
て
、
今
後
も
大
い
に
活
躍
し
て

ほ
し
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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ま
ち

(衡
)
⑭
賑
わ
い
を
取
り
戻
す
た
め
に

j

『道
を
活
用
し
た
社
会
実
験
』
を
終
え
て
i

佐

賀

市

産

業

部

街

づ

く

り

推

進

課

長

〕池
田

=
“

岡
刑

特
定
非
営
利
活
動
法
人

佐
賀
県
C
S
O
推
進
機
構
理
事
･
事
務
局
長

石
二崎

方
“約規

一
命
、
佐
賀
市
の
街
は

る
o

佐
賀
市
の
中
心
市
街
地
を
歩
く
人
が
、
目
に
見
え
て
減

少
し
始
め
た
の
は
、
平
成
四
年
南
部
バ
イ
パ
ス

(佐
賀
市

の
市
街
地
を
取
り
込
む
環
状
線
の
一
つ
)
に
大
型
複
合
商

業
施
設
が
で
き
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
以
後
一
貫
し
て
減
少

を
続
け
、
平
成
一
八
年
は
ピ
ー
ク
だ
っ
た
昭
和
六
〇
年
の

1
/
4
以
下
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

佐
賀
市
で
は
、
昭
和
五
五
年
か
ら
毎
年
中
心
市
街
地
の

三
一力
所
で
、
七
月
の
最
終
木
金
土
日
の
四
日
間
九
時
0

0
分
~
一
人
時
0
0
分
ま
で
、
目
の
前
を
通
過
す
る
歩
行

者
と
自
転
車
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
い
う
方
法
で
通
行
量
調

査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
元
の
県
立
佐
賀
商
業
高
校

と
佐
賀
商
工
会
議
所
が
共
同
で
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ

中
心
市
街
地

(佐
賀
市
の
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計

画
の
中
で
一
七
四
m
を
指
定
し
て
い
る
)
の
人
口
も
昭
和

五
〇
年
頃
か
ら
一
貫
し
て
減
少
を
続
け
、
当
初
一
万
人
を

軽
く
超
え
て
い
た
も
の
が
、
平
成
一
三
年
に
は
六
、
八
0

0
人
と
2
/
3
以
下
に
ま
で
減
少
し
て
し
ま
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
あ
と
平
成
一
四
年
以
降
は
一
転
し
て
増
加
を

始
め
、
平
成
一
人
年
に
は
七
、
六
〇
〇
人
を
超
え
て
い
る
。

わ
ず
か
五
年
で
一
二
%
も
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
要
因

は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
だ
。
バ
ブ
ル
崩
壊
と

中
心
市
街
地
の
空
洞
化
に
よ
っ
て
、
土
地
の
価
格
が
暴
落

し
た
こ
と
に
よ
る

(図
↓
。
一
方
、
歩
行
者
の
通
行
量

は
!
、
と
い
う
と
平
成
一
三
年
以
降
も
減
少
を
続
け
て
い

る

(図
2
)。
こ
れ
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
?

我
々
は
、
中
心
部
の
マ
ン
シ
ョ
ン
二
二
棟
に
居
住
す
る

約
二
、
0
0
0
人
に
つ
い
て
、
年
令
と
前
住
所
を
調
査
し

た
。
そ
の
結
果
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
者
に
は
、
三
〇
代
~
四

O
代
と
そ
の
家
族
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
人
達
は
市
街
地
の
周
辺
、
も
し
く
は
佐
賀
市
の
周

辺
町
村
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
子

育
て
世
代
の
人
が
都
心
居
住
を
求
め
て
、
中
心
市
街
地
の

マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
マ
ン
シ

ョ
ン
業
者
に
よ
る
と
こ
の
傾
向
は
、
も
う
し
ば
ら
く
続
き

マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
は
続
く
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

で
は
、
人
口
が
増
え
て
い
る
の
に
何
故
歩
行
者
通
行
量

は
減
少
し
続
け
る
の
か
?

我
々
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住

者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
み
た
。
す
る
と
答
え
は
こ
う

だ
。
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2図

の
中
心
市
街
地
の
現
実
な
の
だ
。

中
心
商
店
街
の
空
き
店
舗
や
空
き
ビ
ル
の
増
加
も
著
し

い
。
毎
年
、
市
が
行
っ
て
い
る
空
き
店
舗
調
査
で
は
、
こ

こ
数
年
空
き
店
舗
率
が
一
八
%
~
三
0
%
で
横
ば
い
状
態

で
あ
る
と
い
う
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
実
態
は
そ
ん
な
に
甘
い
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
、
空
き
店
舗
に
な
っ
て
何
年
も
経
つ
建
物
、
老
朽

化
が
進
ん
だ
建
物
が
次
々
と
取
り
壊
さ
れ
て
駐
車
場
に
変

わ
っ
て
い
る
。
取
り
壊
さ
れ
て
空
き
店
舗
が
減
少
す
る
わ

け
だ
か
ら
空
き
店
舗
率
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に

店
舗
の
中
身
だ
。
こ
れ
ま
で
は
、
い
か
に
も
中
心
商
店
街

と
い
っ
た
感
じ
で
衣
料
品
店
や
菓
子
店
、
時
計

･
宝
石
な

ど
高
級
品
を
扱
う
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
が
多
か
っ
た

が
、
近
年
こ
れ
ら
が
次
々
と
飲
み
屋
に
代
わ
っ
て
い
る
。

中
に
は
、
中
心
商
店
街
の
通
り
沿
い
に
外
国
人
ホ
ス
テ
ス

の
パ
ブ
や
、
い
か
が
わ
し
い
店
ま
で
進
出
し
て
き
て
い
る
。

空
き
店
舗
率
が
増
加
し
な
い
と
は
言
っ
て
も
実
態
は
こ
ん

な
も
の
だ
。

道ネテセ 2006.l

二

中
心
市
街
地
は
何
故
必
要
な
の
か
?

先
程
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
車
の

運
転
が
苦
に
な
ら
な
い
人
に
と
っ
て
中
心
市
街
地
に
住
ん

で
い
て
も
、
中
心
商
店
街
は
必
要
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

で
は
、
何
故
、
中
心
市
街
地
や
そ
の
一
つ
の
要
素
で
あ

る
中
心
商
店
街
は
必
要
な
の
か
?

本
当
に
必
要
な
の
だ

ろ
う
か
?

も
と
も
と
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
者
は
、
郊
外
や
周
辺
町
村

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
が
嫌
で
、
都
心
の
マ

ン
シ
ョ
ン
に
弓
っ
越
し
て
き
て
い
る
人
が
多
い
。
し
か
も

三
〇
代
、
四
〇
代
と
い
う
若
い
世
代
の
移
動
は
基
本
的
に

は
車
中
心
だ
。

子
連
れ
だ
と
車
が
実
に
便
利
で
あ
る
。
中
心
市
街
地
に

住
ん
で
は
い
る
が
、
買
い
物
や
娯
楽
は
す
べ
て
郊
外
の
大

型
店
で
済
ま
せ
て
い
る
。
休
日
に
は
家
族
連
れ
が
エ
レ
ベ

ー
タ
で
マ
ン
シ
ョ
ン
の
玄
関
に
降
り
て
き
て
、
車
で
颯
爽

と
郊
外
大
型
店
に
出
て
い
く
。
中
心
市
街
地
に
大
き
な
道

路
を
つ
く
れ
ば
つ
く
る
ほ
ど
、
郊
外
に
出
て
い
く
の
に
便

利
に
な
る
。
こ
れ
が
今
の
佐
賀

(地
方
都
市
に
共
通
し
た
)



現
在
、
日
本
全
体
で
人
口
減
少
と
い
う
現
象
が
起
き
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
地
方
都
市
で
は
何
年
も
前
か
ら
人
口

は
減
少
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
要
素

が
高
齢
化
社
会
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
五
年
の
間
に
、

い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
の
人
々
が
大
量
に
現
役
を
リ
タ
イ

ア
し
、
高
齢
者
の
仲
間
入
り
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
今
後

一
〇
年
で
高
齢
者
の
割
合
が
急
激
に
増
加
す
る
の
だ
。
し

か
も
人
口
は
全
体
と
し
て
減
少
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
と
い
う
と
、

人
口
は
減
少
す
る
が
人
が
住
ん
で
い
る
居
住
地
の
面
積
は

変
わ
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
必
然
的
に
人
口
密
度
が
減
少

し
て
く
る
。
人
口
密
度
が
低
い
地
域
で
は
、
周
辺
の
人
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
、
例
え
ば
生
鮮
品
や
雑
貨
の
店
が
成

り
立
た
な
く
な
っ
て
く
る
の
だ
。

そ
こ
に
高
齢
化
社
会
が
到
来
す
る
。
一
般
的
に
こ
う
い

っ
た
人
口
密
度
の
低
い
地
域
に
居
住
し
て
い
る
の
は
高
齢

者
だ
。
車
が
使
え
な
く
な
っ
た
高
齢
者
は
、
体
力
の
衰
え

に
も
関
わ
ら
ず
、
長
い
道
の
り
を
歩
い
て
買
い
物
に
行
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

佐
賀
市
で
は
地
域
に
よ
っ
て
は
、
す
で
に
こ
の
状
況
が

現
実
に
生
じ
て
き
て
い
る
。

例
え
ば
、
城
内
地
域
で
は
一
軒
だ
け
あ
っ
た
小
さ
な
ス

ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
数
年
前
に
閉
店
し
て
し
ま
っ
た
。

居
住
者
は
高
齢
者
ば
か
り
。
お
豆
腐
一
つ
買
う
に
も
、
約

一
･
五
蝿
離
れ
た
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
タ
ク
シ
ー
で

行

っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

中
心
市
街
地
の
周
辺
に
は
、
四
0
年
ぐ
ら
い
前
に
開
発

さ
れ
た
住
宅
街
が
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
子

ど
も
達
が
さ
ら
に
郊
外
や
市
外
県
外
に
出
て
い
っ
て
し
ま

い
、
高
齢
者
だ
け
の
家
、
高
齢
者
一
人
暮
ら
し
の
家
、
も

し
く
は
空
き
家
を
多
く
抱
え
て
い
る
。

近
く
に
大
き
な
道
路
で
も
あ
れ
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
ぐ
ら
い
は
あ
る
が
、
日
常
の
買
い
物
が
容
易
に
で

き
る
場
所
は
少
な
い
。
こ
の
先
、
人
口
減
少
と
超
高
齢
化

が
さ
ら
に
進
む
と
、
こ
う
い
っ
た
地
域
が
ど
ん
ど
ん
増
加

し
て
い
き
、
最
後
に
は
、
人
の
住
め
な
い
都
市
に
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
。
む
ろ
ん
、
中
心
市
街
地
も
例
外
で
は
な
い
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
ほ
と
ん
ど
が
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
。
年

が
経
て
ば
住
ん
で
い
る
人
は
、
ど
ん
ど
ん
年
を
と
る
。

都
市
は
、
そ
こ
に
住
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
に
、
必

ず
住
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
を
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
が
中
心
市
街
地
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

中
心
市
街
地
に
は
、
中
心
市
街
地
た
る
理
由
が
あ
る
。

そ
れ
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
交
通
の
要
衝
で
あ

っ
た
り
す
る
。
こ
の
た
め
、
中
心
市
街
地
に
は
様
々
な
都

市
機
能
が
、
必
然
的
に
集
ま
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。
こ
の

中
心
市
街
地
が
地
方
都
市
で
今
失
わ
れ
る
危
機
に
あ
る
。

佐
賀
に
住
み
た
い
人
が
、
最
後
の
最
後
そ
の
生
活
を
保

証
で
き
る
場
所
と
し
て
、
中
心
市
街
地
を
残
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。

三

歩
き
た
い
人
と
自
転
車
の
た
め
の

道
路
づ
く
り

先
程
も
述
べ
た
が
、
中
心
商
店
街
の
店
主
た
ち
は
、
こ

ぞ
っ
て

｢中
心
商
店
街
に
は
大
き
な
道
路
と
駐
車
場
が
少

な
い
か
ら
、
人
が
来
な
い
の
だ
｣
と
言
い
続
け
て
い
る
。

果
た
し
て
、
本
当
だ
ろ
う
か
?

現
実
を
見
れ
ば
、
わ
か
る
は
ず
だ
。
中
心
商
店
街
は
空

き
店
舗
だ
ら
け
、
人
が
来
な
い
か
ら
道
は
混
雑
し
な
い
。

古
い
店
舗
は
次
々
と
取
り
壊
さ
れ
、
駐
車
場
に
姿
を
変
え

て
い
く
。
駐
車
場
も
た
っ
ぷ
り
あ
る
し
、
お
ま
け
に
昼
間

は
ガ
ラ
ガ
ラ
だ
。
こ
う
し
て
、
中
心
商
店
街
の
店
主
た
ち

は
、
か
ね
て
か
ら
念
願
だ
っ
た
ス
ム
ー
ズ
に
渋
滞
な
く
流

れ
る
道
路
と
、
ガ
ラ
ガ
ラ
に
空
い
た
キ
ャ
パ
十
分
の
駐
車

場
を
手
に
入
れ
た
の
だ
。

そ
れ
で
人
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
か
?

来
る
は
ず
が

な
い
。
私
た
ち
を
含
め
て
、
誰
も
が
駐
車
場
や
道
路
を
目

当
て
に
街
に
出
て
い
た
は
ず
が
な
い
か
ら
だ
。

佐
賀
市
で
は
、
平
成
一
七
年
に
策
定
し
た
中
心
市
街
地

活
性
化
基
本
計
画
の
中
で
、
活
性
化
し
て
い
る
状
態
と
は

人
が
多
く
歩
い
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
定
義
づ
け
た
。

人
が
街
な
か
を
歩
く
た
め
に
は
何
が
必
要
か
?

そ
れ

は
歩
き
や
す
さ
と
歩
く
き
っ
か
け
で
あ
る
と
考
え
た
。
歩

き
や
す
さ
と
は
、
歩
い
て
み
る
と
わ
か
る
が
、
ま
ず
は
ト

イ
レ
、
そ
れ
か
ら
休
憩
す
る
場
所
、
そ
し
て
木
陰
や
緑
だ

ろ
う
と
思
う
。
歩
く
き
っ
か
け
は
、
何
よ
り
も
歩
く
楽
し

66 道イテセ 2006 1



さ
だ
と
思
う
。
街
な
か
に
必
要
な
の
は
、
何
と
い
っ
て
も

ま
ず
は
音
と
に
お
い
、
楽
し
い
音
楽
や
元
気
な
音
、
お
い

し
そ
う
な
に
お
い
が
街
な
か
に
出
る
人
の
心
を
誘
う
の
で

は
な
い
か
。

我
々
は
、
人
が
歩
き
や
す
い
道
路
づ
く
り
を
考
え
た
。

佐
賀
市
、
特
に
平
成
一
七
年
一
〇
月
に
合
併
す
る
前
の

旧
佐
賀
市
は
、
市
域
の
八
0
%
以
上
が
極
め
て
平
坦
な
地

形
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
中
心
市
街
地
は
全
く
の
真
っ
平
。

自
転
車
で
の
移
動
に
は
最
も
適
し
た
土
地
柄
で
あ
る
。

そ
こ
で
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
人
の
我
々
も
移
動
手

段
の
中
心
は
自
転
車
だ
。通
勤
や
通
学
も
自
転
車
が
中
心
。

こ
ん
な
街
な
の
に
買
い
物
や
娯
楽
は
車
で
!
、
と
い
う
の

が
理
解
で
き
な
い
。

自
転
車
は
健
康
に
も
良
い
し
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
も
高

い
。
街
な
か
に
人
が
集
ま
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
自
転
車
が

使
え
な
い
か
考
え
た
。

一
つ
に
は
駐
輪
施
設
が
あ
る
。
自
転
車
の
良
さ
は
手
軽

で
、
店
の
前
に
気
軽
に
停
め
ら
れ
る
こ
と
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
が
歩
行
や
通
行
の
邪
魔
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
と
、
駐
輪
場
な
る
も
の
を
作
っ
て
み
た
が
、

入
れ
に
く
く
、出
し
に
く
い
駐
輪
場
は
人
気
が
今
ひ
と
つ
。

そ
こ
で
、
街
並
み
に
な
じ
ま
せ
る
駐
輪
機
を
考
え
て
み
る

こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
J
R
九
州
の
車
輌
デ
ザ
イ
ン
で

有
名
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
水
戸
岡
鋭
治
さ
ん
の
提
案
な
の
だ

が
、
街
路
樹
に
自
転
車
が
よ
く
な
じ
ん
で
い
る
(写
真
1
、

図
3
)
。
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写真 1 駐輪機 (試作品)

昨
年
、
試
作
品
を
作
っ
て
み
た
が
、
道
路
管
理
上
の
制

約
が
あ
っ
て
、
当
初
計
画
し
て
い
た
よ
う
な
使
い
方
が
困

難
な
状
況
で
あ
り
、
活
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
悩

ん
で
い
る
。

四

そ
し
て
、
社
会
実
験

中
心
市
街
地
に
は
様
々
な
財
産
が
あ
る
が
、
道
路
は
、

そ
の
中
で
も
特
に
活
用
可
能
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。

中
心
市
街
地
を
活
性
化
す
る
上
で
、
道
路
の
持
つ
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
上
手
に
活
用
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ

と
で
あ
る
と
考
え
た
。
中
心
市
街
地
で
広
く
、
自
由
に
使

え
る
空
間
は
、
道
路
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

佐
賀
市
で
は
一
年
に
二
回
、
中
央
大
通
り
を

｢歩
行
者

天
国
｣
に
し
て
い
る
。

夏
ま
つ
り
の
時
と
、
毎
年
行
っ
て
い
る
世
界
的
な
熱
気

球
大
会

(佐
賀
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
バ
ル
ー
ン
フ
ェ
ス

タ

…
期
間
中
一
〇
〇
万
人
の
観
客
が
会
場
を
訪
れ
る
。
)

の
前
夜
祭
の
時
で
あ
る
。

こ
の
二
回
は
、
イ
ベ
ン
ト
の
楽
し
さ
も
あ
っ
て
非
常
に

多
く
の
人
が
こ
の
歩
行
者
天
国
の
会
場
を
訪
れ
る
。特
に
、

夏
ま
つ
り
の
時
に
は
、
中
心
街
の
道
路
は
人
で
埋
め
尽
く

さ
れ
、
佐
賀
市
に
も
こ
ん
な
に
大
勢
の
若
者
が
住
ん
で
い

た
の
か
と
驚
い
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
。

と
こ
ろ
が
、
実
に
残
念
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
歩
行
者

天
国
の
時
の
賑
わ
い
が
、
全
く
一
過
性
の
も
の
で
終
わ
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

歩
行
者
天
国
で
は
、
普
段
、
車
し
か
通
れ
な
い
、
広
く

て
走
り
や
す
い
道
路
を
自
由
に
歩
か
せ
て
く
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
非
日
常
を
体
験
で
き
る
場
所
な
の
だ
。

中
心
市
街
地
に
住
み
な
が
ら
、
全
く
そ
こ
を
歩
こ
う
と

し
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
者
に
歩
く
き
っ
か
け
を
提
供
す

る
催
し
の
場
と
し
て
、
最
適
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

そ
こ
で
、
我
々
は

一
〇
月
か
ら
三
月
ま
で
の
半
年
間

(
一
月
か
ら
二
月
上
旬
ま
で
を
除
く
)、
毎
週
土
曜
日

(地

元
と
の
調
整
で
年
明
け
は
日
曜
日
)
に
、
平
成
一
五
年
二

月
末
以
降
閉
鎖
中
の
再
開
発
ビ
ル
の
南
側
道
路
を
歩
行
者

天
国
に
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
歩
行
者
天
国

区
間
に
バ
ス
停
が
あ
っ
た
の
で
、
バ
ス
だ
け
は
通
す
と
い

道イテセ 20061



う
こ
と
に
し
た
。

た
だ
単
に
道
路
を
シ
ャ
ッ
ト
タ
ウ
ト
し
て
、
ち
ょ
っ
と

し
た
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
や
食
の
提
供
を
し
た
だ
け
で
は
、

人
は
わ
ざ
わ
ざ
歩
い
て
は
く
れ
な
い
。

街
な
か
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
は
、
｢音
と
に
お

　　

　
　　　
　

　

　
　　
　　

　　
　

　

　　
　　
　　

　
　
　
　
　
　ンゞ

を、
な

.

･　
　
　

い
｣
。
特
に
音
は
人
を
ひ
き
つ
け
る
。

催
し
物
を
行
っ
た

(写
真
2
i
5
)。

そ
こ
で
、
簡
単
な
ス
テ
ー
ジ
を
作
っ
て
音
楽
の
演
奏
や

こ
0
回
行
っ
た
歩
行
者
天
国
、
続

大
道
芸
、
ダ
ン
ス
、
太
鼓
、
空
手
の
演
舞
な
ど
、
も
と
も

と
地
元
の
若
者
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
っ
て
い
た
音
楽
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
人
脈
等
を
使
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

写真 4 道路上に設置された露店
　　　　　　 　　　
写真5 会場は多くの人で賑わった

二
〇
回
行
っ
た
歩
行
者
天
国
、
続
け
て
い
る
う
ち
に
少

し
ず
つ
若
い
親
子
連
れ
が
増
え
て
き
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
て
み
る
と
、
す
べ
て
近
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
者
だ
っ

た
。
我
々
が
狙
っ
た
効
果
が
、
予
定
通
り
と
ま
で
は
い
か

な
く
と
も
出
て
き
た
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
だ
。

さ
て
、
佐
賀
市
は
平
坦
な
地
形
で
、
自
転
車
利
用
に
は

極
め
て
適
し
て
い
る
。
こ
れ
は
誰
も
が
認
め
て
い
る
事
実

で
あ
る
。

佐
賀
市
の
自
転
車
の
利
用
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

力
?

利
用
率
の
高
さ
は
、
J
R
佐
賀
駅
周
辺
の
駐
輪
場

に
表
れ
て
い
る
。
佐
賀
駅
の
東
西
の
高
架
下
に
作
ら
れ
た

二
階
建
て
の
駐
輪
場
は
、
常
に
満
杯
状
態
で
あ
る
。

中
心
市
街
地
を
通
過
す
る
人
の
大
半
が
自
転
車
利
用
者

で
あ
る
。
自
転
車
で
通
過
す
る
人
を
否
定
し
た
り
、
無
視

し
た
り
し
て
い
て
は
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
は
考
え
ら

れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、我
々
は
歩
行
者
の
歩
き
や
す
さ
と
同
時
に
、

自
転
車
の
通
行
し
や
す
さ
も
、
き
ち
ん
と
考
え
る
必
要
が

あ
る
の
だ
。

そ
こ
で
我
々
は
、
街
な
か
に
お
け
る
新
し
い
自
転
車
の

活
用
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

市
民
が
中
心
市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
手
段
と
し
て
、
車

2

を
使
ぅ
こ
と
に
つ
い
て
、
全
面
的
に
査
疋
す
る
こ
と
は
出

律

来
な
い
。

道

で
は
、
車
で
来
た
人
が
車
を
停
め
た
あ
と
の
移
動
手
段

“



と
し
て
自
転
車
を
活
用
す
る
検
討
を
行
っ
た
。
来
る
ま
で

街
へ
出
た
人
は
、
子
ど
も
連
れ
で
あ
っ
た
り
、
大
き
な
荷

物
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
普
通

の
自
転
車
で
は
役
に
立
た
な
い
。

そ
こ
で
実
験
に
あ
た
っ
て
、
佐
賀
市
で
作
っ
て
い
た
異

業
種
交
流
会
に
協
力
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
、
彼
ら
の
力

を
借
り
て
、
三
輪
自
転
車
を
製
作
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
の

使
い
勝
手
や
安
全
性
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
た

(写
真

6
)
0三

輪
自
転
車
は
、
大
変
使
い
勝
手
が
良
い
こ
と
が
分
か

っ
た
が
、
荷
台
に
子
ど
も
二
人
を
乗
せ
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
そ
こ
で
特
区
の
申
請
を
試
み
た
が
、
荷
台
に
子
ど
も

写真6 製作された三輪自転車

二
人
を
乗
せ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
は
、
道
路
交
通
法

で
は
な
く
県
の
条
例
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。今
度
は
、

県
版
特
区
の
申
請
を
行
っ
た
が
、
県
警
の
反
対
も
あ
り
、

現
在
の
時
点
で
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
特
区
申
請
は
、
二
人
乗
り
自
転
車
に
つ
い
て
も
行

っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
認
定
が
受
け
ら
れ
て
い
な
い
。
駐

輪
機
の
設
置
に
し
て
も
、
特
区
の
申
請
に
お
い
て
も
、
方

や
行
政
が
進
め
て
い
る

｢中
心
市
街
地
の
活
性
化
｣
を
図

る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
問
題
が
、
行
政
の

壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
い
実
現
で
き
て
い
な
い
こ
と
は
、

大
変
残
念
で
あ
る
。

五

今
後
の
展
開

今
年
度

(平
成
一
八
年
度
)
も
、
街
な
か
で
の

｢道
路

活
用
社
会
実
験
｣
を
予
定
し
て
い
る
。
今
年
度
は
中
心
市

街
地
の
車
道
幅
員
を
減
少
さ
せ
る
実
験
を
予
定
し
て
い

る
。佐

賀
市
で
は
、
平
成
一
七
年
度
に
中
心
市
街
地
に
設
置

が
決
ま
っ
て
い
た
、
総
幅
員
一
六
m
の
道
路
を
九
0
m
区

間
だ
け
、
｢歩
き
た
く
な
る
道
路
｣
の
モ
デ
ル
と
し
て
整

備
を
行
っ
た
。
そ
の
道
路
は
、
車
道
が
五
m
で
蛇
行
し
て

お
り
、
残
リ
ニ

m
の
歩
道
部
分
に
は
、
大
き
な
街
路
樹

を
植
え
て
木
陰
を
つ
く
り
、
ベ
ン
チ
を
置
い
て
い
る

(写

真
7
)。

こ
の
道
路
が
、
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
中
心
市

街
地
の
道
路
を
少
し
ず
つ
｢歩
く
人
優
先
の
道
路
｣
に
変

え
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
今
年
度
の
社
会
実
験
は

そ
の
た
め
に
行
う
の
だ
。

中
心
市
街
地
が
普
遍
的
な
場
所
と
し
て
一
0
0
年
後
に

も
残
っ
て
い
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
ド
整
備
、
シ
ス
テ
ム
の

整
備
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
市
民
が
そ
れ
を

望
み
、
そ
こ
に
関
わ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
歩
く
こ
と

を
楽
し
む
市
民
が
増
え
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
し
、

そ
う
な
る
た
め
の
努
力
が
我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思

ハ
ノ
o




